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に
お
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開
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に
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る
学
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の
状
況

Ｄ

不
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対
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と
内
容

Ｅ

不
法
の
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態

Ｆ

潜
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不
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識
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⑶

禁
止
の
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誤
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説

Ｂ

直
接
的
禁
止
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誤
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間
接
的
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の
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不
法
の
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認
識
の
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非
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一
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に
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易
な
不
法
の
認
識
可
能
性

Ｃ

照
会
義
務
違
反

Ｄ

非
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可
能
性
の
欠
け
る
特
殊
の
事
例
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以
上
第
五
一
巻
第
四
号
二
〇
一
六
年
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4

一
般
的
責
任
要
素

一
般
的
責
任
要
素
と
は
、
責
任
を
認
定
す
る
た
め
に
原
理
的
に
必
要
と
さ
れ
る
要
素
で
あ
り
、
し
か
も
、
個
別
の
構
成
要
件
に
依
存
し

な
い
要
素
で
あ
る
。
か
か
る
要
素
と
し
て
先
ず
責
任
能
力
と
不
法
の
意
識
が
あ
る
。
両
概
念
と
も
に
規
範
的
関
連
性
の
あ
る
心
理
学
的
要

素
で
あ
る
。
責
任
能
力
と
不
法
の
意
識
は
責
任
基
礎
づ
け
要
素
（
責
任
前
提
要
件
）
で
あ
る
。
責
任
無
能
力
と
禁
止
の
錯
誤
は
責
任
阻
却

事
由
で
あ
る
。
免
責
事
由
で
は
、
責
任
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
行
為
者
の
心
理
的
圧
迫
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
責

任
能
力
で
問
わ
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
そ
も
そ
も
規
範
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
法
に
誠
実
な
行
為
を
す
る
こ
と

が
で
き
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
免
責
事
由
で
問
わ
れ
る
の
は
、
規
準
人
で
あ
っ
て
も
具
体
的
な
抗
し
が
た
い
状
況
に
あ
っ
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て
は
も
は
や
規
範
に
適
っ
た
行
為
を
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
否
か
、
つ
ま
り
、
法
秩
序
が
法
に
適
う
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
か
否
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
積
極
的
要
素
は
通
常
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
個
別
事
例
に
お
い
て
、
責
任
無
能
力
や
禁
止
の
錯
誤

（
法
の
錯
誤
）
の
場
合
に
、
行
為
者
は
責
任
の
仮
定
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
期
待
可
能
性
も
責
任
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る
。
規
範
的
責
任
概

念
は
非
難
可
能
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
期
待
可
能
性
が
無
け
れ
ば
責
任
概
念
は
充
足
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
期
待
可

能
性
は
一
般
的
に
は
責
任
前
提
要
件
（
責
任
能
力
、
不
法
の
意
識
）
が
そ
ろ
う
と
肯
定
さ
れ
る
の
で
、
個
別
事
例
に
お
い
て
例
外
的
に
検

証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
期
待
可
能
性
は
期
待
不
可
能
性
と
い
う
免
責
事
由
と
し
て
の
み
現
れ
る
こ
と
に
な
る
（
375
）。

⑴

責
任
能
力

Ａ

責
任
能
力
・
限
定
責
任
能
力
の
意
義

ド
イ
ツ
刑
法
第
二
〇
条
（
心
神
障
礙
に
基
づ
く
責
任
無
能
力
。
Schuldunfähigkeitw
e-

gen
seelischerStörungen）
は
、⽛
所
為
の
遂
行
に
当
り
、
病
的
な
心
神
障
礙
、
根
深
い
意
識
障
礙
、
又
は
、
精
神
薄
弱
若
し
く
は
重
大

な
そ
の
他
の
心
神
の
変
性
の
た
め
、
行
為
の
不
法
を
弁
別
し
又
は
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
が
な
い
者
は
、
責
任
な
く
行
為
し

た
も
の
で
あ
る
⽜
と
定
め
、
同
第
二
一
条
（
限
定
責
任
能
力
）
は
、⽛
所
為
の
不
法
を
弁
別
し
又
は
こ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
を
す
る
行
為

者
の
能
力
が
、
第
二
〇
条
に
列
挙
さ
れ
た
理
由
に
よ
り
、
行
為
の
遂
行
に
あ
た
り
著
し
く
低
減
し
て
い
る
と
き
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に

従
っ
て
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜（
裁
量
的
減
軽
）
と
定
め
る
。⽛
重
大
な
そ
の
他
の
心
神
の
変
性
⽜
は
一
九
七
五
年
の
第
二

次
刑
法
改
正
法
で
は
じ
め
て
責
任
無
能
力
規
定
に
加
え
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
第
一
段
階
で
は
病
的
な
精
神
障
礙
が
検
証
さ
れ
、
次

い
で
、
第
二
段
階
で
は
そ
れ
ら
の
弁
識
・
制
禦
能
力
へ
の
因
果
関
係
が
検
証
さ
れ
る
。
こ
の
二
段
階
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
精
神
病
理
学
的

状
態
に
異
常
が
認
め
ら
れ
て
も
、
弁
識
・
制
禦
能
力
は
無
傷
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
一
条
（
責
任
無
能
力
。
Zurechnungsunfähigkeit）
は
、⽛
所
為
の
当
時
、
精
神
病
、
知
的
障
礙
（
geistige

Behinderung.第
二
次
暴
力
保
護
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
精
神
薄
弱
か
ら
知
的
障
礙
へ
改
め
ら
れ
た
―
筆
者
注
）、
根
深
い
意
識
障

礙
又
は
そ
の
他
こ
れ
ら
の
状
態
と
等
価
の
重
い
心
神
障
礙
の
た
め
、
自
己
の
所
為
の
不
法
を
弁
別
し
又
は
こ
の
弁
別
に
し
た
が
っ
て
行
為

す
る
能
力
が
な
い
者
は
、
有
責
に
行
為
し
た
も
の
で
な
い
⽜
と
定
め
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
は
刑
の
減
軽
を
可
能
と
す
る
⽛
限
定
責

任
能
力
⽜
の
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
同
第
三
四
条
が
特
別
の
減
軽
事
由
と
し
て
、
第
一
号
⽛
行
為
者
が
所
為
を
異
常
な
精
神
状
態
の
影

響
を
受
け
て
為
し
た
場
合
、
行
為
者
が
理
解
力
に
お
い
て
薄
弱
で
あ
る
場
合
⽜、
第
一
一
号
⽛
責
任
阻
却
事
由
…
…
に
近
い
状
態
の
下
で
所

為
を
な
し
た
場
合
⽜
を
定
め
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
一
一
条
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
〇
条
と
は
異
な
り
、
責
任
無
能
力
を
表
す

言
葉
と
し
て
Schuldunfähigkeitで
は
な
く
Zurechnungsunfähigkeitを
用
い
て
い
る
。
後
者
の
言
葉
の
方
が
、
一
般
的
に
有
責
と
さ

れ
る
こ
と
の
無
能
力
で
な
く
、
特
定
の
所
為
に
責
任
を
負
う
こ
と
の
無
能
力
を
的
確
に
表
現
で
き
る
と
し
て
、
立
法
者
を
支
持
す
る
学
説

が
見
ら
れ
る
（
376
）。
し
か
し
、
客
観
的
帰
属
（
objektiveZurechnung）
と
混
同
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、
前
者
を
用
い
る
べ
き
と
の
学
説
も
見

ら
れ
る
（
377
）。
な
お
、
精
神
薄
弱
（
Schw
achsinn）
と
い
う
言
葉
は
古
め
か
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
否
定
的
意
味
を
暗
示
す
る
の
で
、
知
的
障

礙
（
geistige
Behinderung）
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
378
）。

ス
イ
ス
刑
法
第
一
九
条
は
責
任
無
能
力
と
限
定
責
任
能
力
を
一
括
し
て
同
一
条
文
の
中
に
定
め
る
（
Schuldunfähigkeit
und
ver-

m
inderteSchuldfähigkeit）。⽛
①
行
為
者
が
、
所
為
の
遂
行
に
当
り
、
所
為
の
不
法
を
弁
識
し
又
は
そ
の
弁
識
に
従
っ
て
行
為
で
き
な

か
っ
た
と
き
、
可
罰
的
で
な
い
。
②
行
為
者
に
、
所
為
の
不
法
を
弁
識
し
又
は
こ
の
弁
識
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
が
部
分
的
に
し
か
な

か
っ
た
と
き
、
裁
判
所
は
刑
を
軽
減
す
る
⽜。
ス
イ
ス
で
も
旧
法
で
は
、
責
任
無
能
力
を
表
す
概
念
と
し
て
U
nzurechnungsfähigkeitが

用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
七
年
の
新
総
則
か
ら
Schuldunfähigkeitが
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
や
オ
ー
ス
ト
リ
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ア
刑
法
と
の
顕
著
な
違
い
は
い
わ
ゆ
る
生
物
学
的
要
素
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
旧
法
第
一
〇
条
は
、
い
わ
ゆ
る
心
理
学
的

要
素
と
並
ん
で
い
わ
ゆ
る
生
物
学
的
要
素
（
精
神
病
、
精
神
薄
弱
、
そ
の
他
の
重
い
意
識
障
礙
）
を
規
定
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
生
物

学
的
要
素
は
改
正
過
程
に
お
い
て
現
代
心
理
学
の
発
展
に
合
わ
せ
て
⽛
重
い
精
神
障
礙
⽜
に
一
括
・
縮
減
す
る
よ
う
に
提
案
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
結
局
、
こ
の
概
念
の
不
明
確
性
と
責
任
無
能
力
の
根
拠
と
な
る
生
物
学
的
要
素
を
扱
う
こ
と
は
立
法
者
の
任
務
で
は
な

い
と
い
う
理
由
か
ら
、
法
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
学
説
で
は
一
般
に
、
い
わ
ゆ
る
生
物
学
的
要
素
が
考
慮
さ
れ
な
い
な
ら
責

任
阻
却
の
範
囲
が
異
常
に
広
が
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
か
ら
、⽛
重
い
精
神
障
礙
⽜は
書
か
れ
て
い
な
い
構
成
要
件
要
素
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

精
神
医
学
者
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
精
神
の
障
礙
の
所
見
と
弁
識
・
制
禦
能
力
の
判
断
を
す
る
裁
判
官
の
分
業
が
必
要
と
考
え
ら
れ

て
い
る
（
379
）。

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
に
対
し
て
、
日
本
刑
法
第
三
九
条
が
、⽛
①
心
神
喪
失
者
の
行
為
は
、
罰
し
な
い
。
②
心
神
耗
弱
者
の
行
為
は
、
そ
の

刑
を
減
軽
す
る
⽜
と
規
定
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
心
神
喪
失
（
責
任
無
能
力
）、
心
神
耗
弱
（
限
定
責
任
能
力
）
の
概
念
内
容
に
つ
い
て

の
特
段
の
定
め
は
な
く
、
し
か
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
と
異
な
り
、
包
括
的
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
内
容
は
学
説
・
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
旧
刑
法
第
七
八
条
は
、⽛
罪
ヲ
犯
ス
時
知
覚
精
神
ノ
喪
失
ニ
因
テ
是
非
ヲ
弁
別
セ
サ
ル
者
ハ

其
罪
ヲ
論
セ
ス
⽜
と
定
め
、
こ
こ
に
⽛
知
覚
精
神
ノ
喪
失
⽜
と
い
う
概
念
は
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
医
学
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ピ
ネ
ル
（
一
七
四

五
─
一
八
二
六
）
が
用
い
た
⽛
aliénation
m
entale⽜
に
由
来
し
、
生
物
学
的
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
行
刑
法
の
⽛
心
神
喪
失
⽜
に
繋

が
っ
た
の
で
、
現
行
刑
法
第
三
九
条
は
生
物
学
的
方
法
を
意
図
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（
380
）、
大
判
昭
和
六
・
一
二
・
三
刑
集

一
〇
・
六
八
二
は
、⽛
心
神
喪
失
ト
心
神
耗
弱
ト
ハ
孰
レ
モ
精
神
障
礙
ノ
態
様
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
其
ノ
程
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
即
チ
前
者
ハ
精
神
ノ
障
礙
ニ
因
リ
事
物
ノ
理
非
善
悪
ヲ
弁
識
ス
ル
ノ
能
力
ナ
ク
又
ハ
此
ノ
弁
識
ニ
従
テ
行
動
ス
ル
能
力
ナ
キ
状
態
ヲ
指
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称
シ
後
者
ハ
精
神
ノ
障
礙
未
タ
上
叙
ノ
能
力
ヲ
欠
如
ス
ル
程
度
ニ
達
セ
サ
ル
モ
其
ノ
能
力
著
シ
ク
減
退
セ
ル
状
態
ヲ
指
称
ス
ル
⽜
と
判
示

し
て
、
い
わ
ゆ
る
混
合
的
方
法
を
採
用
し
、
最
高
裁
判
所
も
こ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
（
381
）。
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も
一
般
に
本
判
決
及

び
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
〇
条
の
関
連
規
定
を
参
照
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

従
来
、
心
神
喪
失
は
、
精
神
障
礙
と
行
為
の
不
法
を
弁
識
し
こ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
こ
と
、
前

者
は
、
生
物
学
的
要
素
で
あ
り
、
病
的
な
精
神
の
障
礙
の
あ
る
こ
と
を
云
い
、
後
者
は
、
心
理
学
的
要
素
で
あ
り
、
不
法
を
理
解
す
る
能

力
で
あ
る
弁
識
(別
)能
力
（
Einsichts-oderD
iskretionsfähigkeit）
と
、
そ
の
意
思
を
弁
識
に
従
っ
て
決
定
す
る
能
力
で
あ
る
制
禦
能

力
（
Steuerungs-oderD
ispositionsfähigkeit）
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
成
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
生
物
学
的
異
常
（
生
物
学
的

階
層
）
に
基
づ
く
心
理
学
的
影
響
（
心
理
学
的
階
層
）
と
い
う
点
で
、
そ
の
重
畳
的
存
在
が
要
求
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
混
合

的
方
法
（
gem
ischteoderkom
binierendeM
ethode）
の
一
種
で
あ
る
生
物
学
的
・
心
理
学
的
方
法
（
biologisch-psychologische

M
ethode）
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
制
禦
能
力
は
事
物
論
理
的
に
弁
識
能
力
に
依
存
す
る
。
所
為
の
不
法
を
認
識
す
る
能
力
な
く
し
て
、
こ

の
弁
識
に
従
っ
た
行
為
を
す
る
能
力
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
そ
れ
故
、
制
禦
能
力
は
、
弁
識
能
力
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
に
の
み
検
証
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
（
382
）。

こ
の
二
段
階
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
所
為
時
点
で
の
関
連
す
る
⽛
生
物
学
的
⽜
基
礎
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
上

部
に
あ
る
、
行
為
者
の
規
範
的
に
関
連
す
る
能
力
に
基
づ
い
た
判
断
が
⽛
心
理
学
的
⽜
階
層
に
お
い
て
完
全
な
責
任
能
力
の
存
在
を
も
た

ら
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
二
階
層
論
は
概
念
的
誤
解
を
招
く
と
し
て
批
判
さ

れ
よ
う
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
第
二
次
刑
法
改
正
法
に
よ
っ
て
、⽛
根
深
い
意
識
障
礙
⽜
と
⽛
そ
の
他
の
重
い
心
神
の
変
性
⽜
と
い
う
心
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理
学
的
に
理
解
さ
れ
う
べ
き
二
類
型
が
生
物
学
的
階
層
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
判
例
は
既
に
刑
法
旧
規
定
第
五
一
条
（
現
行

法
第
二
〇
条
）
の
枠
内
で
ク
ル
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（
一
八
八
七
─
一
九
六
七
）
の
器
質
な
い
し
生
物
学
的
指
向
の
⽛
医
学
的
病
気
概
念
（
383
）⽜

か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
度
の
情
動
状
態
、
性
倒
錯
も
責
任
能
力
に
関
連
す
る
障
礙
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
384
）。
こ
れ
に
よ

り
、
い
わ
ゆ
る
⽛
法
律
的
病
気
概
念
（
juristischerK
rankheitsbegriff）⽜
が
創
出
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
精
神
医
学
の
面
で
も
、
最
近
で

は
、
病
因
的
に
定
義
さ
れ
た
病
気
診
断
か
ら
離
れ
て
、
精
神
障
礙
の
記
述
的
診
断
へ
の
方
向
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
当
然
な
が
ら
生
物
学
的
構
想
を
相
対
化
し
た
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
の⽛
精
神
障
礙
の
診
断
と
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル（
Ｄ

Ｓ
Ｍ
）⽜
と
世
界
保
健
機
構
の
⽛
国
際
疾
病
分
類
（
Ｉ
Ｃ
Ｄ
）⽜
に
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
（
385
）。

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
で
は
、
第
二
〇
条
の
第
一
水
準
に
当
該
精
神
病
理
学
的
要
素
の
存
在
に
つ
い
て
の
⽛
法
的
・
質
的
問
い
⽜
を

割
り
当
て
、
第
二
水
準
に
こ
の
障
礙
に
つ
い
て
の
⽛
法
的
・
量
的
問
い
⽜
を
割
り
当
て
る
と
い
う
案
が
構
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
質

的
・
量
的
構
造
化
も
、
法
律
が
既
に
第
一
水
準
に
お
い
て
⽛
根
深
い
⽜
意
識
障
礙
と
か
そ
の
他
の
⽛
重
い
⽜
心
神
の
変
性
を
要
求
し
て
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
、
量
的
考
察
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
た
。
加
え
て
、
第
二
水
準
は
法
的
意
味
で
も
と
も
と
量
化

を
含
む
の
で
な
く
、
中
核
に
お
い
て
規
範
的
考
察
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
質
的
・
量
的
割
り
当
て
は
貫
徹
で
き
ず
、
本
質
的
な

こ
と
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
386
）。

結
局
、
第
一
判
断
水
準
は
、⽛
生
物
学
的
・
心
理
学
的
（
biologisch-psychologisch）⽜、
第
二
判
断
水
準
は
、⽛
心
理
学
的
・
規
範
的

（
psychologisch-norm
ativ）⽜
と
呼
ば
れ
る
の
が
相
対
的
に
最
も
有
用
な
妥
協
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
範
疇

化
で
も
き
っ
ぱ
り
と
し
た
水
準
分
け
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
個
々
人
の
行
為
へ
の
法
秩
序
の
要
求
を
考
慮
し
た
上
で
の
精
神
医
学
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的
・
心
理
学
的
所
見
の
包
括
的
評
価
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
387
）。

Ｂ

生
物
学
的
・
心
理
学
的
要
件

日
本
刑
法
に
は
詳
細
な
規
定
が
な
い
の
で
、
以
下
で
は
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
を
手
が
か
り
に
し
て
分

類
す
る
。
こ
れ
ら
の
分
類
は
必
ず
し
も
截
然
と
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
弁
識
能
力
、
制
禦
能
力
へ
の
影
響
推
定
度
を
異
に
す
る

点
に
注
意
を
要
す
る
。

ａ

病
的
な
心
神
の
障
礙

こ
れ
は
精
神
病
を
意
味
し
、
精
神
病
は
、
外
因
性
精
神
病
と
内
因
性
精
神
病
に
分
け
ら
れ
る
。
外
因
性
精

神
病
は
、
外
か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
、
証
明
可
能
な
脳
器
質
障
礙
に
基
づ
く
精
神
病
で
あ
る
（
exogen）。
こ
の
関
連
で
、
身
体
的
な

根
拠
づ
け
の
で
き
る
精
神
病
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
精
神
医
学
的
意
味
に
お
け
る
古
典
的
精
神
病
、
例
え
ば
、
脳
傷
害
、
脳
腫
瘍
、

脳
器
質
痙
攣
（
例
え
ば
、
癲
癇
）
と
い
っ
た
外
傷
精
神
病
、
感
染
精
神
病
（
例
え
ば
、
進
行
麻
痺
）、
中
毒
精
神
病
及
び
脳
動
脈
硬
化
や
脳

萎
縮
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
人
格
崩
壊
（
痴
呆
）
が
属
す
る
（
388
）。
近
時
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
そ
の
他
の
薬
物
に
よ
る
酩
酊
状
態
も
含
ま
れ
る
。

内
因
性
精
神
病
は
、
身
体
内
部
に
由
来
す
る
精
神
病
で
あ
る
。
身
体
的
原
因
は
確
実
に
は
証
明
で
き
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
古
典
的
精

神
医
学
か
ら
は
、
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
仮
定
さ
れ
て
い
る
（
endogen）。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
⽛
措
定
さ
れ
た
⽜
病
気
（
postulierte

K
rankheit）
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
統
合
失
調
症
（
二
〇
〇
二
年
の
日
本
⽛
精
神
神
経
学
会
⽜
総
会
で
、
従
来
の
精
神
分
裂
病
が
統
合
失

調
症
と
い
う
呼
称
に
変
更
さ
れ
た
）
と
循
環
気
質
な
い
し
躁
鬱
病
（
389
）と
い
っ
た
精
神
病
が
こ
れ
に
属
す
る
（
390
）。
結
局
、
病
的
な
心
神
の
障
礙
は

身
体
的
原
因
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
統
合
失
調
症
の
場
合
、
従
来
、
そ

れ
が
確
認
さ
れ
る
と
心
理
学
・
規
範
的
水
準
に
お
け
る
検
証
な
し
に
責
任
無
能
力
が
肯
定
さ
れ
る
と
の
学
説
が
有
力
だ
っ
た
が
、
し
か
し
、

近
時
は
、
急
性
の
精
神
病
的
憎
悪
及
び
独
特
の
残
遺
症
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
と
の
学
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
391
）。
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ｂ

根
深
い
意
識
障
礙

意
識
障
礙
は
、
自
己
の
存
在
、
外
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
知
的
認
識
が
毀
損
さ
れ
て
い
る
か
、
消
滅
し
て

い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
状
態
は
多
く
の
場
合
直
に
消
失
す
る
が
、
そ
の
間
、
行
為
者
は
完
全
に
失
見
当
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
心
理
学

的
原
因
（
例
え
ば
、
催
眠
朦
朧
状
態
、
特
に
高
度
の
情
動
も
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
こ
に
入
り
う
る
）、
生
理
学
的
原
因
（
例
え
ば
、
寝
ぼ
け
、

疲
労
困
憊
）、
病
理
学
的
原
因
（
酩
酊
状
態
、
中
毒
状
態
、
熱
譫
妄
）
に
よ
る
も
の
が
あ
る
（
392
）。
も
と
よ
り
意
識
喪
失
中
や
睡
眠
中
の
動
作
は

そ
も
そ
も
行
為
と
は
い
え
ず
、
こ
こ
に
は
入
ら
な
い
。⽛
根
深
い
⽜
と
い
う
限
定
に
よ
っ
て
、
見
当
を
失
っ
て
い
な
い
通
常
の
範
囲
内
に
あ

る
意
識
障
礙
は
除
外
さ
れ
る
。
誰
も
が
、
多
少
な
り
と
も
、
疲
労
、
興
奮
、
驚
愕
等
の
身
体
的
、
心
神
的
原
因
に
帰
せ
ら
れ
う
る
意
識
障

礙
に
陥
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
責
任
能
力
の
段
階
で
は
な
く
、
期
待
可
能
性
の
段
階
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。⽛
根
深
い
⽜
と
云

え
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
心
神
構
造
が
破
壊
さ
れ
る
程
度
に
至
っ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
393
）。
云
う
ま
で
も
な
く
、
他
の
生
物
学
的
・
心

理
学
的
要
件
と
同
じ
く
、
根
深
い
意
識
障
礙
そ
れ
自
体
も
そ
の
程
度
も
行
為
者
の
普
通
の
状
態
で
は
な
く
、
客
観
的
基
準
に
照
ら
し
て
判

断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
394
）。

司
法
精
神
医
学
上
、
特
に
重
要
な
意
識
障
礙
は
酩
酊
で
あ
る
。
酩
酊
は
、
単
純
酩
酊
（
な
い
し
普
通
酩
酊
）
と
異
常
酩
酊
に
分
け
ら
れ
、

後
者
は
さ
ら
に
複
雑
酩
酊
と
病
的
酩
酊
に
分
け
ら
れ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
酩
酊
が
⽛
根
深
い
⽜
意
識
障
礙
と
見
る
に
当
っ
て
考
慮
さ

れ
る
べ
き
要
素
は
、
時
間
的
・
空
間
的
見
当
識
の
欠
如
、
外
的
事
情
の
誤
認
、
行
為
の
無
意
味
性
、
状
況
に
適
合
し
な
い
興
奮
、
呂
律
が

回
ら
な
い
こ
と
、
歩
行
や
手
を
伸
ば
し
て
摑
む
こ
と
が
不
安
定
で
あ
る
こ
と
、
記
憶
の
欠
損
で
あ
る
（
395
）。
な
お
、
ア
ル
コ
ー
ル
そ
の
他
の
酩

酊
剤
の
慢
性
濫
用
に
よ
っ
て
、
人
格
変
容
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
精
神
病
と
判
断
さ
れ
う
る
（
396
）。

情
動
行
為
は
そ
の
情
動
の
程
度
に
関
し
て
差
が
あ
る
が
（
397
）、
高
度
の
情
動
の
場
合
、
責
任
能
力
の
存
否
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
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故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
故
意
の
存
否
と
責
任
能
力
の
存
否
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
情
動
の
支
配
領

域
は
動
機
制
禦
で
あ
っ
て
、
一
部
は
意
識
下
に
あ
り
、
責
任
に
属
す
る
。
故
意
は
、
こ
の
欠
け
て
い
る
自
己
支
配
か
ら
生
ず
る
意
識
的
行

為
制
禦
に
関
係
す
る
。
行
為
制
禦
は
情
動
の
所
産
で
あ
っ
て
、
所
為
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
情
動
は
殺
人
等
の
故
意
を
阻
却
し
な
い
ど

こ
ろ
か
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
（
398
）。
次
に
、
高
度
の
情
動
が
責
任
能
力
を
排
除
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
興
奮
も
最
高
度
の
情

動
は
根
深
い
意
識
障
礙
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
前
は
、
精
神
医
学
の
病
気
概
念
に
囚
わ
れ
て
、⽛
正
常
心
理
学
的
⽜、
つ
ま
り
、
病
的

身
体
的
症
状
に
基
づ
か
な
い
情
動
の
場
合
、
責
任
能
力
が
排
除
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
（
399
）、
正
当
に
も
、
戦
後

の
ド
イ
ツ
判
例
・
学
説
は
、
き
わ
め
て
稀
な
事
例
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
責
任
無
能
力
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（
400
）。
情
動
が
い
わ
ゆ
る

⽛
布
置
的
因
子
⽜
に
基
づ
く
脱
落
症
状
が
な
く
て
も
そ
う
で
あ
る
（
401
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
責
任
阻
却
が
認
め
ら
れ
る
と
、
多
く
の
殺
人
犯
が
そ

の
殺
人
⽛
特
許
状
⽜
の
た
め
に
無
罪
と
さ
れ
、
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
情
動
の
無
責
性
が
要
求
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
（
402
）、
こ
の
要
求
は
適
切
と
い
え
な
い
。
第
一
に
、
全
て
の
情
動
犯
に
⽛
根
深
い
⽜
意
識
障
礙
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
最
高
度
の
興
奮
状
態
（
情
動
の
嵐
）
の
故
に
、
人
間
の
制
禦
機
構
が
い
わ
ば
蹴
散
ら
さ
れ
、
太

古
・
破
壊
的
行
為
型
が
猛
然
と
現
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
（
403
）。
第
二
に
、
責
任
主
義
が
一
般
予
防
の
要
請
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
（
404
）。
第
三
に
、
責
任
無
能
力
を
理
由
と
し
た
責
任
阻
却
が
殺
人
の
増
加
を
促
進
す
る
と
い
う
証
明
は
な
い
（
405
）。

葛
藤
が
長
く
続
い
た
果
て
に
情
動
行
為
と
な
っ
て
爆
発
し
た
と
い
う
場
合
に
、
も
は
や
制
禦
で
き
な
く
な
る
情
動
爆
発
の
前
に
何
ら
の

対
抗
措
置
も
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
例
え
ば
、
被
害
者
の
活
動
圏
か
ら
離
れ
る
と
か
、
兇
器
を
購
入
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
情
動

や
情
動
行
為
が
予
見
で
き
た
こ
と
、
つ
ま
り
行
為
者
に
⽛
有
責
性
⽜
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
行
為
者
を
故
意
犯
の
廉
で
処
罰
す
る

こ
と
は
責
任
主
義
に
反
す
る
。
所
為
の
時
点
で
故
意
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
も
、
行
為
者
は
責
任
無
能
力
の
状
態
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
406
）。
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故
意
犯
で
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
法
理
を
用
い
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
故
意
犯
の
成
立
に
は
、
情
動
爆

発
状
態
で
の
所
為
を
予
見
で
き
た
（
407
）と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
情
動
爆
発
と
そ
の
結
果
に
関
し
て
、
事
前
に
少
な
く
と
も
未
必
の
故

意
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
情
動
爆
発
に
直
接
繋
が
る
行
為
の
認
定
と
そ
の
故
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
い
か
な
る

行
為
が
情
動
爆
発
を
直
接
的
に
惹
起
す
る
か
は
偶
然
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
犯
が
認
め
ら
れ
る
の
は
極
め
て
稀
で

あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
過
失
犯
の
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
（
408
）。
禁
止
の
錯
誤
に
お
け
る
回
避
可
能
性
・
回
避

不
可
能
性
の
規
準
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
故
意
犯
の
成
否
を
決
す
る
学
説
も
あ
る
が
、そ
れ
は
適
当
で
な
い
だ
ろ
う
。
情
動
の
場
合
、

通
常
、
弁
識
能
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
制
禦
能
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
禁
止
の
錯
誤
で
は
構

成
要
件
的
故
意
に
付
け
加
わ
る
⽛
法
過
失
⽜
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
行
為
者
に
対
す
る
厳
し
い
扱
い
が
正
当
化
さ
れ
る
の
に
対

し
、
情
動
行
為
者
の
過
失
の
⽛
事
前
責
任
⽜
は
⽛
事
実
過
失
⽜
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
（
409
）。

ｃ

知
的
障
礙

知
的
障
礙
は
、
以
前
、⽛
精
神
薄
弱
⽜
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
知
的
障
礙
は
、
多
様
な
程
度
を
含
む
、
原
因
の
証
明
で
き

る
場
合
も
で
き
な
い
場
合
も
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
。
幼
児
期
の
脳
障
礙
が
基
底
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
先
天
的
知
的
障
礙
だ
け
で
な

く
、
脳
傷
害
、
中
毒
、
伝
染
病
等
に
起
因
す
る
知
的
障
礙
も
含
ま
れ
る
（
410
）。
ド
イ
ツ
で
は
、
以
前
、
ウ
ェ
ク
ス
ラ
ー
知
能
検
査
（
H
am
burg-

W
echslerIntelligenztest）
に
従
っ
て
、
魯
鈍
（
D
ebilität.IQ
60-80）、
痴
愚
（
Im
beszillität.IQ
40-60）、
白
痴
（
Idiotie.IQ＜

40）

の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
烙
印
づ
け
効
果
の
な
い
、
国
際
疾
病
分
類
（
ICD
-10）
に
従
い
、
知
的
障
礙

は
、
軽
度
（
IQ
50-69）、
中
等
度
（
IQ
35-49）、
重
度
（
IQ
20-34）、
最
重
度
（
IQ＜

20）
に
分
け
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
重
要

な
の
は
、
知
的
障
礙
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
自
動
的
に
責
任
能
力
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
そ
れ
が
弁
識
無
能
力
及
び
／

又
は
制
御
無
能
力
に
す
る
ほ
ど
の
も
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
軽
度
の
知
的
障
礙
と
正
常
と
の
境
界
領
域
に
云
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え
る
（
411
）。

ｄ

そ
の
他
の
、
上
記
と
等
価
の
心
神
障
礙

こ
れ
は
他
の
分
類
に
は
属
さ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
原
因
と
作
用
の
点
で
そ
れ
ら
と

等
価
値
と
見
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
か
か
る
等
価
値
性
は
医
学
だ
け
で
な
く
、
法
的
観
点
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
無

能
力
規
範
の
脱
医
学
化
と
か
法
律
的
病
気
概
念
と
も
呼
ば
れ
る
。
規
範
的
等
価
値
性
に
お
い
て
は
、
こ
の
障
礙
の
下
に
犯
罪
を
行
っ
た
行

為
者
の
処
罰
が
、
精
神
病
者
の
処
罰
と
同
様
に
、
無
意
味
で
あ
り
余
計
で
あ
る
か
否
か
だ
け
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
病
的
な
心
神
の

障
礙
、
根
深
い
意
識
障
礙
、
知
的
障
礙
と
の
等
価
値
性
は
刑
法
の
反
作
用
の
有
意
味
性
に
従
っ
た
⽛
法
的
評
価
⽜
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

そ
れ
故
、
他
の
類
型
と
同
じ
く
、
処
罰
を
し
て
も
無
意
味
だ
と
い
う
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
412
）。

等
価
値
性
判
断
に
は
厳
格
な
規
準
が
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
犯
罪
行
為
は
行
為
者
の
何
ら
か
の
心
神
の
障
礙
に
帰
さ
れ
う
る

の
で
、
い
か
な
る
心
神
の
障
礙
で
あ
っ
て
も
責
任
能
力
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
多
く
の
行
為
者
が
責
任
無
能
力
と
さ
れ
か
ね
な
い
。

単
な
る
反
社
会
的
素
質
、
性
格
の
弱
さ
、
意
志
不
定
、
粗
野
な
性
格
異
常
、
性
的
衝
動
に
対
す
る
限
定
制
止
能
力
等
は
こ
の
範
疇
に
入
ら

な
い
（
413
）。
盗
癖
（
K
leptom
anie）、
放
火
癖
（
Pyrom
anie）、
女
子
色
情
症
（
N
ym
phom
anie）
は
、
強
迫
神
経
症
と
云
え
る
ほ
ど
緊
迫
の

度
合
い
が
高
ま
っ
た
場
合
に
の
み
等
価
値
の
心
神
障
礙
と
見
ら
れ
る
（
414
）。

実
務
上
重
要
な
の
は
、
重
い
神
経
症
、
重
い
欲
動
障
礙
、
特
に
重
い
精
神
病
質
、
特
に
高
度
の
情
動
で
あ
る
（
415
）。
精
神
病
質
と
い
う
の
は
、

性
格
・
素
因
性
の
原
因
か
ら
適
応
障
礙
に
い
た
る
人
格
障
礙
の
古
い
名
称
で
あ
っ
て
、
今
日
、
人
格
障
礙
と
い
う
そ
れ
ほ
ど
烙
印
づ
け
効

果
の
な
い
概
念
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
（
ICD
10）。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
概
念
的
に
い
っ
そ
う
明
確
に
な
っ
た
わ
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け
で
は
な
い
。
ク
ル
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
精
神
病
質
と
は
、⽛
そ
の
人
格
の
異
常
性
に
自
ら
悩
む
か
、
又
は
そ
の
異
常

性
の
た
め
に
社
会
が
悩
む
異
常
人
格
⽜
で
あ
る
（
416
）。
神
経
症
と
い
う
の
は
長
期
の
心
的
行
動
障
礙
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
病
質
と
異
な
り
、

素
質
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
原
因
は
体
験
処
理
の
失
敗
に
あ
る
。
こ
の
概
念
は
精
神
分
析
学
者
の
ジ
ー
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（
一

八
五
六
─
一
九
三
九
）
に
遡
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
、
人
格
の
心
的
及
び
な
い
し
又
は
身
体
的
領
域
の
障
礙
を
も
た
ら
す
環
境
起
因
の
病

気
と
云
わ
れ
て
い
る
（
417
）。

Ｃ

心
理
学
的
・
規
範
的
要
件

aa

弁
識
能
力

こ
の
心
理
学
的
・
評
価
的
段
階
で
、
行
為
者
の
不
法
弁
識
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
と
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
。
こ
の

段
階
で
は
、
生
物
学
的
・
心
理
学
的
要
因
が
具
体
的
な
構
成
要
件
実
現
に
関
し
て
行
為
者
の
弁
識
能
力
（
Einsichts-
oder

D
iskretionsfähigkeit）
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
責
任
能
力
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
、
一

般
的
に
、
刑
法
上
重
要
な
行
為
の
不
法
を
弁
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
所
為
の
不
法
を
弁

識
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
犯
罪
類
型
の
不
法
は
弁
識
で
き
る
が
、
窃
盗
、
横
領
と

い
っ
た
犯
罪
類
型
の
不
法
は
弁
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
（
い
わ
ゆ
る
部
分
的
責
任
無
能
力
な
い
し
一
部
責
任
能
力
）。
盗

癖
、
放
火
癖
等
も
強
迫
神
経
症
に
な
る
ほ
ど
密
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
部
分
的
責
任
無
能
力
が
考
え
ら
れ
る
（
418
）。
判
例
も
部
分
的
責
任
能
力

の
観
念
を
認
め
て
い
る
。
福
島
地
判
昭
和
三
四
年
三
月
一
四
日
下
刑
集
一
・
三
・
六
六
一
は
、〔
軽
症
痴
愚
者
の
精
神
薄
弱
者
の
詐
欺
、
窃

盗
、
強
姦
致
傷
の
事
案
に
つ
き
、
地
裁
は
、
窃
盗
、
強
姦
致
傷
に
つ
い
て
は
心
神
耗
弱
を
認
め
た
が
、
詐
欺
に
つ
い
て
は
心
神
耗
弱
の
主

張
を
排
斥
し
た
〕
事
案
に
お
い
て
、⽛
平
常
の
状
態
に
お
い
て
さ
ほ
ど
重
症
と
は
言
え
な
い
精
神
薄
弱
者
例
え
ば
魯
鈍
者
、
軽
症
痴
愚
者
に

あ
っ
て
は
、
精
神
作
用
の
各
分
野
に
お
け
る
発
達
の
度
合
い
は
必
ず
し
も
一
様
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
精
神
状
態
も
常
に
一
定
不
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変
の
も
の
と
は
言
え
ず
、
特
殊
な
生
活
経
験
を
有
す
る
行
動
場
面
に
お
い
て
は
常
人
と
変
わ
ら
ぬ
知
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
⽜

と
こ
ろ
、
農
家
に
育
ち
、
自
家
保
有
米
の
横
流
し
売
買
の
実
情
、
価
格
な
ど
に
つ
き
知
識
経
験
を
有
す
る
被
告
人
が
、
適
切
な
相
手
方
を

選
択
し
、
筋
の
通
っ
た
問
答
を
行
い
、⽛
金
員
騙
取
と
い
う
一
定
の
目
的
に
向
っ
て
順
序
正
し
く
組
織
さ
れ
た
行
動
を
し
て
お
り
、
そ
の
過

程
に
お
い
て
格
別
奇
異
な
言
動
は
な
く
、
被
害
者
…
…
も
被
告
人
の
詐
欺
の
意
図
を
察
知
し
得
な
か
っ
た
⽜
な
ど
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
、

⽛
被
告
人
が
〔
本
件
詐
欺
の
〕
犯
行
当
時
常
人
に
比
し
て
著
し
く
か
け
離
れ
た
知
能
な
い
し
精
神
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
⽜
な

い
と
判
示
し
た
。
大
阪
地
判
平
成
一
一
年
一
月
一
二
日
・
判
タ
一
〇
二
五
・
二
九
五
も
、〔
被
告
人
は
、
平
成
一
〇
年
二
月
三
日
こ
ろ
に
覚

せ
い
剤
を
自
己
使
用
し
た
。
別
件
（
同
年
一
月
二
五
日
の
非
現
住
建
造
物
等
放
火
未
遂
事
件
、
同
年
一
月
三
一
日
の
建
造
物
侵
入
・
器
物

損
壊
事
件
）
に
関
す
る
精
神
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
別
件
被
疑
事
件
犯
行
時
、
被
告
人
は
覚
せ
い
剤
精
神
病
に
よ
る
幻
覚
妄
想
状
態
に
あ
り
、

別
件
犯
行
は
そ
れ
に
よ
る
病
的
体
験
に
支
配
さ
れ
て
行
わ
れ
た
、
被
告
人
は
⽝
物
事
の
是
非
善
悪
を
判
断
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
自
己

の
行
動
を
統
御
す
る
能
力
⽞
は
失
わ
れ
て
い
た
〕
と
い
う
事
案
で
、⽛
被
告
人
に
は
そ
の
判
断
や
行
為
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
知

能
の
障
害
は
存
在
せ
ず
、
…
…
本
件
当
時
意
識
障
害
の
存
在
し
た
可
能
性
は
な
く
、
脳
の
器
質
的
障
害
や
身
体
的
異
常
が
精
神
状
態
に
影

響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
は
な
い
…
…
被
告
人
に
は
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
の
実
刑
前
科
が
三
件
あ
り
、
被
告
人
自
身
、
覚
せ
い
剤
の

違
法
性
に
つ
い
て
は
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
本
件
犯
行
当
時
も
覚
せ
い
剤
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
が

許
さ
れ
な
い
こ
と
は
十
分
に
認
識
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
実
際
に
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
い
で
済
ま
せ

よ
う
と
考
え
れ
ば
被
告
人
の
意
思
に
よ
り
使
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
件
被
疑
事
件
に
つ
い
て

は
、
確
か
に
…
…
幻
覚
・
妄
想
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
行
為
が
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
事
理
弁
別
能
力
及
び
行
動

の
統
御
能
力
に
欠
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
覚
せ
い
剤
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
緯
と
な
る
生
活
状
況
や
動
機
に
お
い
て
、

…
…
別
件
被
疑
事
件
と
同
様
の
幻
覚
・
妄
想
が
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
、
被
告
人
に
お
い
て
正
当
な
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理
由
や
動
機
付
け
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
に
お
い
て
は
、
本
件
覚
せ
い
剤
自
己
使
用
が

許
さ
れ
ず
、
こ
れ
が
犯
罪
と
な
る
こ
と
の
弁
別
能
力
に
は
全
く
問
題
が
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
上
、
行
動
の
制
御
能
力
に
つ
い
て

も
、
本
件
の
被
告
人
に
お
い
て
、
通
常
の
覚
せ
い
剤
常
用
者
の
覚
せ
い
剤
使
用
と
異
な
る
点
は
見
い
し
難
く
、
そ
の
責
任
能
力
に
影
響
を

与
え
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
⽜
と
判
示
し
て
、
完
全
責
任
能
力
を
肯
定
し
た
。

弁
識
能
力
は
所
為
の
事
実
的
側
面
で
な
く
、
法
的
側
面
に
関
す
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
に
よ
る
そ
の
行
為
の
法
的
評
価
に
か
か
わ
る

問
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、行
為
者
が
具
体
的
状
況
で
自
分
の
所
為
が
法
秩
序
に
反
す
る
こ
と
を
実
際
に
弁
識
し
た
か
否
か
は
重
要
で
な
く
、

行
為
者
が
そ
の
精
神
的
能
力
を
傾
注
し
た
な
ら
ば
弁
識
で
き
た
と
い
え
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
（
419
）。

禁
止
の
錯
誤
と
責
任
無
能
力
の
違
い
は
、
前
者
で
は
、
所
為
の
前
域
に
関
連
し
た
、
錯
誤
の
非
回
避
可
能
性
を
前
提
と
す
る
が
、
後
者

で
は
、
所
為
遂
行
に
当
っ
て
の
弁
識
無
能
力
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

bb

制
禦
能
力

制
禦
能
力
（
V
erhaltenssteuerungs-,D
ispositions-oder
H
em
m
ungsfähigkeit）
で
は
概
念
論
理
的
に
弁
識

能
力
を
前
提
と
す
る
。
制
禦
能
力
で
は
、
行
為
者
が
、
そ
の
弁
識
能
力
に
従
っ
た
動
機
づ
け
を
現
実
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
が
問

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
常
な
決
定
が
で
き
た
か
否
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
420
）。⽛
法
規
範
が
、
行
為
者
の
動
機
づ
け
過
程
に
効
果
的
に
働

く
可
能
性
を
そ
も
そ
も
有
し
て
い
た
か
否
か
。
鑑
定
人
の
任
務
は
、
行
為
者
の
心
神
の
状
態
を
手
が
か
り
に
、
当
該
行
為
者
が
適
格
な
規

範
名
宛
人
だ
っ
た
の
か
否
か
を
示
す
こ
と
に
あ
る
（
421
）⽜。
そ
れ
は
、
意
思
自
由
の
問
題
と
は
関
係
が
な
い
。
特
定
の
人
間
が
特
定
の
状
況
で

特
定
の
行
為
を
避
け
る
能
力
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
科
学
的
証
明
は
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
人
間
が
規
範
に
よ
っ
て
動
機
づ
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け
ら
れ
う
る
限
界
と
い
う
一
般
的
問
題
も
原
理
的
に
又
は
現
代
科
学
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、⽛
規
範
に
よ
る
不
応

答
可
能
性
が
方
法
論
的
に
疑
問
の
余
地
な
く
示
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
成
人
も
基
本
的
に
―
一
般
予
防
の
理
由
か
ら
も
（
…
…
）

特
別
予
防
の
理
由
か
ら
も
（
…
…
)
―
法
共
同
体
の
責
任
の
問
わ
れ
る
構
成
員
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
422
）⽜。

制
禦
能
力
で
も
、
障
礙
が
具
体
的
構
成
要
件
実
現
に
関
し
て
行
為
者
の
制
禦
能
力
に
影
響
を
与
え
た
の
か
否
か
、
そ
の
程
度
が
問
わ
れ

る
。
弁
識
能
力
と
制
禦
能
力
の
欠
け
て
い
る
者
が
心
神
喪
失
者
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
能
力
が
減
弱
し
て
い
る
者
が
心
神
耗
弱
者
で
あ
る
。

Ｄ

責
任
能
力
の
時
点

行
為
者
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
責
任
能
力
は
所
為
の
時
点
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
行
為
者
が
所
為
の
開
始
か
ら
既
遂
ま
で
責
任
能
力
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
行

為
者
に
、
可
罰
性
の
開
始
時
点
、
つ
ま
り
、
実
行
行
為
に
接
着
し
た
行
為
な
い
し
実
行
行
為
の
遂
行
時
点
に
責
任
能
力
が
あ
れ
ば
そ
れ
で

十
分
で
あ
る
。
責
任
能
力
は
、
未
遂
の
終
了
ま
で
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
既
遂
の
時
点
ま
で
存
続
す
る
必
要
が
な
い
（
423
）。
当
初
未
遂
に
留
ま
っ
て

い
た
犯
行
に
よ
っ
て
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
結
果
が
生
じ
た
と
き
、
そ
の
帰
属
は
専
ら
客
観
的
規
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

か
ら
、責
任
能
力
の
あ
る
行
為
者
が
被
害
者
を
銃
で
撃
ち
、被
害
者
は
一
年
後
に
死
亡
し
た
が
、そ
の
時
に
は
行
為
者
が
責
任
無
能
力
だ
っ

た
と
し
て
も
、
無
罪
と
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
行
為
者
の
訴
訟
能
力
の
有
無
が
問
題
と
な
る
（
424
）。

責
任
能
力
が
実
行
行
為
の
開
始
後
、
し
か
し
、
未
遂
の
終
了
前
に
失
わ
れ
た
場
合
、
既
遂
罪
の
完
全
な
行
為
無
価
値
を
有
責
に
実
現
し

て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
未
遂
罪
の
成
立
を
（
場
合
に
よ
っ
て
は
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
の
過
失
犯
と
の
観
念
的
競
合
）
を
認
め
る
見
解

が
あ
る
（
425
）。
さ
ら
に
は
、
行
為
者
が
責
任
能
力
の
あ
る
状
態
で
未
遂
を
終
了
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
責
任
能
力
を
失
っ
た
と
い
う
場
合
で
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す
ら
、
既
遂
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
（
426
）。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
⽛
承
継
的
責
任
無
能
力
⽜
の
問
題
は
、
表
象
さ
れ

た
因
果
経
過
か
ら
の
逸
脱
の
一
場
面
で
あ
っ
て
、
客
観
的
帰
属
の
問
題
で
あ
る
。
責
任
無
能
力
の
時
の
事
象
経
過
が
客
観
的
帰
属
の
範
囲

内
に
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
当
初
の
責
任
能
力
の
あ
る
行
為
者
の
仕
業
と
見
ら
れ
う
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
427
）

Ｅ

責
任
能
力
の
認
定
⽛
心
神
喪
失
者
の
行
為
は
、
罰
し
な
い
⽜
と
い
う
消
極
的
規
定
振
り
は
、
そ
の
反
対
の
疑
い
の
余
地
な
き
証
明

の
な
い
限
り
、責
任
能
力
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
意
味
し
な
い
。
責
任
能
力
に
関
し
て
理
由
の
あ
る
疑
問
が
生
じ
た
と
き
、

そ
の
存
否
・
程
度
に
関
す
る
挙
証
責
任
は
検
察
官
に
あ
る
。
鑑
定
、
再
鑑
定
を
も
っ
て
し
て
も
か
か
る
疑
問
が
払
拭
で
き
な
い
と
き
、
責

任
能
力
を
推
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、被
告
人
に
責
任
無
能
力
の
証
明
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

疑
わ
し
き
は
⽛
被
告
人
の
利
益
に
⽜
の
原
則
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
（
428
）。

責
任
能
力
概
念
は
法
的
概
念
で
あ
る
か
ら
、⽛
生
物
学
的
・
心
理
学
的
⽜
要
件
も
⽛
心
理
学
的
・
規
範
的
⽜
要
件
も
、
最
終
的
に
は
裁
判

所
の
評
価
に
よ
る
。
最
決
昭
和
五
八
・
九
・
一
三
判
時
一
一
〇
〇
・
一
五
六
は
、⽛
被
告
人
の
精
神
状
態
が
刑
法
三
九
条
に
い
う
心
神
喪
失

又
は
心
神
耗
弱
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
法
律
判
断
で
あ
っ
て
専
ら
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の

前
提
と
な
る
生
物
学
的
、
心
理
学
的
要
件
に
つ
い
て
も
、
右
法
律
判
断
と
の
関
係
で
究
極
的
に
は
裁
判
所
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問

題
で
あ
る
と
こ
ろ
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
本
件
犯
行
当
時
被
告
人
が
そ
の
述
べ
て
い
る
よ
う
な
幻
聴
に
襲
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
疑
わ

し
い
と
し
て
そ
の
刑
事
責
任
能
力
を
肯
定
し
た
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
説
示
し
た
。
続
い
て
、
最

決
昭
和
五
九
・
七
・
三
刑
集
三
八
・
八
・
二
七
八
三
も
、⽛
な
お
、
被
告
人
の
精
神
状
態
が
刑
法
三
九
条
に
い
う
心
神
喪
失
又
は
心
神
耗
弱

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
法
律
判
断
で
あ
る
か
ら
専
ら
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
原
判
決
が
、
所
論
精
神
鑑
定
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書
（
鑑
定
人
に
対
す
る
証
人
尋
問
調
書
を
含
む
。）
の
結
論
部
分
に
被
告
人
が
犯
行
当
時
心
神
喪
失
の
情
況
に
あ
っ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
の

に
そ
の
部
分
を
採
用
せ
ず
、
右
鑑
定
書
全
体
の
記
載
内
容
と
そ
の
余
の
精
神
鑑
定
の
結
果
、
並
び
に
記
録
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
被
告
人
の

当
時
の
病
状
、
犯
行
前
の
生
活
状
態
、
犯
行
の
動
機
・
態
様
等
を
総
合
し
て
、
被
告
人
が
本
件
犯
行
当
時
精
神
分
裂
病
の
影
響
に
よ
り
心

神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
と
認
定
し
た
の
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
し
て
上
記
決
定
と
同
趣
旨
の
説
示
を
し
て
い

る
。
法
的
判
断
の
前
提
と
し
て
、
被
告
人
の
精
神
状
態
に
関
す
る
精
神
医
学
、
心
理
学
な
ど
の
所
見
が
必
要
と
な
る
の
で
、
刑
事
訴
訟
法

上
、
鑑
定
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
刑
訴
法
第
一
六
五
条
以
下
、
第
二
二
三
条
以
下
）。
そ
こ
で
、
こ
の
制
度
と
上
記
二
つ
の
最
高
裁

決
定
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
最
決
平
成
二
〇
・
四
・
二
五
刑
集
六
二
・
五
・
一
五
五
九
は
、⽛
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
精
神
障

害
の
有
無
及
び
程
度
並
び
に
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
与
え
た
影
響
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
診
断
が
臨
床
精
神
医
学
の
本

分
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
専
門
家
た
る
精
神
医
学
者
の
意
見
が
鑑
定
等
と
し
て
証
拠
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
鑑
定
人
の
公

正
さ
に
疑
い
が
生
じ
た
り
、
鑑
定
の
前
提
条
件
に
問
題
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の

で
な
い
限
り
、
そ
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
認
定
す
べ
き
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
⽜
と
説
示
し
、
最
決
平
成
二
一
・
一
二
・
八
刑
集

六
三
・
一
一
・
二
八
二
九
も
、⽛
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
の
判
断
は
、
法
律
判
断
で
あ
っ
て
、
専
ら
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で

あ
り
、
そ
の
前
提
と
な
る
生
物
学
的
、
心
理
学
的
要
素
に
つ
い
て
も
、
上
記
法
律
判
断
と
の
関
係
で
究
極
的
に
は
裁
判
所
の
評
価
に
委
ね

ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
家
た
る
精
神
医
学
者
の
精
神
鑑
定
等
が
証
拠
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
鑑
定

の
前
提
条
件
に
問
題
が
あ
る
な
ど
、
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
そ
の
意
見
を
採
用
せ
ず
に
、
責
任
能
力
の
有
無
・

程
度
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
犯
行
当
時
の
病
状
、
犯
行
前
の
生
活
状
態
、
犯
行
の
動
機
・
態
様
等
を
総
合
し
て
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜

と
説
示
し
、
括
弧
内
で
参
照
判
例
と
し
て
上
記
最
高
裁
三
決
定
を
挙
げ
て
い
る
。
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精
神
鑑
定
人
の
鑑
定
事
項
は
、⽛
生
物
学
的
・
心
理
学
的
要
件
⽜
だ
け
で
な
く
、⽛
心
理
学
的
・
規
範
的
要
件
⽜
に
も
及
ぶ
の
で
あ
っ
て
、

⽛
生
物
学
的
・
心
理
学
的
要
件
⽜
が
犯
行
に
与
え
た
影
響
の
有
無
・
程
度
の
説
明
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。⽛
生
物
学
的
・
心
理
学
的

要
件
⽜
が
心
理
学
的
・
経
験
的
要
素
で
あ
る
弁
識
能
力
・
制
禦
能
力
に
与
え
た
影
響
の
有
無
及
び
そ
の
程
度
が
事
実
問
題
と
し
て
認
定
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
裁
判
官
は
法
的
観
点
か
ら
最
終
的
な
規
範
的
評
価
（
法
的
概
念
で
あ
る
心
神
喪
失
・
心
神
耗

弱
・
完
全
責
任
能
力
）
を
行
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
事
実
的
基
礎
の
薄
弱
な
法
的
評
価
が
な
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
429
）。

責
任
能
力
は
意
思
自
由
の
一
般
的
問
題
性
に
は
触
れ
な
い
。
責
任
能
力
は
生
物
学
的
・
心
理
学
的
未
成
長
、
異
常
、
又
は
そ
れ
ら
と
等

価
値
の
状
態
に
関
係
す
る
。
こ
れ
ら
の
状
態
は
価
値
に
導
か
れ
た
行
為
能
力
の
欠
如
の
特
別
の
場
合
で
あ
り
、
通
常
の
場
合
の
責
任
の
本

質
に
関
し
て
は
何
も
云
っ
て
い
な
い
（
430
）。
責
任
能
力
は
、リ
ス
ト
の
有
名
な
定
義
で
表
現
す
る
と
、⽛
動
機
に
よ
っ
て
正
常
に
決
定
さ
れ
う
る
（
431
）⽜

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
⽛
規
範
的
応
答
可
能
性
⽜
の
概
念
を
そ
れ
自
体
の
中
に
含
ん
で
い
る
（
432
）。

Ｆ

法
的
効
果

被
告
人
が
心
神
喪
失
で
あ
る
と
き
は
無
罪
の
言
渡
が
な
さ
れ
、
心
神
耗
弱
の
と
き
は
刑
が
必
要
的
に
減
軽
さ
れ
る
。

無
罪
判
決
が
確
定
す
る
と
、
検
察
官
は
⽛
精
神
保
健
福
祉
法
⽜
第
二
五
条
に
基
づ
き
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
速
や
か
に
通
報
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
不
起
訴
処
分
の
場
合
も
同
様
）。
こ
の
通
報
を
受
け
た
知
事
は
、
精
神
保
健
指
定
医
の
診
断
を
受
け
さ
せ
た
う
え
、
そ
の

者
が
、⽛
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
医
療
及
び
保
護
の
た
め
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
精
神
障
害
の
た
め
に
自
身
を
傷
つ
け
又
は
他

人
に
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
⽜（
同
第
二
九
条
第
一
項
）、
指
定
病
院
に
措
置
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
法

の
対
象
者
は
、
犯
行
を
行
っ
た
者
も
そ
う
で
な
い
者
も
、
心
神
喪
失
・
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
者
も
そ
う
で
な
い
者
も
含
む
。
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重
大
犯
罪
に
当
る
行
為
に
つ
い
て
は
、平
成
一
五
年
七
月
一
〇
日
に
成
立
し
た⽛
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
お
こ
な
っ

た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
略
称
：
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
）⽜（
平
成
一
七
年
七
月
一
五
日
施
行
）
が
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
法
律
は
一
種
の
改
善
・
保
安
処
分
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
法
は
、⽛
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
（
…
…
）
を
行
っ

た
者
に
対
し
、
そ
の
適
切
な
処
遇
を
決
定
す
る
た
め
の
手
続
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
継
続
的
か
つ
適
切
な
医
療
並
び
に
そ
の
確
保
の

た
め
に
必
要
な
観
察
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
病
状
の
改
善
及
び
こ
れ
に
伴
う
同
様
の
行
為
の
再
発
の
防
止
を
図
り
、も
っ

て
そ
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
⽜（
第
一
条
第
一
項
）
し
て
制
定
さ
れ
た
。
本
法
の
対
象
者
は
、
①
心
神
喪
失
も
し
く
は
心

神
耗
弱
の
状
態
で
、
殺
人
、
放
火
、
強
盗
、
強
姦
、
強
制
猥
褻
及
び
傷
害
に
当
る
行
為
を
お
こ
な
っ
た
者
で
あ
り
、
且
つ
、
②
公
訴
を
提

起
し
な
い
処
分
を
受
け
た
者
、
心
神
喪
失
を
理
由
に
無
罪
の
確
定
判
決
を
受
け
た
者
若
し
く
は
心
神
耗
弱
を
理
由
に
刑
を
減
軽
す
る
旨
の

確
定
判
決
を
受
け
た
者
で
あ
る
（
第
二
条
第
二
項
、
第
三
項
）。
本
法
第
二
章
は
、
処
遇
の
要
否
及
び
内
容
を
決
定
す
る
裁
判
所
の
審
判
手

続
き
を
定
め
る
。
検
察
官
の
申
立
て
を
受
け
て
、
裁
判
官
一
名
及
び
精
神
保
健
審
判
員
一
名
の
合
議
に
よ
り
、⽛
対
象
行
為
を
行
っ
た
際
の

精
神
障
害
を
改
善
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
同
様
の
行
為
を
行
う
こ
と
な
く
、
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
入
院
を
さ
せ
て
こ

の
法
律
に
よ
る
医
療
を
受
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
⽜
に
は
、⽛
医
療
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
入
院
さ
せ
る
旨
の
決
定
⽜
が
な

さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
で
、
同
様
の
目
的
で
、⽛
こ
の
法
律
に
よ
る
医
療
を
受
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
⽜
に
は
、⽛
入
院

に
よ
ら
な
い
医
療
を
受
け
さ
せ
る
旨
の
決
定
⽜
が
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
治
療
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
入
院
治
療
も
外
来
治
療
も

許
さ
れ
な
い
。
第
三
章
は
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
、
第
四
章
は
退
院
後
の
地
域
社
会
に
お
け
る
処
遇
等
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
る
。
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⑵

不
法
の
意
識

Ａ

定
義

不
法
の
意
識
は
、
一
般
的
責
任
要
素
と
し
て
責
任
非
難
を
他
の
要
素
と
共
に
基
礎
づ
け
る
、
規
範
的
特
徴
を
有
す
る
心
理

学
的
責
任
要
素
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
能
力
が
あ
っ
て
も
、
自
分
の
行
為
が
不
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
い
者
は
責
任
非
難
に

値
し
な
い
。
不
法
の
意
識
は
行
為
者
に
よ
る
不
法
の
主
観
的
判
断
に
か
か
わ
る
（
内
的
評
価
）。
そ
れ
は
何
よ
り
も
先
ず
純
粋
に
心
理
学

的
問
題
で
あ
る
（
ど
の
よ
う
に
行
為
者
は
不
法
を
評
価
し
て
い
る
の
か
？
）。
そ
の
関
連
点
は
価
値
の
次
元
、
つ
ま
り
、
所
為
の
違
法
性
で

あ
る
。
不
法
の
意
識
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
犯
罪
行
為
を
す
る
者
は
、
法
益
の
尊
重
要
求
に
抗
っ
て
お
り
、
法
心
情
の
欠
損
を
示
し
て

い
る
。
不
法
の
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
が
行
為
者
に
非
難
さ
れ
う
る
か
否
か
が
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
非
難
さ
れ
う

る
な
ら
、
行
為
者
に
責
任
が
認
め
ら
れ
る
。
不
法
の
意
識
の
不
存
在
は
、
そ
の
非
難
可
能
性
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
不
法
の
意
識
は
純
粋
に
規
範
的
な
性
質
を
有
す
る
。
不
法
の
意
識
と
規
範
的
責
任
概
念
を
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。

規
範
的
責
任
概
念
の
対
象
は
法
共
同
体
に
よ
る
行
為
者
の
心
情
の
客
観
的
評
価
で
あ
る
（
外
的
評
価
）。
期
待
可
能
性
と
い
う
規
範
的
責

任
要
素
は
不
法
関
係
的
心
理
学
的
要
素
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
能
力
と
不
法
の
意
識
を
前
提
と
す
る
（
433
）。

Ｂ

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
に
お
け
る
理
論
的
展
開

ａ

法
規
定

ド
イ
ツ
刑
法
は
、
そ
の
第
一
七
条
で
禁
止
の
錯
誤
（
V
erbotsirrtum
）
と
い
う
標
題
の
下
に
、⽛
行
為
者
に
、
所
為
の

遂
行
に
当
り
、
不
法
を
為
す
認
識
を
欠
く
場
合
に
お
い
て
、
行
為
者
が
こ
の
錯
誤
を
回
避
し
え
な
か
っ
た
と
き
は
責
任
な
く
行
為
し
た
も

の
で
あ
る
。
行
為
者
が
錯
誤
を
回
避
し
え
た
と
き
は
、
そ
の
刑
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に
従
っ
て
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
定
め
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
回
避
で
き
な
い
禁
止
の
錯
誤
は
責
任
阻
却
事
由
で
あ
る
が
、
回
避
で
き
る
禁
止
の
錯
誤
は
任
意
的
刑
の
減
軽
事
由
で
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あ
る
。
禁
止
の
錯
誤
は
、
そ
れ
が
回
避
で
き
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
故
意
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
回
避
で
き
な
い
禁
止
の
錯
誤

は
故
意
を
阻
却
す
る
の
で
な
く
、
責
任
を
阻
却
す
る
の
で
あ
る
。

判
例
は
ド
イ
ツ
刑
法
旧
第
五
九
条
に
つ
き
錯
誤
の
非
難
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
行
刑
法
第
一
七
条
は
回

避
可
能
性
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
両
概
念
は
同
意
義
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
434
）。
責
任
無
能
力
規
定
の
意
味
で
の
不

法
の
弁
識
と
禁
止
の
錯
誤
の
意
味
で
の
禁
止
の
認
識
は
同
視
さ
れ
て
お
り
、
両
規
定
が
交
錯
す
る
領
域
で
は
、
第
二
〇
条
（
心
神
障
礙
に

基
づ
く
責
任
無
能
力
）
が
特
別
法
と
し
て
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
（
435
）。
問
題
と
な
る
の
は
、
精
神
的
障
礙
が
責
任
無
能
力
規
定
の
精
神
的
・

心
理
学
的
要
件
が
要
求
す
る
程
度
に
達
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
障
礙
は
禁
止
の
錯
誤
で
は
ま
っ
た
く
意
味
を
も
た
な
い

こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
精
神
に
起
因
す
る
禁
止
の
不
認
識
は
第
二
〇
条
で
完
結
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
、
さ
も
な
け
れ
ば
第
一
七
条
が
そ
れ

ほ
ど
重
く
な
い
精
神
的
障
礙
の
た
め
の
侵
入
口
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
点
で
第
二
〇
条
が
す
り
抜
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
見
解
（
436
）と
、

精
神
的
欠
陥
の
あ
る
場
合
を
禁
止
の
錯
誤
の
領
域
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
ど
っ
ち
み
ち
回
避
可
能
性
の
規
準
が
あ
る
と

論
ず
る
見
解
（
437
）が
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
は
、
そ
の
第
九
条
で
法
の
錯
誤
（
Rechtsirrtum
）
と
い
う
標
題
の
下
に
、⽛
①
法
の
錯
誤
の
故
に
所
為
の
不
法
を

認
識
し
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
錯
誤
に
つ
き
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
有
責
に
行
為
し
た
も
の
で
は
な
い
。
②

法
の
錯
誤
は
、
そ
の
不
法
が
行
為
者
に
も
誰
に
で
も
容
易
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
、
又
は
、
行
為
者
が
そ
の
職
業
、
業
務
又
は

そ
の
他
、
事
情
に
よ
っ
て
そ
う
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
規
定
に
精
通
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
非
難
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
③
そ
の
錯
誤
に
つ
き
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
行
為
者
が
故
意
に
行
為
す
る
と
き
は
、
故
意
の
所
為
に
対
し
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て
定
め
ら
れ
た
刑
を
、
行
為
者
が
過
失
で
行
為
す
る
と
き
は
、
過
失
の
所
為
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
刑
を
科
す
る
も
の
と
す
る
⽜
と
定
め

る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
も
不
法
の
意
識
を
故
意
と
は
別
個
の
独
立
し
た
責
任
要
素
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
は
⽛
法

の
錯
誤
⽜
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
学
説
で
は
⽛
禁
止
の
錯
誤
⽜
と
い
う
用
語
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
ず
、

法
規
定
に
関
す
る
錯
誤
が
す
べ
て
、
第
九
条
の
定
め
て
い
る
よ
う
な
、
自
己
の
行
為
の
違
法
性
の
評
価
に
関
す
る
錯
誤
と
な
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
場
合
、
法
規
定
に
関
し
て
思
い
違
い
を
し
て
い
る
の
で
、
事
態
要
素
の

社
会
的
内
容
を
認
識
し
て
い
な
い
者
に
は
、
こ
の
要
素
に
関
す
る
故
意
が
な
く
、
構
成
要
件
的
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
第
九

条
の
定
め
る
⽛
法
の
錯
誤
⽜
と
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
行
為
者
が
、
法
律
が
前
提
と
し
て
い
る
超
過
的
内
心
傾
向
を
も
つ
こ
と
な
く
、
誤
っ

た
法
的
判
断
に
基
づ
き
行
為
を
す
る
と
き
も
、
第
九
条
の
意
味
で
の
⽛
法
の
錯
誤
⽜
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

他
人
の
物
へ
の
請
求
権
行
使
期
日
が
到
来
し
て
い
る
と
誤
信
し
て
、
こ
の
物
を
奪
取
す
る
も
の
の
、
不
法
に
利
得
す
る
と
い
う
故
意
が
な

い
場
合
で
あ
る
（
438
）。

ド
イ
ツ
刑
法
や
ス
イ
ス
刑
法
と
は
異
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
で
は
、
禁
止
の
錯
誤
が
責
任
阻
却
さ
れ
る
た
め
の
規
準
と
し
て
、
錯

誤
の
回
避
可
能
性
で
な
く
、
非
難
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
禁
止
の
錯
誤
の
規
定
と
責
任
無
能
力
の
規
定
の
関
係
は
一

般
法
、
特
別
法
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
適
用
範
囲
を
認
め
る
、
つ
ま
り
、

責
任
無
能
力
の
場
合
、
心
理
学
的
・
規
範
的
要
件
で
あ
る
弁
識
能
力
の
欠
如
が
生
物
学
的
・
心
理
学
的
欠
陥
に
基
づ
く
の
に
対
し
、
禁
止

の
錯
誤
の
場
合
、
不
法
の
意
識
（
弁
識
）
の
欠
如
は
そ
の
他
の
原
因
に
基
づ
く
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
（
439
）。

ス
イ
ス
刑
法
は
、
そ
の
第
二
一
条
で
違
法
性
に
関
す
る
錯
誤
（
Irrtum
überRechtsw
idrigkeit）
と
い
う
標
題
の
下
で
、⽛
所
為
の
遂
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行
に
当
り
、
違
法
に
行
為
を
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
且
つ
そ
の
こ
と
を
知
り
え
な
か
っ
た
者
は
、
有
責
に
行
為
し
た
も
の
で
は
な
い
。
錯
誤

が
回
避
し
え
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
刑
を
減
軽
す
る
⽜
と
定
め
る
。
ス
イ
ス
刑
法
第
二
一
条
は
、
法
文
上
は
旧
第
二
〇
条
に
対
応
し
な
い

が
、
実
質
的
に
は
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
し
、
実
務
の
発
展
に
も
対
応
し
て
い
る
。
旧
第
二
〇
条
に
よ
れ
ば
、
刑
は
任
意
に
減
軽
さ
れ
る

か
免
除
さ
れ
え
た
が
、
現
行
第
二
一
条
で
は
、
錯
誤
が
回
避
で
き
な
い
場
合
に
は
責
任
が
な
く
な
り
、
回
避
で
き
る
錯
誤
の
場
合
に
は
刑

は
必
要
的
に
減
軽
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
同
じ
く
、
禁
止
の
錯
誤
と
い
う
概
念
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、

そ
れ
は
故
意
と
は
別
個
独
立
の
責
任
要
素
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
440
）。

ス
イ
ス
刑
法
第
一
九
条
（
責
任
無
能
力
と
限
定
責
任
能
力
）
は
、
弁
識
能
力
の
欠
如
に
繋
が
る
生
物
学
的
・
心
理
学
的
要
件
に
触
れ
て

い
な
い
の
で
、
不
法
の
弁
識
が
な
い
場
合
に
、
刑
法
二
一
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
第
一
九
条
の
規
定
上
、
不
法
弁
識
を
消
失
さ
せ

る
限
定
要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
重
い
精
神
的
障
礙
に
起
因
し
な
い
責
任
無
能
力
も
第
一
九
条
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
う
る
こ
と

と
な
り
、
そ
う
な
る
と
第
二
一
条
の
不
法
弁
識
の
回
避
不
可
能
性
規
定
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
体
系
的
理
由

か
ら
も
、
不
法
弁
識
（
能
力
）
の
欠
如
が
重
い
精
神
的
障
礙
に
基
づ
く
と
き
、
第
一
九
条
が
適
用
さ
れ
、
精
神
的
に
健
常
な
行
為
者
に
不

法
弁
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
き
、
第
二
一
条
が
適
用
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
責
任
無
能
力
規
定
は
禁
止
の
錯
誤
規
定
に
対
し
て
特

別
法
の
関
係
に
あ
る
（
441
）。

ｂ

ド
イ
ツ

か
か
る
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
の
法
規
定
に
は
そ
れ
な
り
の
法
理
論
的
変
遷
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
442
）。
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ

刑
法
は
そ
の
第
五
九
条
に
単
に
構
成
要
件
的
錯
誤
だ
け
が
故
意
を
阻
却
す
る
も
の
と
扱
い
、
禁
止
の
錯
誤
を
定
め
て
い
い
な
か
っ
た
。
ラ

イ
ヒ
裁
判
所
は
こ
れ
を
基
に
事
実
の
錯
誤
（
T
atirrtum
）
と
法
の
錯
誤
（
Rechtsirrtum
）
を
区
別
し
て
い
た
。
事
実
に
関
す
る
錯
誤
は
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一
般
的
に
故
意
を
阻
却
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
の
錯
誤
は
二
つ
に
区
別
さ
れ
た
。
刑
法
の
法
の
錯
誤
は
ま
っ
た
く
考
慮

に
値
し
な
い
が
、
刑
法
外
の
法
の
錯
誤
は
事
実
の
錯
誤
に
等
値
さ
れ
、
故
意
を
阻
却
す
る
も
の
と
扱
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
所
有
関
係
は
民

法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
物
の
他
人
性
に
関
す
る
錯
誤
は
刑
法
外
の
法
の
錯
誤
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
故
意
を
阻
却
す
る
と
さ
れ

た
（
RGSt50,183）。
し
か
し
、
こ
の
裁
判
例
は
、
個
別
事
例
で
は
多
く
の
場
合
是
認
さ
れ
る
べ
き
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
正
当
に
も
、
学
界
か
ら
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
刑
法
の
法
の
錯
誤
と
刑
法
外
の
法
の
錯
誤
を

明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
他
人
性
と
い
う
概
念
は
、
刑
法
に
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
刑
法
の
法
概

念
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
の
素
材
が
刑
法
内
に
か
、
そ
の
外
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
問
い
が
、
錯
誤
の
重
要
性
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
す
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
に
も
説
得
力
が
な
い
。⽛
自

力
救
済
権
に
関
す
る
法
の
錯
誤
に
、
自
力
救
済
が
民
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
免
責
の
効
果
を
も
た
せ
、
正
当
防
衛
に
関
す

る
法
の
錯
誤
に
、
正
当
防
衛
が
刑
法
で
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
免
責
の
効
果
を
も
た
せ
な
い
の
は
意
味
を
な
さ
な
い
（
443
）⽜。
そ
も

そ
も
、
い
か
な
る
態
様
で
あ
れ
、
法
の
錯
誤
を
、
そ
れ
が
回
避
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
も
、
顧
慮
し
な
い
で
お
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

責
任
主
義
に
反
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
学
界
で
は
、
す
く
な
く
と
も
禁
止
の
錯
誤
が
回
避
で
き
な
い
、
そ
れ
故
、
非
難
で
き
な
い
場
合
に
は
、
禁
止
の
錯
誤
は

免
責
の
効
果
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
規
範
を
知
る
可
能
性
の
な
い
者
は
規
範
的
に
応
答
可
能
性
が
な

く
、
責
任
な
く
行
為
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
処
罰
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
回
避
で
き
る
禁
止
の
錯
誤
が
責
任
に
ど

う
い
う
効
果
を
も
つ
の
か
が
依
然
と
し
て
論
争
の
的
と
し
て
残
っ
た
。
こ
こ
に
、
個
々
的
に
は
多
様
な
変
形
は
あ
る
も
の
の
、⽛
故
意
説

（
V
orsatztheorie）⽜
と
⽛
責
任
説
（
Schuldtheorie）⽜
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
、
二
つ
の
相
反
す
る
見
解
が
形
成
さ
れ
た
。
き
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わ
め
て
印
象
深
く
ビ
ン
デ
イ
ン
グ
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
故
意
説
は
、
犯
罪
の
本
質
を
規
範
に
対
す
る
行
為
者
の
意
識
的
反
抗
に
見
た
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
違
法
性
の
意
識
を
も
っ
て
行
為
を
し
た
場
合
に
の
み
故
意
責
任
を
認
め
た
の
で
あ
る
（
444
）。
す
な
わ
ち
、

故
意
説
は
、
違
法
性
の
意
識
を
故
意
の
前
提
に
し
た
の
で
あ
る
（
こ
こ
に
⽛
故
意
説
⽜
と
い
う
名
称
の
由
来
が
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
目
的
的
行
為
論
の
影
響
の
下
に
通
説
と
な
っ
た
責
任
説
は
、
違
法
性
の
意
識
は
故
意
の
前
提
で
な
い
こ
と
、
必
ず

し
も
完
全
な
責
任
の
前
提
要
件
で
も
な
い
こ
と
か
ら
出
立
し
た
。
完
全
な
無
関
心
か
ら
法
律
を
気
に
か
け
な
い
者
は
、
法
律
に
違
反
し
た

場
合
、
意
識
的
に
法
律
を
無
視
す
る
者
よ
り
も
軽
く
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
禁
止
の
錯
誤
は
そ
の
非
難
可
能
性
の
程
度
に
応
じ
て
故

意
犯
に
対
す
る
刑
を
減
軽
し
う
る
と
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
裁
判
例
か
ら
離
れ
た
。
一
九
五
二
年
三
月
一
八
日
の
連
合
刑
事
部
決
定

（
BGH
St2,194）
は
歴
史
的
転
換
を
記
し
た
。
こ
れ
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
故
意
説
に
も
反
対
し
、
責
任
説
を
支

持
し
て
、
将
来
の
路
線
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
禁
止
の
錯
誤
を
故
意
阻
却
事
由
と
し
て
捉
え
ず
、
回
避
で
き
な

い
禁
止
の
錯
誤
を
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
、
回
避
で
き
る
禁
止
の
錯
誤
を
責
任
減
軽
事
由
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
目
的
的
行

為
論
の
先
駆
的
業
績
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
刑
法
草
案
、
一
九
六
六
年
刑
法
代
案
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
総
則
の
第
一

七
条
も
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
法
政
策
的
に
は
、
新
規
定
の
是
非
が
依
然
と
し
て
争
わ
れ
た
。
ピ
ネ
ベ
ル
ク
区
裁
判
所
の
見
解
に
よ

れ
ば
、
構
成
要
件
的
錯
誤
が
故
意
を
阻
却
し
、
禁
止
の
錯
誤
が
任
意
的
刑
の
減
軽
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
異
な
っ
た
扱
い
が
基
本
法
第

三
条
に
違
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
BV
erfGE
41,121）
は
現
行
法
の
合
憲
性
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

ｃ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
錯
誤
を
故
意
と
結
び
つ
け
る
い
わ
ゆ
る
⽛
故
意
説
⽜
は
、
あ
る
意
味
で
は
普
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通
法
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
⽛
悪
意
（
böserV
orsatz,dolusm
alus）⽜
と
い
う
二
重
概
念
か
ら
続
い
て
い
る
（
445
）。
悪
意
で
は
、
評
価
に

関
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
が
外
的
事
象
に
関
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
又

は
自
然
が
不
法
の
認
識
を
人
々
の
頭
脳
に
植
え
付
け
た
と
い
わ
れ
、
そ
れ
故
、
人
々
は
い
か
な
る
行
為
で
あ
っ
て
も
と
も
か
く
も
常
に
不

法
を
認
識
し
て
い
る
か
、
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
旧
刑
法
第
三
条
は
刑
法
典
の
不
知
は
免
責
し
な
い
と
し
て
い
た
の
で
、

禁
止
の
認
識
は
重
罪
の
分
野
で
は
不
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
（
error
iuris
nocet）、
た
だ
法
律
上
は
推
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
旧
刑
法
は
故
意
と
不
法
の
意
識
が
二
つ
の
異
な
っ
た
意
識
次
元
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
旧
刑
法
第
一
条
が
、
悪
意

（
böserV
orsatz）
と
定
め
、
故
意
自
体
を
定
め
て
い
な
い
と
き
、
旧
刑
法
は
、
不
法
の
意
識
を
故
意
説
の
意
味
で
故
意
と
結
び
付
け
て
い

る
に
せ
よ
、
不
法
の
意
識
を
要
求
し
て
い
た
。

一
方
で
、
不
法
の
意
識
を
故
意
と
結
び
つ
け
、
し
か
も
、
不
法
の
意
識
の
反
証
で
き
な
い
推
定
を
拒
否
し
、
他
方
で
、
故
意
説
を
主
張

す
る
と
、
受
け
入
れ
が
た
い
不
公
平
な
結
果
が
生
ず
る
。
故
意
説
に
よ
れ
ば
、
不
法
の
意
識
は
故
意
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
事
実
の
認
識

が
あ
っ
て
も
、
不
法
の
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
、
不
法
の
認
識
が
故
意
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、

故
意
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、潜
在
的
不
法
の
意
識
で
も
基
本
的
に
十
分
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
か
（
446
）、否
か
（
447
）と
は
関
係
が
な
か
っ

た
。
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
過
失
犯
規
定
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
過
失
犯
と
し
て
の
可
罰
性
だ
け
が
残
る
。
こ
の
こ
と
は
、
禁
止

の
錯
誤
が
回
避
で
き
た
場
合
で
も
、
故
意
犯
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
行
為
者
に
は
有
利
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
の
意

識
を
無
視
す
る
昔
か
ら
の
自
然
法
の
思
考
に
乗
っ
て
お
れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
考
え
に
も
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
七
五
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
九
条
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
で
テ
レ
ジ
ア
ナ
以
来
一
九
七
四
年
ま
で
維
持
さ
れ
て
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き
た
構
成
要
件
的
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
の
統
一
体
（
旧
第
三
条
、
第
二
三
三
条
）
と
い
う
普
通
法
の
伝
統
を
破
り
、
責
任
説
を
採
用
し
た
。

一
九
七
五
年
施
行
の
現
行
刑
法
は
そ
の
第
九
条
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
⽛
責
任
説
⽜
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
ま
で
、
ド
イ
ツ

と
は
異
な
り
、
責
任
説
は
学
説
に
お
い
て
も
判
例
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
行
刑
法
は
第
五

条
で
故
意
を
、
第
九
条
で
不
法
の
意
識
を
別
個
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
責
任
説
の
意
味
で
禁
止
の
錯
誤
が
責
任
の
独
立
し
た
構
成
要
素
で

あ
る
こ
と
、
故
意
の
一
部
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
故
意
は
存
在
関
係
的
、
価
値
自
由
の
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
第
九
条
は
、
非
難
で
き
な
い
禁
止
の
錯
誤
で
は
責
任
が
な
く
な
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
非
難
可
能
な
禁
止
の
錯
誤
で

は
故
意
犯
の
可
罰
性
が
存
続
す
る
こ
と
を
定
め
た
。

ｄ

ス
イ
ス

ス
イ
ス
に
お
い
て
も
、
行
為
の
時
点
に
お
い
て
自
己
の
行
為
が
法
規
範
に
違
反
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
し
か
も
、
知
り

え
な
か
っ
た
者
に
責
任
非
難
を
加
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ス
イ
ス
刑
法
も
そ

の
趣
旨
を
定
め
て
い
る
（
448
）。
し
か
し
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
、
昔
か
ら
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
日
な
お
一
般
の
人
々
の
意
識
に
存

続
し
て
い
る
、
し
か
し
、
ロ
ー
マ
起
源
の
も
の
と
間
違
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
準
則
、
つ
ま
り
、⽛
法
律
の
不
知
は
刑
か
ら
守
ら
な
い
⽜（
＝

法
の
不
知
は
害
す
る
）（
ignorantia
bzw
.error
iuris
nocet）
と
い
う
準
則
は
一
九
世
紀
の
支
配
的
見
解
で
あ
っ
た
。
多
く
の
州
刑
法

典
は
こ
の
意
味
で
明
文
化
し
て
い
た
し
、
明
文
の
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、
た
い
て
い
の
場
合
、
州
の
実
務
は
こ
の
原
則
に
従
っ
た
。
し

か
し
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
刑
法
が
⽛
基
本
的
社
会
規
範
の
保
護
⽜
に
限
ら
れ
て
お
り
、
加
え
て
、
人
々
が
自
分
の
狭
い
生
活
圏
や
そ

れ
ど
こ
ろ
か
州
の
境
界
を
越
え
な
い
時
代
に
限
っ
て
、
あ
る
程
度
正
当
化
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
下
で
は
、
実
際
、
法
秩

序
に
は
じ
め
か
ら
無
関
心
で
な
い
人
は
、
刑
法
で
保
護
さ
れ
る
規
範
に
関
し
て
知
り
え
た
の
で
あ
り
、
刑
法
典
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
免
責
事
由
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
刑
法
の
禁
止
規
範
は
い
わ
ば
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
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だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
法
が
基
本
的
な
社
会
規
範
の
中
核
領
域
を
超
え
て
広
が
っ
て
行
き
、
州
境
を
超
え
た
流
動
性
が
日
常
的

に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
法
律
の
不
知
は
、
免
責
事
由
で
な
い
の
だ
か
ら
行
為
者
の
有
利
に
働
か
な
い
と
い
う
準
則
は
、
か
か
る
不

知
が
行
為
者
の
有
利
に
働
か
な
い
の
は
、
そ
れ
が
免
責
可
能
で
な
い
（
場
合
だ
け
）
で
あ
る
と
い
う
準
則
に
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
。一

九
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
完
全
な
可
罰
性
は
違
法
性
の
意
識
を
前
提
と
す
べ
だ
と
い
う
声
が
強
ま
っ
て
き
た
。
多
く
の
場
合
、
当
時
の

理
論
状
況
を
反
映
し
て
、
か
か
る
意
識
は
故
意
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
一
八
五
三
年
の
連
邦
刑
法
は
可
罰
性
を
⽛
違
法
な
故
意

で
（
m
itrechtsw
idrigem
V
orsaze）⽜
行
わ
れ
た
犯
罪
に
限
っ
て
い
た
（
故
意
説
）。
も
っ
と
も
、
一
八
九
三
年
の
予
備
草
案
は
こ
の
問

題
に
沈
黙
を
通
し
た
。
シ
ュ
ト
ー
ス
は
一
般
的
に
違
法
性
の
意
識
を
不
必
要
と
考
え
た
の
だ
が
、
そ
の
立
場
を
今
日
で
も
通
用
す
る
論
拠

を
も
っ
て
擁
護
し
た
。⽛
法
律
を
…
…
道
徳
的
弱
さ
か
ら
で
あ
れ
無
関
心
か
ら
で
あ
れ
無
視
す
る
⽜
者
が
、⽛
も
っ
と
強
い
法
意
識
…
…
を

も
つ
他
の
者
⽜
と
異
な
っ
た
扱
い
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
（
449
）。
不
法
の
意
識
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
故
意
犯
で
の
処
罰
を

認
め
な
い
な
ら
、
こ
う
い
っ
た
無
関
心
が
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
到
底
正
当
化
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
、
過
失
犯
処
罰
の
成

否
は
事
実
の
過
失
（
T
atfahrlässigkeit）
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
法
の
過
失
（
R
echtsfahrlässigkeit）
に
よ
っ
て
決
ま
る
の

で
な
い
か
ら
、
可
罰
性
の
間
隙
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
と
。
も
っ
と
も
、
シ
ュ
ト
ー
ス
は
、
例
外
的
に
、
個
々
の
違
警
罪
に
よ
っ
て
は
不

法
の
意
識
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
状
況
に
よ
っ
て
は
、
行
為
の
違
法
性
が
行
為
者
に
知
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
例
え
ば
、
よ
そ
者

に
は
稀
な
地
域
の
規
定
を
知
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ー
ス
は
実
質
的
に
は
責
任
説
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
専
門
家
委
員
会
に
お
い
て
き
わ
め
て
長
期
の
、
変
転
す
る
論
争
が
行
わ
れ
、⽛
法
の
錯
誤
⽜
に
関
す
る
九
つ
も
の
案
文
が
作
成
さ

れ
た
後
、
最
終
的
に
、
諸
州
議
会
で
妥
協
案
と
し
て
一
〇
個
目
の
案
文
が
旧
第
二
〇
条
に
採
用
さ
れ
た
（
責
任
説
）。
そ
れ
以
来
、
不
法
の
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意
識
の
必
要
性
は
基
本
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
旧
第
二
〇
条
の
⽛
法
の
錯
誤
⽜
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
な
お
見
解
の
相

違
が
残
っ
て
い
た
。
二
〇
〇
二
年
の
刑
法
改
正
に
お
い
て
、
そ
の
間
の
学
説
、
学
説
の
発
展
が
条
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
刑
法
典
に
は

⽛
違
法
性
に
関
す
る
錯
誤
⽜
と
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
学
説
で
は
一
般
的
に
⽛
禁
止
の
錯
誤
⽜
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
は
実
質
的
に
は
同
じ
意
味
で
あ
る
。

Ｃ

日
本
に
お
け
る
学
説
の
状
況

わ
が
国
で
も
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
の
影
響
の
下
で
、
見
解
の
対
立
が
見
ら
れ
る
。
大
別
し
て
、

次
の
五
説
が
見
ら
れ
る
。

ａ

不
法
の
意
識
不
要
説

故
意
は
責
任
要
素
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
責
任
故
意
の
要
件
と
し
て
不
法
の
意
識
は
必
要
で
な
い
と
す
る

立
場
で
あ
る
。
本
説
は
、
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
は
、
不
法
の
意
識
は
故
意
の
成
立
に
必
要
で
な
い
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
（
450
）。
今

日
、
学
説
で
は
ほ
と
ん
ど
支
持
者
が
見
出
さ
れ
な
い
が
、
判
例
は
大
審
院
以
来
ほ
ぼ
一
貫
し
て
こ
の
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。
最
判
昭
和

二
六
・
一
一
・
一
五
刑
集
五
・
一
二
・
二
三
五
四
⽛
犯
意
が
あ
る
と
す
る
た
め
に
は
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
具
体
的
事
実
を
認
識
す

れ
ば
足
り
、
そ
の
行
為
の
違
法
を
認
識
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
（
451
）⽜。

本
説
は
、
す
べ
て
国
民
は
犯
罪
事
実
が
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
国
の
権
威
主
義
的
擬
制

を
そ
の
基
礎
に
お
い
て
い
る
点
で
、
今
日
の
法
観
念
に
適
合
し
な
い
。
不
法
の
意
識
を
欠
い
た
こ
と
が
不
可
避
だ
っ
た
場
合
に
も
、
行
為

者
に
故
意
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
、
責
任
主
義
に
反
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
（
452
）。
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ｂ

不
法
の
意
識
必
要
説
（
厳
格
故
意
説
）
故
意
は
責
任
要
素
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
責
任
故
意
の
要
件
と
し
て
不
法
の
意
識
は
必
要

で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
（
453
）。
小
野
は
そ
の
道
義
的
責
任
論
の
立
場
か
ら
、⽛
違
法
性
の
意
識
こ
そ
は
、
故
意
と
過
失
と
を
分
つ
分
水
嶺
と

も
い
ふ
べ
き
も
の
（
454
）⽜
と
論
ず
る
し
、
大
塚
も
、⽛
徹
底
し
た
意
味
で
の
道
義
的
非
難
は
、
行
為
者
が
、
単
に
犯
罪
事
実
を
表
象
し
た
だ
け
で

は
足
り
ず
、
そ
れ
が
、
法
的
に
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
行
為
し
た
場
合
に
、
初
め
て
な
し
う
る
は
ず
で
あ
る
（
455
）⽜
と
論
ず

る
。本

説
は
、
不
法
の
意
識
を
責
任
要
素
と
し
て
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
故
意
と
密
接
不
可
分
に
結
び
つ
け
る
の
で
、
故
意
は
、

存
在
次
元
だ
け
で
な
く
、
所
為
へ
の
評
価
問
題
を
包
括
す
る
⽛
悪
意
⽜
と
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
不
法

の
意
識
が
故
意
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
故
意
が
純
粋
に
存
在
次
元
に
関
連
す
る
要
素
と
し
て
構
成
要
件
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
人
的
不
法
論
へ
の
道
が
切
り
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
法
定
犯
・
行
政
犯
に

お
い
て
、不
法
の
意
識
が
欠
け
る
場
合
が
多
々
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
う
い
っ
た
場
合
、故
意
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
、
法
の
目
的
が
達
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
点
に
問
題
が
あ
る
（
456
）。

ｃ

自
然
犯
、
法
定
犯
区
別
説

責
任
故
意
の
要
件
と
し
て
、
自
然
犯
・
刑
事
犯
で
は
不
法
の
意
識
を
必
要
と
す
る
が
、
法
定
犯
・
行

政
犯
で
は
不
法
の
意
識
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
近
代
学
派
か
ら
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
自
然
犯
・
刑
事
犯
で
は
、

そ
の
行
為
自
体
が
す
で
に
反
社
会
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
構
成
要
件
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
構
成
要
件
該
当
の
事
実
の
表
象
が
あ

れ
ば
、
当
然
、
行
為
者
の
反
社
会
的
性
格
が
表
明
さ
れ
る
が
、
法
定
犯
・
行
政
犯
で
は
、
行
為
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
反
社
会
的
で
は
な
い

も
の
が
、
行
政
的
・
政
策
的
目
的
か
ら
構
成
要
件
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
律
上
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
に
は
、
行
為
者
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の
反
社
会
的
性
格
を
認
め
え
な
い
と
さ
れ
る
。
本
説
は
、
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
は
、
自
然
犯
・
刑
事
犯
に
関
し
、
故
意
の
成
立
に
不
法

の
意
識
は
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
定
め
た
と
解
す
る
（
457
）。

本
説
も
適
切
と
い
え
な
い
。
法
定
犯
・
行
政
犯
だ
け
で
な
く
、
自
然
犯
・
刑
事
犯
に
お
い
て
も
、
行
為
者
が
、
犯
罪
事
実
の
表
象
は
あ
っ

て
も
、
不
法
の
意
識
の
欠
け
る
こ
と
が
絶
無
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
（
458
）。
ま
た
、
自
然
犯
・
刑
事
犯
お
よ
び
法
定
犯
・
行

政
犯
の
観
念
は
、
典
型
的
場
合
に
つ
い
て
は
明
瞭
に
区
別
し
う
る
に
し
て
も
、
限
界
的
場
合
は
明
確
で
な
く
、
し
ば
し
ば
、
行
政
犯
の
刑

事
犯
化
な
ど
の
現
象
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
の
分
類
に
基
づ
い
て
、
取
り
扱
い
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
方
法
論

も
、
適
当
で
な
い
（
459
）。

ｄ

不
法
の
意
識
の
可
能
性
必
要
説
（
制
限
故
意
説
）
本
説
は
、
責
任
故
意
の
要
件
と
し
て
、
少
な
く
と
も
不
法
の
意
識
の
可
能
性
が

あ
る
こ
と
が
必
要
だ
す
る
。
本
説
は
、
二
つ
に
分
か
れ
、
そ
の
一
は
、
不
法
の
意
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
に
過
失
が
あ
る

場
合
（
違
法
性
の
過
失
、
法
律
の
過
失
）
を
、
故
意
と
同
様
に
取
り
扱
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
は
同
第
三

八
条
第
一
項
但
し
書
き
の
⽛
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
⽜
を
受
け
た
も
の
で
、
故
意
は
刑
罰
法
規
の
認
識
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、

違
法
性
の
不
知
に
つ
い
て
過
失
が
あ
っ
た
場
合
を
故
意
の
あ
っ
た
場
合
に
準
じ
、⽛
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜

こ
と
を
定
め
た
と
解
す
る
（
460
）。
そ
の
二
は
、
人
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
、
行
為
者
が
不
法
の
意
識
を
有
し
な
く
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
人
格
形

成
に
即
し
て
不
法
の
意
識
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
、
行
為
者
の
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
を
看
取
し
う
る
か
ら
、

故
意
責
任
を
認
め
て
も
よ
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
は
、
個
々
の
法
律
の
規
定
を
知
ら
な
く
て
も
、

故
意
の
成
立
に
影
響
し
な
い
こ
と
を
定
め
、
同
項
但
し
書
き
は
、
不
法
の
意
識
の
可
能
性
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
が
困
難
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な
た
め
不
法
の
意
識
が
欠
い
た
場
合
、
そ
れ
が
あ
る
場
合
よ
り
も
責
任
が
軽
い
か
ら
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
う
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解

す
る
（
461
）。

本
説
も
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
の
一
の
見
解
は
、
ど
う
し
て
こ
の
場
合
の
過
失
だ
け
を
故
意
と
同
視
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
積
極
的

な
説
明
を
し
て
い
な
い
（
462
）。
そ
の
二
の
見
解
は
、
非
難
に
値
す
る
人
格
態
度
と
の
関
連
で
、
不
法
の
意
識
が
可
能
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
意

識
し
な
か
っ
た
場
合
を
積
極
的
に
不
法
の
意
識
が
あ
っ
た
場
合
と
同
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
何
ゆ
え
に
不
法
の
意
思
が
欠

け
た
場
合
に
の
み
人
格
形
成
責
任
を
考
慮
し
、
事
実
の
認
識
を
欠
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
問
題
と
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
さ

せ
る
（
463
）。

ｅ

責
任
説

本
説
は
、
故
意
の
観
念
を
犯
罪
事
実
の
表
象
を
内
容
と
す
る
事
実
的
故
意
で
あ
る
と
し
、
不
法
の
意
識
な
い
し
そ
の
可

能
性
は
、
故
意
と
は
区
別
さ
れ
た
別
個
の
独
立
し
た
責
任
要
素
で
あ
る
と
解
す
る
。
行
為
者
が
不
法
を
現
実
に
意
識
し
た
場
合
に
は
、
こ

れ
に
対
す
る
責
任
非
難
は
最
も
重
く
、
不
法
を
意
識
し
な
か
っ
た
が
よ
く
注
意
す
れ
ば
意
識
し
え
た
場
合
に
は
、
軽
い
程
度
の
責
任
が
帰

せ
ら
れ
、
不
法
の
意
識
の
可
能
性
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
を
認
識
し
て
行
為

し
た
者
が
、
不
法
の
意
識
を
欠
い
て
も
、
そ
れ
が
避
け
ら
れ
た
錯
誤
に
基
づ
く
場
合
は
、
故
意
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
（
464
）。
責
任
説
は
、
元

来
、
目
的
的
行
為
論
の
展
開
に
伴
っ
て
主
張
さ
れ
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
目
的
的
行
為
論
を
採
ら
な
い
者
か
ら
も
支
持
さ

れ
て
い
る
（
465
）。

ｆ

評
価

不
法
の
意
識
と
故
意
は
、
い
ず
れ
も
心
理
学
的
構
造
を
有
し
て
い
る
点
で
は
共
通
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
異
な
っ
た
関
連
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点
を
も
っ
て
い
る
。
不
法
の
意
識
は
価
値
次
元
と
関
連
し
、
故
意
は
存
在
次
元
と
関
連
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
為
な
い
し
不
法
と
し
て

の
法
的
評
価
に
関
す
る
錯
誤
と
、
存
在
な
い
し
構
成
要
件
に
関
す
る
錯
誤
は
異
な
っ
た
心
的
領
域
で
生
ず
る
。
自
分
の
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
者
は
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
行
為
が
法
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
を
必
ず
し
も
知
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。

教
養
の
あ
る
人
は
両
方
と
も
知
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
概
念
的
に
は
異
な
っ
た
領
域
の
出
来
事
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
不
法
の
意
識
が
欠
け
る
と
き
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
故
意
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
不
法
の
意
識
が
欠
け
る
と
き
、

そ
れ
が
行
為
者
に
は
回
避
可
能
で
あ
る
の
で
（
潜
在
的
不
法
の
意
識
）、
非
難
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る

と
き
、
せ
い
ぜ
い
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
。
こ
こ
に
不
法
の
意
識
は
規
範
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
の
意
識
は

責
任
内
部
に
お
け
る
独
立
し
た
要
素
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
責
任
説
（
466
））。
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
本
文
は
、
構
成
要
件
的
故
意
と
責

任
要
素
と
し
て
の
不
法
の
意
識
と
の
関
係
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
第
三
項
但
書
は
不
法
の
意
識
の
可
能
性
に
関
す
る
規
定
で
あ

る
。故

意
説
の
論
者
が
、
責
任
と
い
う
観
点
の
下
で
は
、
故
意
犯
の
成
否
に
と
っ
て
、
不
法
の
意
識
の
存
否
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
単

な
る
事
実
の
認
識
で
は
足
り
な
い
と
主
張
す
る
と
き
（
467
）、
そ
れ
は
不
法
の
意
識
の
過
大
評
価
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
不
法
の
意
識
を
も
た
な

い
で
犯
行
に
及
ぶ
者
が
そ
れ
を
も
っ
て
犯
行
に
及
ぶ
者
よ
り
も
、
責
任
が
軽
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
刑
は
減
軽
さ
れ
よ
う
が
、
し
か

し
、
常
に
責
任
が
軽
い
と
は
い
え
な
い
。
法
秩
序
に
無
関
心
な
た
め
に
、
不
法
の
意
識
が
な
か
っ
た
者
の
責
任
が
軽
く
な
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
故
意
犯
の
処
罰
根
拠
は
行
為
者
の
不
服
従
に
あ
る
の
で
な
く
、
行
為
者
が
他
者
の
利
益
を
耐
え
難
い
方
法
で
軽
視
し
た
と
い

う
所
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
厳
格
故
意
説
に
よ
れ
ば
、
故
意
犯
の
成
立
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
構
成
要
件
を
知
り
さ
え
し
な
け

れ
ば
よ
い
、
そ
う
す
れ
ば
不
法
の
意
識
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
故
意
犯
の
成
否
が
行
為
者
の
主
観
的
事
情
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
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の
で
あ
る
（
468
）。
そ
う
す
る
と
、
不
法
の
意
識
の
な
い
こ
と
が
⽛
法
盲
目
性
（
Rechtsblindheit）⽜、⽛
法
敵
対
性
（
Rechtsfeindschaft）⽜
に

基
づ
く
と
き
で
も
、
故
意
犯
は
成
立
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
過
失
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
い
っ
た
場
合
、
現

実
の
不
法
の
意
識
を
要
求
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
制
限
故
意
説
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
っ
た
場
合
も
、
例
外
的
に
、

故
意
犯
で
処
罰
で
き
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
469
）。
し
か
し
、
そ
の
結
論
は
是
認
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
は
責
任
説
に
よ
り
い
っ
そ

う
適
切
に
解
決
で
き
る
の
で
あ
る
。

不
法
の
意
識
、
潜
在
的
不
法
の
意
識
は
責
任
要
素
で
あ
る
が
、
故
意
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
古
典
的
犯
罪
概
念
に
対
応
し
て
責
任
に
位

置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
今
日
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
概
念
に
対
応
し
て
不
法
構
成
要
件
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で

き
る
。
も
っ
と
も
、
責
任
説
が
は
じ
め
て
故
意
を
構
成
要
件
に
配
置
換
え
す
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
事
実
の
錯
誤
を
構
成
要
件

に
配
置
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
責
任
説
が
現
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
故
意
は
こ
れ
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て

い
た
不
法
の
意
識
に
よ
っ
て
責
任
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
云
え
る
か
ら
で
あ
る
（
470
）。

不
法
の
意
識
は
過
失
犯
に
お
い
て
も
欠
け
る
こ
と
が
あ
る
。
行
為
者
は
注
意
を
払
っ
た
行
為
を
と
る
法
義
務
を
知
ら
な
か
っ
た
と
か
、

注
意
違
反
を
意
識
し
て
い
て
も
法
義
務
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
過
失
責
任
が
な
く
な
る
か
否
か
も
、
故
意
犯
の
場
合
と

同
じ
く
、
不
法
の
不
認
識
の
非
難
可
能
性
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

Ｄ

不
法
の
意
識
の
対
象
と
内
容

犯
罪
理
論
体
系
概
念
と
し
て
の
責
任
の
前
提
要
件
と
し
て
の
不
法
の
意
識
と
は
所
為
が
不
法
で
あ

る
と
の
全
体
的
評
価
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
犯
の
場
合
、
行
為
者
は
事
前
に
法
違
反
の
成
立
に
必
要
な
構
成
要
件
要
素
を
認
識
し
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て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
次
元
の
認
識
が
価
値
次
元
の
認
識
に
常
に
先
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
不
法
に
関
係
す
る
存

在
次
元
に
関
す
る
十
分
な
心
理
学
的
認
識
を
有
し
な
い
と
き
、
不
法
に
関
す
る
評
価
も
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、⽛
法
の
錯
誤
⽜
と
い
う
概

念
は
広
す
ぎ
る
。
個
々
の
構
成
要
件
要
素
の
意
味
の
錯
誤
は
法
の
錯
誤
の
一
種
で
あ
る
が
、
構
成
要
件
的
錯
誤
に
か
か
わ
る
問
題
だ
か
ら

で
あ
る
（
471
）。

不
法
の
意
識
の
基
準
点
は
所
為
の
不
法
で
あ
る
（
472
）。
一
方
で
、
行
為
者
に
、
自
己
の
行
為
に
社
会
害
悪
性
が
あ
る
と
か
、
公
序
良
俗
に
反

す
る
と
か
の
意
識
（
い
わ
ゆ
る
⽛
前
法
的
規
範
違
反
認
識
説
（
473
）⽜）
が
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
こ
れ
ら
の
行
為
が
す
べ
て
法
的
に
禁
止
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
意
識
が
あ
れ
ば
禁
止
の
意
識
も
あ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
（
474
）。
他
方
で
、
行

為
者
に
可
罰
性
の
意
識
が
な
く
て
も
、
不
法
の
意
識
は
存
在
し
う
る
。
特
殊
刑
法
的
不
法
の
意
識
（
い
わ
ゆ
る
⽛
特
殊
刑
法
的
違
法
認
識

説
⽜）
は
要
し
な
い
。
民
法
上
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
刑
法
上
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
誤
信
し
て
い
る
者
に
も
不
法
の
意
識
は
あ
る
。

不
法
の
意
識
で
は
、
法
秩
序
全
体
の
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
、
所
為
が
全
体
と
し
て
法
秩
序
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い

る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
認
識
が
あ
れ
ば
、行
為
者
が
適
法
な
行
為
を
す
る
動
機
づ
け
と
し
て
十
分
と
い
え
る（
い

わ
ゆ
る⽛
一
般
的
不
法
認
識
説
（
475
）⽜）。
可
罰
性
の
意
識
は
不
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、自
分
は
精
神
病
に
罹
っ
て
い
て
、責
任
無
能
力
だ
と
思
っ

て
い
る
が
、
実
際
に
は
完
全
責
任
能
力
の
あ
る
者
が
、
強
盗
を
働
く
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
錯
誤
は
不
法
で
な
く
、
責
任
能
力
に
関

係
し
て
お
り
、
現
実
の
不
法
の
意
識
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
可
罰
性
の
意
識
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
量
刑
に
お
い
て
考

慮
さ
れ
る
こ
と
で
足
り
る
（
476
）。

不
法
の
意
識
は
法
的
禁
止
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
不
法
の
意
識
に
お
い
て
、
社
会
倫
理
的
規
範
が
法
的
承
認
を
受
け
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た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
の
倫
理
的
、
道
徳
的
義
務
に
従
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
、
不
法
の
意

識
は
排
除
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
良
心
犯
や
確
信
犯
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
な
る
ほ
ど
、
自
己
の
所
為
に
関
す
る
法

秩
序
の
否
定
的
判
断
を
知
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
宗
教
的
動
機
や
、
政
治
的
、
世
界
観
的
動
機
か
ら
こ
れ
に
組
し
な
い
の
で
あ
る
。
か

か
る
行
為
者
は
自
己
の
行
為
が
法
秩
序
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
（
477
）。
但
し
、
行
為
者
が
自
己
の

破
っ
た
法
規
範
が
無
効
で
あ
る
と
誤
信
し
て
い
た
場
合
に
は
、
禁
止
の
錯
誤
が
あ
り
う
る
（
478
）。
自
己
の
侵
害
し
た
倫
理
的
、
道
徳
的
義
務
を

法
的
に
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
誤
信
す
る
の
は
幻
覚
犯
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
構
成
要
件
に
も
該
当
せ
ず
、
不
処
罰
で
あ
る
（
479
）。

不
法
の
意
識
は
実
質
的
に
不
法
で
あ
る
こ
と
の
意
識
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
精
確
な
規
範
認
識
を
要
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
も
な

け
れ
ば
、
素
人
は
有
責
行
為
の
特
許
状
を
得
る
一
方
、
法
律
家
は
不
利
益
的
特
権
（
privilegium
odiosum
）
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
帰
結
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
素
人
圏
の
相
等
し
い
判
断
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
行
為
者
が
、
規
範
の
価

値
内
容
を
、
刑
法
的
、
民
事
法
的
は
た
ま
た
行
政
法
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
否
か
も
重
要
で
な
い
（
480
）。

不
法
の
意
識
は
、
抽
象
的
な
禁
止
で
は
な
く
、
各
構
成
要
件
の
具
体
的
不
法
に
関
連
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
あ
る
行
為
に
よ
っ

て
同
時
に
複
数
の
構
成
要
件
が
実
現
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
あ
る
犯
罪
に
は
不
法
の
意
識
は
あ
る
が
、
そ
の
他
の
犯
罪
に
は
不
法
の
意
識
が

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
⽛
不
法
の
意
識
の
分
割
可
能
性
⽜
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
多
行
為
犯
罪
に
も
云
え

る
。
例
え
ば
、
債
務
者
が
売
買
契
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
種
類
物
を
引
き
渡
さ
な
い
の
で
、
債
権
者
が
力
ず
く
で
そ
れ
を
奪
取
し
た
と
い
う

場
合
、
強
盗
罪
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
が
、
暴
行
に
つ
い
て
は
不
法
の
意
識
が
あ
る
が
、
奪
取
し
た
物
に
つ
い
て
は
買
っ
た
種
類
物
で
あ

る
か
ら
違
法
で
は
な
い
と
考
え
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
禁
止
の
錯
誤
は
非
難
で
き
な
い
の
で
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
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う
る
（
481
）。

Ｅ

不
法
の
意
識
形
態

現
実
の
不
法
の
意
識
は
活
動
的
不
法
の
意
識
と
潜
伏
的
不
法
の
意
識
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
の

場
合
も
、
行
為
者
の
心
理
的
現
象
と
し
て
、
自
己
の
行
為
が
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
積
極
的
認
識
が
あ
る
。
現
実
の
不
法
の
意

識
は
、
活
動
的
不
法
の
意
識
の
み
な
ら
ず
、
潜
伏
的
不
法
の
意
識
や
未
必
の
不
法
の
意
識
を
含
み
、
そ
の
範
囲
は
か
な
り
広
い
（
482
）。

ａ

活
動
的
不
法
の
意
識

活
動
的
不
法
の
意
識
（
aktuellesU
nrechtsbew
usstsein）
の
強
度
が
最
も
強
い
の
は
、
所
為
の
遂
行
の

た
め
に
良
心
の
咎
め
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
の
よ
う
に
、
自
分
の
行
為
の
違
法
性
の
こ
と
を
現
実
に
考
え
て
い
る
場
合
で
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
考
え
は
い
つ
も
支
配
的
で
あ
る
と
か
、
熟
慮
の
中
心
に
あ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ど
の
心
理
学
的
体
験
に
お
け
る

の
と
同
じ
く
、
濃
淡
が
あ
る
。
行
為
者
が
自
分
の
行
為
の
不
法
を
付
け
た
り
で
考
え
て
い
る
場
合
で
も
、
現
実
の
意
識
は
あ
る
（
483
）。

ｂ

潜
伏
的
不
法
の
意
識

不
法
の
意
識
は
活
動
的
不
法
の
意
識
で
な
く
て
も
よ
く
、
潜
伏
的
不
法
の
意
識
（
latentes

U
nrechtsbew
usstsein）
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
。
活
動
的
不
法
の
意
識
と
は
異
な
り
、
こ
の
思
考
内
容
は
意
識
の
辺
縁
に
沈
着
し

て
い
る
。
潜
伏
的
意
識
は
最
低
段
階
の
意
識
強
度
で
あ
る
。
行
為
者
は
な
る
ほ
ど
自
分
の
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
晰
に
考
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
相
応
の
認
識
は
意
識
内
容
と
し
て
存
在
し
、
い
つ
で
も
、
特
別
の
想
起
の
努
力
を
せ
ず
と
も
完
全

に
呼
び
出
さ
れ
、
活
性
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
認
識
は
、
所
為
遂
行
の
際
に
行
為
者
に
随
伴
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
484
）。

潜
伏
的
意
識
内
容
は
、
行
為
者
が
侵
害
さ
れ
る
規
範
の
特
別
の
社
会
的
意
味
の
故
に
幼
児
期
以
来
心
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
状
況
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に
応
じ
て
呼
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
付
随
認
識
（
Begleitw
issen）
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
中
核
刑
法
に
お
け
る
た

い
て
い
の
犯
罪
行
為
は
意
識
に
お
い
て
そ
の
社
会
倫
理
的
意
味
か
ら
分
離
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
犯
罪
行
為
と
社
会
倫
理
的
意
味
は
分

か
ち
が
た
い
一
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
低
い
意
識
段
階
で
も
行
為
者
は
、
法
秩
序
の
要
請
と
取
り
組
み
、
法
に
反
す
る
又
は
法
に
合
致

す
る
決
定
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
情
動
犯
や
常
習
犯
に
は
潜
伏
的
不
法
の
意
識
し
か
な
い
こ
と
が
多
い
。
潜
伏
的
不
法
の
意
識
と
区
別
さ

れ
る
べ
き
な
の
が
、
行
為
者
が
一
度
得
た
不
法
の
意
識
を
忘
却
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
認
識
が
活
性
化
で
き
な
い
と
、
潜
伏
的
不
法

の
意
識
は
存
在
し
な
い
（
485
）。

ｃ

確
実
な
不
法
の
意
識
と
未
必
の
不
法
の
意
識

不
法
の
意
識
の
構
成
的
要
素
は
行
為
者
の
法
に
反
す
る
か
合
致
す
る
か
の
決
定
で

あ
る
。
故
意
の
種
類
と
し
て
確
定
的
故
意
と
未
必
の
故
意
が
あ
る
よ
う
に
、不
法
の
意
識
の
理
解
は
確
固
と
し
た
認
識
に
基
づ
く
こ
と
も
、

不
確
実
な
認
識
に
基
づ
く
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
行
為
者
は
現
実
の
不
法
の
意
識
を
も
っ
て
行
為
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
確

実
な
不
法
の
意
識
（
sicheresU
nrechtsbew
usstsein）
は
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
確
信
を
意
味
す
る
。
こ
の
認
識
要
素
は
故
意
で

い
う
と
確
定
的
故
意
の
形
態
に
似
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
未
必
の
不
法
の
意
識
（
bedingtesU
nrechtsbew
usstsein）
で
は
、
行

為
者
は
法
状
況
に
関
し
て
不
確
か
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
自
分
の
行
為
が
不
法
で
あ
る
か
否
か
を
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も

結
局
行
為
を
お
こ
な
い
、
し
か
も
、
不
法
の
実
現
の
可
能
性
を
甘
受
す
る
。
こ
れ
は
故
意
で
い
う
と
未
必
の
故
意
に
似
て
い
る
。
行
為
者

は
不
法
性
格
を
真
剣
に
可
能
だ
と
考
え
、
法
違
反
の
危
険
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
の
適
法
性
に
関
す
る
わ
ず
か

な
疑
問
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
不
法
の
認
識
に
は
十
分
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
未
必
の
不
法
の
意
識
は
活
性
的
意
法
の
意
識
で
あ

る
か
ら
、
禁
止
の
錯
誤
の
問
題
は
生
じ
な
い
（
486
）。
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Ｆ

潜
在
的
不
法
の
意
識

潜
在
的
不
法
の
意
識
（
potentielles
U
nrechtsbew
usstsein）
と
い
う
の
は
、
不
法
の
意
識
が
欠
如
し

て
い
る
が
、
こ
の
価
値
理
解
の
欠
如
が
行
為
者
に
非
難
で
き
る
場
合
の
こ
と
を
云
う
。
潜
在
的
不
法
の
意
識
は
仮
想
の
不
法
の
意
識

（
virtuellesU
nrechtsbew
usstsein）
と
も
呼
ば
れ
る
。
潜
在
的
不
法
の
意
識
の
場
合
に
も
故
意
責
任
を
問
え
る
の
で
、
不
法
の
意
識
は

規
範
的
特
徴
を
有
す
る
（
487
）。

法
的
効
果
と
し
て
は
、
行
為
者
は
、
潜
在
的
不
法
の
意
識
で
あ
っ
て
も
、
不
法
の
意
識
が
存
在
し
た
場
合
と
同
様
に
、
処
罰
さ
れ
う
る

が
、
刑
の
減
軽
が
可
能
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
488
）。

活
動
的
不
法
の
意
識
、
潜
伏
的
不
法
の
意
識
、
確
実
な
不
法
の
意
識
、
未
必
の
不
法
の
意
識
及
び
潜
在
的
不
法
の
意
識
は
、
故
意
犯
に

お
い
て
も
認
識
の
あ
る
過
失
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
認
識
の
な
い
過
失
の
場
合
、
自
己
の
行
為
が
客
観
的
構
成
要
件
を
実
現
し
う
る

こ
と
の
認
識
す
ら
な
い
行
為
者
は
、
不
法
の
認
識
も
も
ち
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
の
な
い
過
失
で
は
、
専
ら
潜
在
的
不
法
の
意
識

が
問
題
と
な
る
（
489
）。

Ｇ

認
定
方
式

中
核
刑
法
の
領
域
で
は
、
成
人
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
不
法
の
意
識
の
特
別
の
検
証
を
要
し
な
い
。
む
し
ろ
、
故
意
犯

と
認
識
の
あ
る
過
失
犯
で
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
現
実
の
不
法
の
認
識
が
、
認
識
の
な
い
過
失
犯
で
は
少
な
く
と
も
潜
在
的
不
法
の
意

識
が
推
定
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、⽛
法
律
上
の
推
定
⽜
と
し
て
、
挙
証
責
任
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
疑
い
が
あ

る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
、
潜
在
的
不
法
の
意
識
が
積
極
的
に
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
490
）。

北研 51 (4・137) 557

責 任 ⑹



中
核
刑
法
外
の
領
域
で
は
、
特
別
の
検
証
を
要
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
領
域
で
は
、
こ
の
分
野
の
法
に
明
る
い
人
で
も
時
に
行
為
の

違
法
性
が
そ
れ
ほ
ど
明
白
で
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
刑
罰
規
範
の
解
釈
に
関
し
て
疑
問
が
あ
る
と
き
、
行
為
者
に
、

い
く
つ
か
の
解
釈
の
中
か
ら
自
己
に
不
都
合
な
不
法
と
さ
れ
る
解
釈
を
認
識
で
き
た
か
否
か
が
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶

禁
止
の
錯
誤

Ａ

総
説

禁
止
の
錯
誤
な
い
し
命
令
の
錯
誤
は
、
不
法
の
意
識
の
裏
面
、
つ
ま
り
、
所
為
の
法
的
全
体
評
価
に
か
か
わ
る
錯
誤
で
あ

る
。
作
為
犯
で
は
、
行
為
者
は
禁
止
に
反
し
た
行
為
を
す
る
の
で
、
禁
止
の
錯
誤
と
云
わ
れ
る
が
、
不
作
為
犯
で
は
、
行
為
者
は
作
為
命

令
に
反
し
て
い
る
の
で
、
命
令
の
錯
誤
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
錯
誤
で
は
、
行
為
者
に
構
成
要
件
的
事
実
の
認
識
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は

な
い
が
、
責
任
非
難
に
必
要
な
不
法
の
認
識
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
以
下
、
命
令
の
錯
誤
を
含
め
て
禁
止
の
錯
誤
と
表
記
す
る
）。
禁

止
の
錯
誤
は
、
構
成
要
件
に
関
連
す
る
か
（
直
接
的
禁
止
の
錯
誤
）、
正
当
化
事
由
に
関
連
す
る
（
間
接
的
禁
止
の
錯
誤
）。
行
為
者
に
法
、

不
法
に
関
す
る
認
識
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
（
た
ん
な
る
不
知
）
場
合
も
、
行
為
者
が
明
ら
か
に
不
法
に
関
し
て
思
い
違
い
を
し
て
い

る
場
合
と
同
様
に
、
禁
止
の
錯
誤
と
扱
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
構
成
要
件
的
錯
誤
に
似
て
い
る
。
構
成
要
件
的
錯
誤
で
も
、
ま
っ
た
く
認

識
の
な
い
場
合
は
意
識
的
誤
認
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
491
）。

禁
止
の
錯
誤
は
自
動
的
に
行
為
者
の
責
任
を
阻
却
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
錯
誤
が
非
難
可
能
な
場
合
、
す
な
わ
ち
、
潜
在
的
不
法
の
意

識
が
あ
る
場
合
、
行
為
者
は
故
意
の
行
為
で
は
故
意
犯
の
、
過
失
の
行
為
で
は
過
失
犯
の
責
任
が
問
わ
れ
る
。
行
為
者
は
、
不
法
の
意
識

が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
潜
在
的
不
法
の
意
識
は
量
刑
に
お
い
て
減
軽
事
由
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
錯
誤
が
避
け
ら
れ
ず
、
非
難
で
き
な
い
と
き
、
潜
在
的
不
法
の
意
識
も
な
い
。
行
為
者
に
は
潜
在
的
不
法
の
意
識
と
い
う
責
任
要
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素
が
欠
け
る
。
非
難
に
値
す
る
法
心
情
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
故
意
犯
に
お
い
て
、
潜
在
的
不
法
の
意
識
が
否
定
さ
れ
る
と
、
こ
れ

を
過
失
犯
と
し
て
処
罰
す
る
可
能
性
も
な
く
な
る
（
492
）。

Ｂ

直
接
的
禁
止
の
錯
誤

直
接
的
禁
止
の
錯
誤
（
抽
象
的
禁
止
の
錯
誤
と
も
呼
ば
れ
る
）
は
不
法
を
基
礎
づ
け
る
全
体
と
し
て
の
構

成
要
件
の
違
法
性
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
原
則
的
に
法
秩
序
に
違
反
し
た
行
為
を
と
っ
て
い
な
い
、
ま
っ
た
く
不
法
へ
の

敷
居
を
越
え
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
493
）。

直
接
的
禁
止
の
錯
誤
の
現
象
形
態
は
、
行
為
者
は
、
禁
止
の
素
材
を
そ
も
そ
も
違
法
と
認
識
し
て
い
な
い
か
、
特
定
の
領
域
を
そ
れ
自

体
知
っ
て
い
る
禁
止
か
ら
除
外
す
る
か
に
応
じ
て
、
禁
止
規
範
の
存
在
か
又
は
そ
の
射
程
距
離
に
関
す
る
錯
誤
の
形
を
と
る
。
例
え
ば
、

自
殺
関
与
罪
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
国
か
ら
き
た
外
国
人
に
は
、
こ
の
禁
止
規
範
の
存
在
に
関
す
る
錯
誤
が
生
じ
う
る
。
行
為
者
が
禁
止

規
範
を
憲
法
違
反
と
誤
信
し
た
と
か
、
す
で
に
廃
止
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
場
合
も
禁
止
規
範
の
存
在
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
親
、
教
師
か
ら
一
定
額
以
下
の
遺
失
物
は
領
得
し
て
も
問
題
な
い
と
教
わ
っ
て
い
た
少
年
が
か
か
る
物
を
領
得
し
た
と
き
、
射

程
距
離
に
関
す
る
錯
誤
が
見
ら
れ
る
（
494
）。

直
接
的
禁
止
の
錯
誤
が
中
核
刑
法
の
領
域
で
生
ず
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
核
刑
法
外
の
領
域
で
生
ず
る
の

で
、
後
者
の
領
域
で
の
実
践
的
意
義
は
大
き
い
。
ま
さ
に
現
代
立
法
者
に
よ
る
規
範
の
洪
水
の
た
め
に
、
規
範
名
宛
人
に
は
ま
す
ま
す
把

握
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
核
刑
法
で
は
、
成
人
の
、
責
任
能
力
の
行
為
者
に
規
範
の
認
識
が
全
く
な
い
と
い
う
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
495
）。
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Ｃ

間
接
的
禁
止
の
錯
誤

間
接
的
禁
止
の
錯
誤
（
具
体
的
禁
止
の
錯
誤
と
も
許
容
性
の
錯
誤
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
場
合
、
行
為
者
は
、

直
接
的
禁
止
の
錯
誤
の
場
合
と
同
様
に
、
価
値
の
次
元
に
関
し
て
錯
誤
に
あ
り
、
所
為
は
不
法
で
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
但

し
、
こ
の
錯
誤
の
原
因
は
構
成
要
件
の
次
元
に
あ
る
の
で
な
く
、
正
当
化
事
由
の
評
価
の
過
誤
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
、⽛
直
接

的
に
⽜
不
法
の
基
礎
と
し
て
の
構
成
要
件
に
お
い
て
適
法
行
為
を
し
て
い
る
と
い
う
確
信
に
達
し
て
い
る
の
で
な
く
、
違
法
性
に
お
い
て

は
じ
め
て
、
い
わ
ば
⽛
間
接
的
に
⽜、
適
法
行
為
を
し
て
い
る
と
の
確
信
に
達
し
て
い
る
。
こ
こ
に
間
接
的
禁
止
の
錯
誤
と
い
う
名
称
が
由

来
す
る
（
496
）。

間
接
的
禁
止
の
錯
誤
の
現
象
形
態
も
規
範
の
存
在
（
有
効
性
）
又
は
射
程
距
離
（
適
用
範
囲
）
に
関
す
る
錯
誤
の
形
を
と
る
。
存
在
の

錯
誤
で
は
、
行
為
者
は
、
法
秩
序
の
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
正
当
化
事
由
を
信
じ
て
い
る
。
射
程
距
離
の
錯
誤
で
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存

在
す
る
正
当
化
事
由
を
拡
張
し
す
ぎ
る
。
存
在
の
錯
誤
は
稀
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
宗
教
家
が
少
年
の
狼
藉
行
為
に
懲
戒
権
を
有
し
て
い

る
と
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
射
程
距
離
の
錯
誤
は
、
例
え
ば
、
侵
害
者
が
既
に
反
撃
さ
れ
て
倒
れ
こ
み
抵
抗
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い

る
の
に
、
被
侵
害
者
が
な
お
⽛
急
迫
性
⽜
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
被
侵
害
者
は
、
事
実
を
正
し
く
把
握
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
正
当
化
事
由
の
⽛
急
迫
性
⽜
と
い
う
規
範
的
要
素
を
間
違
っ
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
497
）。

直
接
的
禁
止
の
錯
誤
も
間
接
的
禁
止
の
錯
誤
も
、
行
為
者
が
法
と
不
法
を
自
己
の
主
観
的
な
法
的
観
念
に
よ
っ
て
線
引
き
し
て
い
て
、

こ
の
線
引
き
が
法
秩
序
の
価
値
原
理
に
反
し
て
い
る
点
に
共
通
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
種
類
の
錯
誤
は
そ
れ
ら
の
法
的
効
果

に
お
い
て
等
し
く
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
、
区
別
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
（
498
）。
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⑷

不
法
の
不
認
識
の
非
難
可
能
性

Ａ

非
難
可
能
性
（
回
避
可
能
性
）
の
規
準

ド
イ
ツ
刑
法
第
一
七
条
と
ス
イ
ス
刑
法
第
二
一
条
は
⽛
回
避
可
能
性
⽜
の
存
否
を
有
責

性
の
有
無
の
規
準
と
す
る
の
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
九
条
は
⽛
非
難
可
能
性
⽜
の
存
否
を
有
責
性
の
有
無
の
規
準
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
方
で
、
非
難
可
能
性
と
い
う
の
は
む
し
ろ
規
範
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
回
避
可
能
性
は
⽛
事
実
面
の
事
情
⽜
を
考

慮
し
や
す
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
が
（
499
）、
他
方
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
七
条
の
回
避
可
能
性
は
次
第
に
規
範
的
規
準
に
合

わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、⽛
禁
止
の
錯
誤
が
回
避
可
能
で
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
の
判
断
は
、
所
為
時
点
の
行
為
者

の
能
力
の
解
明
に
縛
ら
れ
る
う
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
先
ず
、
法
の
認
識
が
錯
誤
者
の
答
責
領
域
に
属
す
る
か
否
か
よ
っ
て
定
ま
る
⽜

と
い
う
指
摘
（
500
）、
さ
ら
に
は
、
非
難
可
能
性
と
回
避
可
能
性
は
禁
止
の
錯
誤
の
領
域
で
は
同
義
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
501
）も
見
ら
れ
る
。

以
下
の
立
論
は
、
非
難
可
能
性
と
回
避
可
能
性
は
同
義
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
出
立
す
る
。
不
法
の
認
識
の
欠
如
が
非
難
で
き
る
か

否
か
の
規
準
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
九
条
が
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
不
法
の
認
識
が
行
為
者
に
も
誰
に
で
も
容
易
に
可
能
な
こ

と
と
、
特
別
の
情
報
収
集
義
務
の
違
反
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
に
見
る
と
、
一
般
的
に
理
解
で
き
る
不
法
と
、
特

別
の
規
定
に
よ
っ
て
し
か
推
定
で
き
な
い
不
法
と
に
分
け
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
規
準
の
前
提
に
も
、
行
為
者
が
、
不
法
を
徴
表
す
る
所
為

事
情
を
認
識
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
⽛
所
為
の
法
秩
序
へ
の
関
係
⽜
を
検
証
す
る
誘
因
と
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
（
502
）。

Ｂ

一
般
的
に
容
易
な
不
法
の
認
識
可
能
性

不
法
が
行
為
者
に
も
誰
に
で
も
容
易
に
認
識
可
能
だ
っ
た
場
合
、
そ
の
錯
誤
は
非
難
可

能
で
あ
る
。
中
核
刑
法
は
、
社
会
に
お
い
て
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
価
値
を
基
礎
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
は
、
自
己
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に
関
係
す
る
法
的
価
値
を
知
っ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
法
的
心
情
の
重
大
な
欠
陥
を
露
見
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
生
命
、
身
体
に
対
す
る
犯
罪
で
は
、
そ
の
不
法
内
容
は
誰
に
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
者
が
法
価
値
秩

序
に
統
合
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
所
為
の
不
法
に
関
し
て
特
別
の
理
由
か
ら
き
わ
め
て
縮
減
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
う
る
（
503
）。

先
ず
、
行
為
者
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
行
為
の
不
法
が
客
観
的
に
見
て
一
定
の
明
証
性
を
有
し
て
い
る
か
否
か
、
つ
ま
り
、
他
人
が
行

為
者
の
状
況
に
い
た
な
ら
ば
所
為
の
不
法
を
容
易
に
認
識
で
き
た
か
否
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
平
均
人
の
一
般
的
価

値
感
情
、
法
感
情
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
免
責
可
能
性
に
か
か
わ
る
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
び
つ
い
た

人
の
判
断
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
不
法
の
認
識
が
誰
に
で
も
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
と
、
次
に
、
行
為
者
も

そ
の
個
人
的
事
情
か
ら
す
る
と
不
法
理
解
に
至
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
か
否
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
判
断
方
法
は
、
客
観

的
要
素
と
主
観
的
・
個
別
的
要
素
か
ら
成
る
。
す
な
わ
ち
、
混
合
し
た
、
客
観
的
・
主
観
的
評
価
が
基
礎
と
な
る
の
で
、⽛
二
重
規
準
⽜
と

も
呼
ば
れ
る
。
行
為
者
に
不
法
理
解
能
力
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
平
均
人
が
所
為
の
不
法
を
認
識
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
の

故
に
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
504
）。

非
難
可
能
性
検
証
の
重
点
は
、
誰
に
で
も
あ
っ
た
不
法
認
識
の
可
能
性
が
行
為
者
に
も
あ
っ
た
否
か
、
つ
ま
り
、
不
法
不
認
識
の
回
避

可
能
性
が
あ
っ
た
か
否
か
に
あ
る
。
こ
の
規
準
は
価
値
違
反
の
意
思
形
成
の
非
難
と
し
て
の
責
任
判
断
に
対
応
す
る
。
出
立
点
は
、
行
為

者
の
個
人
的
可
能
性
と
能
力
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
出
立
し
て
、
行
為
者
が
行
為
の
具
体
的
違
法
性
を
容
易
に
認
識
で
き
た
か
否
か
が
問
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
不
法
の
認
識
は
心
理
学
的
責
任
要
素
で
あ
り
、価
値
の
個
人
的
な
心
理
学
的
認
識
可
能
性
の
存
否
が
問
わ
れ
て
い
る
（
505
）。

行
為
者
個
人
に
あ
る
特
別
の
事
情
が
他
人
に
は
認
め
ら
れ
る
認
識
可
能
性
を
排
除
す
る
場
合
、
不
法
の
不
認
識
は
非
難
可
能
と
は
云
え
な
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い
。
か
か
る
要
因
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
年
齢
、
職
業
、
教
育
、
社
会
的
素
性
及
び
国
籍
が
あ
る
。
法
秩
序
の
異
な
る
故
国
か
ら
日
本
に

来
た
ば
か
り
の
外
国
人
と
か
、
成
長
期
に
十
分
に
社
会
的
価
値
を
教
わ
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
少
年
と
か
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
（
506
）。
行

為
者
は
、
犯
罪
傾
向
が
進
む
に
つ
れ
て
法
感
情
を
抑
圧
す
る
と
か
、
他
の
規
範
を
全
く
拒
否
す
る
よ
う
な
り
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
価
値

に
対
し
て
拒
否
的
又
は
無
関
心
な
態
度
を
と
る
の
で
、
心
理
学
的
に
不
法
理
解
能
力
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
場
合
、
不
法
理
解
能
力
の
欠

損
は
行
為
者
の
消
極
的
人
格
構
造
に
根
ざ
し
て
お
り
、
行
為
者
は
こ
の
欠
損
に
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
思
想
は
規
範
的
責
任

論
の
帰
結
で
あ
る
（
507
）。

Ｃ

照
会
義
務
違
反

行
為
者
が
、
そ
の
職
業
、
業
務
又
は
そ
の
他
、
事
情
か
ら
、
関
連
規
定
を
知
る
特
別
の
義
務
を
懈
怠
し
た
場
合

も
非
難
可
能
で
あ
る
。
情
報
を
得
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
故
意
又
は
過
失
で
不
認
識
の
態
度
を
と
り
続
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
経
験
則
上
、
法
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
事
態
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
508
）。

こ
の
非
難
検
証
も
、
そ
の
前
提
に
、
行
為
者
が
情
報
を
得
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
可
能
性
を
義
務
に
違
反
し
て
利
用
し

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、情
報
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
と
利
用
し
な
い
こ
と
が
重
ね
て
行
為
者
に
非
難
さ
れ
る
。

こ
の
点
で
、
こ
の
規
準
で
も
具
体
的
行
為
者
人
格
が
中
心
に
あ
る
（
509
）。

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
混
合
し
た
、
客
観
的
・
主
観
的
評
価
が
基
礎
と
な
る
。
主
観
的
義
務
違
反
の
前
に
そ
の
都
度
、
客
観
的
照
会

義
務
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
言
及
し
た
客
観
的
・
主
観
的
二
重
規
準
に
帰
着
す
る
こ
の
二
段
階
検
証
は
、
情
報
照
会
義
務
を

過
失
犯
の
領
域
に
お
け
る
義
務
と
比
較
す
る
こ
と
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
過
失
犯
に
お
い
て
は
客
観
的
義
務
違
反
と
主
観
的
義
務
違
反
が
異
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な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
照
会
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
、
当
該
規
定
を
知
る
客
観
的
義
務
に
従
わ
ず
、
し
か
も
、
そ
の

そ
の
能
力
、
事
情
か
ら
し
て
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
的
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
（
510
）。

さ
ら
に
、
行
為
者
が
情
報
照
会
を
し
た
な
ら
ば
必
要
と
さ
れ
る
法
的
明
確
性
が
得
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
情
報
照
会
の
可
能
性
と
不

法
の
意
識
の
間
に
事
物
連
関
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
照
会
義
務
は
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
無
価
値
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
責
任
非

難
を
担
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
要
な
の
は
、
行
為
者
の
状
況
に
あ
る
人
が
情
報
照
会
で
得
る
こ
と
の
で
き
た
で
あ
ろ
う
回
答
の
内
容
に

あ
る
。
回
答
が
明
ら
か
に
行
為
の
違
法
性
を
指
摘
し
た
、
あ
る
い
は
、
違
法
性
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
違
い
な
か
っ
た
と

い
え
る
場
合
、
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
最
高
裁
判
例
か
ら
確
実
に
適
法
と
の
回
答
が
得
ら
れ
た

に
違
い
な
い
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
行
為
者
が
照
会
に
よ
っ
て
も
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の
理
解
に
至
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う

場
合
に
は
、
個
人
的
非
難
は
な
く
な
る
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
も
な
く
な
る
（
511
）。
疑
問
が
あ
る
場
合
に
は
、⽛
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
⽜

の
原
則
に
従
っ
て
、
か
か
ら
事
物
連
関
が
な
い
こ
と
か
ら
出
立
す
る
べ
き
で
あ
る
（
512
）。

照
会
義
務
は
主
と
し
て
中
核
刑
法
外
の
領
域
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
中
核
刑
法
に
お
い
て
法
改
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、

照
会
義
務
が
意
味
を
も
つ
。
こ
の
意
味
で
、
一
般
的
に
容
易
な
不
法
の
認
識
可
能
性
と
照
会
義
務
の
二
つ
の
規
準
は
相
互
補
充
的
関
係
に

あ
る
（
513
）。

Ｄ

非
難
可
能
性
の
欠
け
る
特
殊
の
事
例

行
為
者
が
法
情
報
を
信
用
し
た
が
、
後
に
そ
れ
が
誤
り
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
、

行
為
者
の
非
難
可
能
性
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
判
断
に
当
っ
て
は
、
文
書
に
よ
る
回
答
で
あ
れ
、
口
頭
に
よ
る
回
答
で
あ
れ
、
情
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報
提
供
を
す
る
者
（
公
務
員
も
私
人
も
、
と
り
わ
け
、
医
師
、
税
理
士
、
弁
護
士
な
ど
の
自
由
職
業
人
）・
機
関
が
、
行
為
の
法
的
性
質
に

つ
い
て
の
正
し
い
判
断
を
下
す
の
に
必
要
な
専
門
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
適
格
性
）、
客
観
的
な
、
専
ら
そ
の
専
門
知
識
に
担
わ
れ
た

情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
信
頼
で
き
る
こ
と
（
信
頼
性
）
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
行
為
者
に
肯
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
、

客
観
・
主
観
評
価
の
二
重
規
準
に
依
れ
ば
、
行
為
者
の
非
難
可
能
性
は
な
く
な
る
（
514
）。
し
た
が
っ
て
、
所
轄
官
庁
外
の
公
務
所
に
照
会
し
た

と
き
で
も
、
禁
止
の
錯
誤
が
回
避
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
が
あ
り
う
る
。⽛
市
民
が
ど
う
も
所
轄
外
に
は
見
え
な
い
役
所
に
計
画
の

許
容
性
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
き
、
当
該
役
所
は
照
会
者
に
当
該
質
問
を
判
断
す
る
の
に
十
分
な
専
門
知
識
を
自
ら
は
も
っ
て
い
な
い
こ
と

を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
515
）⽜。
こ
の
教
示
が
な
い
と
き
、
そ
の
法
情
報
を
信
用
し
た
者
の
禁
止
の
錯
誤
は
回
避
可
能
と
は
い
え
な
い
（
516
）。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
情
報
へ
の
信
頼
は
、
法
情
報
を
求
め
て
い
る
者
に
知
ら
れ
て
い
る
又
は
認
識
可
能
な
事
情
か
ら
、
専
門
家
の
適
格

性
や
信
頼
性
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
知
っ
て
い
る
又
は
知
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
法
情
報
が
他
の
適
格
な

者
・
機
関
で
得
ら
れ
た
情
報
と
矛
盾
し
て
い
る
場
合
に
、
性
急
に
も
自
分
に
不
都
合
な
見
解
を
斥
け
、
都
合
の
よ
い
見
解
を
信
頼
し
て
は

な
ら
な
い
（
517
）。

一
般
の
市
民
が
法
的
問
題
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
弁
護
士
に
照
会
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
得
た
情
報
が
誤

り
だ
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
信
頼
し
た
市
民
に
禁
止
の
錯
誤
が
回
避
で
き
た
と
は
い
え
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
、

禁
止
の
錯
誤
が
回
避
で
き
た
と
い
う
場
合
も
あ
り
え
よ
う
。
例
え
ば
、
脱
法
の
た
め
の
見
え
透
い
た
策
謀
を
教
え
る
（
不
誠
実
）
と
か
、

法
情
報
が
明
ら
か
に
客
観
性
を
欠
い
て
い
る
と
か
、誤
情
報
で
あ
る
こ
と
が
素
人
に
で
も
容
易
に
認
識
で
き
る（
客
観
性
の
欠
如
）と
い
っ

た
場
合
で
あ
る
。
弁
護
士
が
自
分
の
専
門
と
す
る
分
野
以
外
の
法
律
問
題
に
つ
い
て
誤
法
情
報
を
与
え
た
と
か
、
自
分
の
専
門
領
域
で

あ
っ
て
も
複
雑
な
法
律
問
題
に
十
分
な
調
べ
も
せ
ず
に
即
興
で
手
短
に
答
え
た
と
い
う
場
合
は
、
一
般
的
に
は
、
禁
止
の
錯
誤
は
回
避
で
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き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
般
市
民
に
は
、
弁
護
士
の
能
力
や
専
門
分
野
を
調
べ
る
能
力
は
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
般
市

民
は
、
法
実
務
の
有
資
格
者
で
あ
る
弁
護
士
か
ら
得
ら
れ
た
法
情
報
を
信
頼
し
て
も
よ
い
と
云
え
よ
う
（
518
）。

判
例
に
お
い
て
、
行
為
時
に
は
適
法
だ
と
判
断
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
違
法
だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
行
為
者
は
、
前
者
の
判
例
を
信

頼
し
て
行
為
を
し
た
時
点
で
、
禁
止
の
錯
誤
に
あ
る
。
判
例
は
、
許
さ
れ
る
解
釈
限
界
内
で
事
後
的
に
不
利
益
解
釈
を
選
択
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
相
応
の
禁
止
の
錯
誤
は
行
為
者
に
非
難
で
き
な
い
。
行
為
者
に
、
自
己
の
行
為
を
法
律
と
整
合
さ
せ
て
検
証
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
期
待
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
519
）。
同
じ
こ
と
は
、
行
為
者
が
、
自
己
の
行
為
を
適
法
と
判
断
す
る
従
前
の
判
例
を

知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
も
云
え
る
。
行
為
者
は
、
情
報
収
集
義
務
を
果
た
し
た
と
し
て
も
や
は
り
不
法
の
理
解
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い

え
る
か
ら
で
あ
る
。
照
会
義
務
と
法
の
認
識
の
間
に
事
物
連
関
が
欠
け
る
の
で
あ
る
。
上
級
審
と
下
級
審
で
判
断
が
異
な
っ
て
い
る
場

合
、
前
者
の
判
決
を
信
用
し
た
行
為
者
に
は
、
禁
止
の
錯
誤
の
非
難
は
で
き
な
い
。
前
者
の
判
決
を
遵
守
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑

罰
を
予
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、上
級
審
の
判
決
は
無
駄
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

同
審
級
の
裁
判
所
間
で
、
異
な
っ
た
判
決
が
あ
る
と
き
、
回
避
で
き
る
禁
止
の
錯
誤
又
は
未
必
の
不
法
の
意
識
が
認
め
ら
れ
る
（
520
）。

注（
375
）
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
102
f.;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
16;Fuchs,(Fn.4),24.K
ap
Rn
1
ff.;F.H
öpfel,W
iener
K
om
m
entar
zum

Strafgesetzbuch,2000,§
10
Rn
1;T
h.Lenckner,D
.Sternberg-Lieben,Schönke/SchröderStrafgesetzbuch,2010,V
or§§
32
ff.Rn
108.こ

れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
責
任
か
ら
免
責
事
由
を
一
般
的
に
排
除
し
て
、
予
防
上
刑
罰
を
必
要
と
す
る
か
否
か
を
問
い
、
責
任
を
存
続
さ
せ
る
。

R
oxin,(Fn.8),§
19
Rn
3
ff.,§
24
Rn
127.し
か
し
、
免
責
事
由
が
予
防
の
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
免
責
事
由
に
と
っ
て
決
定
的
な
規
準
は
、

行
為
者
に
刑
罰
に
値
す
る
ほ
ど
の
非
難
の
程
度
に
達
し
て
い
る
の
か
否
か
で
あ
る
。
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
127
ff.
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（
376
）
H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
1;EBRV
1971,76
rSp.ド
イ
ツ
で
は
、
第
二
次
刑
法
改
正
ま
で
は
Zurechnungsfähigkeitが
用
い
ら
れ
て
い
た
（
旧
第

五
一
条
）
の
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
方
が
記
述
的
響
き
の
あ
る
Schuldfähigkeitよ
り
も
良
い
と
い
う
学
説
も
見
ら
れ
る
。
F.Streng,M
üm
chner

K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,2003,§
20
Rn
28.

（
377
）
K
ienapfel/H
öpfel,(Fn.1),Z
14
Rn
2.

（
378
）
A
.T
ipold,V
om
„Schw
achsinn“,JSt2009,118
ff.

（
379
）
F.Bom
m
er,V
.D
ittm
ann,BaslerK
om
m
entarStrafrechtI,3.A
ufl.,2013,A
rt19
Rn
15,26
u.36;K
.Seelm
ann,StrafrechtA
T
,4.A
ufl.,

2009,76.

（
380
）
小
野
清
一
郎
⽛
責
任
能
力
の
人
間
学
的
解
明
（
2
）⽜
ジ
ュ
リ
ス
ト
368
（
一
九
六
七
）
一
二
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
安
田
拓
人
⽝
刑
事
責
任
能
力
の
本
質
と

そ
の
判
断
基
準
⽞
二
〇
〇
六
年
・
一
九
頁
注
2
は
、
現
行
刑
法
に
は
心
神
喪
失
と
並
ん
で
心
神
耗
弱
の
規
定
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
精
神
障
礙
者
で
あ
る
が
、

そ
の
程
度
が
異
な
り
、
そ
の
判
断
は
認
識
・
制
禦
能
力
の
程
度
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
現
行
刑
法
第
三
九
条
が
生
物
学
的
方
法
を
意
図
し
て
い
た
と

は
断
定
で
き
な
い
と
す
る
。

（
381
）
最
判
昭
和
二
九
・
七
・
三
〇
刑
集
八
・
七
・
一
二
三
一
、
東
京
高
判
昭
和
五
九
・
一
一
・
二
七
判
時
一
一
五
八
・
二
四
九
（
心
神
耗
弱
と
は
、⽛
是
非
を
弁

別
す
る
能
力
及
び
こ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
著
し
く
減
弱
し
た
⽜
状
態
を
言
云
う
）。

ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、⽛
不
法
⽜
の
弁
識
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
規
範
的
責
任
論
か
ら
は
、
こ
の
用
語
の
法
が
事
物
の
⽛
理
非
善
悪
⽜
と
い
う
表

現
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
最
決
昭
和
二
九
・
七
・
三
〇
刑
集
八
・
七
・
一
二
三
一
も
⽛
刑
法
上
心
神
喪
失
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
犯
行
の
当
時
に
お
い

て
行
為
の
違
法
性
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
又
は
こ
れ
に
従
つ
て
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
よ
う
な
無
能
力
者
を
指
⽜
す
と
説
示
し
て
い
る
。

内
藤
（
注
268
）
七
九
一
頁
、
大
谷
（
注
1
）
三
二
四
頁
、
川
端
（
注
278
）
四
〇
四
頁
、
安
田
（
注
380
）
七
五
頁
。
な
お
、
改
正
刑
法
草
案
第
一
六
条
⽛
①
精

神
の
障
害
に
よ
り
、
行
為
の
是
非
を
弁
別
し
又
は
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
い
者
の
行
為
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
。
②
精
神
の
障
害
に
よ
り
、

前
項
に
規
定
す
る
能
力
が
著
し
く
低
い
者
の
行
為
は
、
そ
の
刑
を
軽
減
す
る
⽜
と
規
定
し
、
刑
法
第
三
九
条
に
関
す
る
大
審
院
昭
和
六
年
一
二
月
三
日
判
決

に
従
っ
た
混
合
的
方
法
を
採
用
し
た
。

な
お
、
責
任
能
力
・
限
定
責
任
能
力
の
概
念
内
容
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
歴
史
上
、
混
合
的
方
法
の
外
に
心
理
学
的
方
法
と
生
物
学
的
方
法
が
あ
る
。

前
者
に
、
一
八
四
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
⽛
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
・
ル
ー
ル
（
M
N̓
aghten
rule）⽜
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
が
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ド
ウ
ラ
マ

ン
ド
を
射
殺
し
た
が
、
妄
想
に
囚
わ
れ
て
い
て
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
卿
を
殺
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
た
と
い
う
政
治
が
ら
み
の
事
件
で
、
貴
族
院
は
裁
判
官

に
責
任
無
能
力
抗
弁
の
定
義
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
答
え
が
、⽛
精
神
異
常
の
理
由
に
よ
る
抗
弁
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
を
お
こ
な
っ
た
と
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き
に
、
被
告
人
が
、
精
神
の
疾
患
の
た
め
に
、
自
分
の
し
て
い
る
行
為
の
性
質
を
知
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
、
又
は
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
分
は
邪
悪
な
こ

と（
w
rong）を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
理
性
の
欠
け
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
こ
の
基
準
は
後
に
ア
メ
リ
カ
で
確
立
さ
れ
、時
に
、⽛
抵
抗
し
が
た
い
衝
動
基
準
⽜に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
M
cN
aghten
Case,8Eng.

Rep.718,(1843),14,36.し
か
し
、
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
・
ル
ー
ル
に
対
し
て
は
、⽛
責
任
無
能
力
⽜
が
何
を
意
味
し
よ
う
と
、
こ
れ
は
、⽛
知
っ
て
い
る
⽜
と
か

⽛
邪
悪
で
あ
る
⽜
と
か
い
う
指
示
で
は
全
く
捉
え
ら
れ
な
い
異
常
な
精
神
の
状
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
基
準
は
全
く
正
鵠
を
失
し
て
い
る
等
の
批

判
が
加
え
ら
れ
た
。
後
者
の
方
法
が
現
れ
た
の
は
こ
う
し
た
批
判
を
背
景
に
し
て
い
る
。
一
九
五
四
年
に
、ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
、

⽛
ダ
ー
ラ
ム
・
ル
ー
ル
（
D
urham
rule）⽜
が
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、⽛
被
告
人
は
、
自
己
の
行
為
が
精
神
の
疾
患
又
は
欠
陥
の
所
産
で
あ
っ
た

と
き
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
負
わ
な
い
⽜
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
D
urham
v.U
nited
States,214F.2d
862,874-5(D
.C.Cir.1954).し
か
し
、
こ
れ
は

後
に
廃
棄
さ
れ
た
。
U
nited
States
v.Brw
aner,471
F.2d
969
(D
.C.Cir.1972).C.R
.Jeffery,Crim
inalResponsibility
and
M
entalD
isease,

1967,14ff.参
照
、
墨
谷
葵
⽝
責
任
能
力
基
準
の
研
究
⽞
一
九
八
〇
年
・
二
一
頁
、
一
〇
〇
頁
以
下
、
同
⽛
責
任
能
力
⽜（⽝
刑
法
基
本
講
座
第
二
巻
⽞・
所
収
・

一
九
九
四
年
）
二
三
四
頁
以
下
、
二
四
四
頁
以
下
、
岩
井
宜
子
⽝
精
神
障
害
者
福
祉
と
司
法
⽞
一
九
九
七
年
・
一
二
八
頁
以
下
。

（
382
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
33;Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
1;Streng,(Fn.359),X
IRn
842.

（
383
）
医
学
的
病
気
概
念
に
つ
い
て
、
参
照
、
安
田
（
注
380
）
二
二
頁
以
下
。

（
384
）
BGH
St14,30、
32⽛
こ
こ
に
は
（
す
な
わ
ち
、
法
律
的
病
気
概
念
に
は
）、
臨
床
・
精
神
医
学
的
意
味
で
の
精
神
病
だ
け
で
な
く
、
理
解
力
並
び
に
意
思

生
活
、
感
情
生
活
あ
る
い
は
欲
動
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
障
礙
が
入
る
。
そ
れ
ら
は
、
正
常
な
、
精
神
的
に
成
熟
し
た
人
に
存
在
す
る
、
意
思
形
成
を
可

能
と
す
る
表
象
、
感
情
を
毀
損
す
る
。
…
…
全
力
を
尽
く
し
て
自
分
の
意
思
力
を
働
か
せ
て
も
十
分
に
抵
抗
で
き
な
い
ほ
ど
の
強
力
な
性
的
欲
動
に
も
当
て

は
ま
る
⽜。
BGH
N
JW
55,1726;vgl.R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
3.

（
385
）
W
.Perron,Schönke/SchröderStrafgesetzbuch,2010,§
20
Rn
20;W
.Schild,N
om
osK
om
m
entarStrafgesetzbuch,3.A
ufl.,2010,§
20

Rn
16;Streng,(Fn.359),X
IRn
843.

（
386
）
Streng,(Fn.359),X
IRn
844.

（
387
）
Streng,(Fn.359),X
IRn
844.

（
388
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
34;H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
4.

癲
癇
に
つ
き
心
神
喪
失
と
さ
れ
た
事
例
：
東
京
高
判
昭
和
四
九
・
七
・
一
九
東
高
刑
時
報
二
五
・
七
・
六
〇
［
業
務
上
過
失
傷
害
等
被
告
事
件
］（
被
告
人

が
、犯
行
時
癲
癇
発
作
の
た
め
の
意
識
障
害
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
き
は
、心
神
喪
失
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
）、福
岡
家
小
倉
支
判
昭
和
四
一
・
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八
・
一
六
［
強
盗
致
傷
保
護
事
件
］（
外
因
性
精
神
薄
弱
兼
外
因
性
癲
癇
患
者
が
、
そ
の
癲
癇
の
発
作
と
し
て
し
た
強
盗
致
傷
は
、
心
神
喪
失
者
の
行
為
に
当

る
）。

（
389
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
34.

統
合
失
調
症
に
つ
き
、
最
高
裁
判
所
は
、
統
合
失
調
症
が
直
ち
に
心
神
喪
失
を
導
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
又
、
寛
解
期
で
あ
っ
て
も
犯
行
に
精
神
分
裂

病
の
影
響
が
窺
が
わ
れ
る
と
き
は
、
完
全
責
任
能
力
を
認
め
ら
れ
う
る
と
し
て
い
る
。
最
決
昭
和
五
三
・
三
・
二
四
刑
集
三
二
・
二
・
四
〇
八
は
、〔
精
神
分

裂
病
で
入
院
歴
の
あ
る
被
告
人
が
、
結
婚
を
断
ら
れ
た
相
手
の
家
族
ら
五
名
を
殺
害
し
、
二
名
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
第
一
審
は
死
刑
を

宣
告
し
、
第
二
審
も
こ
れ
を
支
持
し
た
が
、⽛
被
告
人
の
病
歴
、
犯
行
態
様
に
み
ら
れ
る
奇
異
な
行
動
及
び
犯
行
以
後
の
病
状
な
ど
を
総
合
考
察
す
る
と
、
被

告
人
は
本
件
犯
行
時
に
精
神
分
裂
病
の
影
響
に
よ
り
、
行
為
の
是
非
善
悪
を
弁
識
す
る
能
力
又
は
そ
の
弁
識
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
著
し
く
減
退
し
て

い
た
と
の
疑
い
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
原
判
決
は
、
本
件
犯
行
が
被
告
人
の
精
神
分
裂
病
の
寛
解
期
に
な
さ
れ
た
こ
と
の
ほ
か
、
犯
行
の
動

機
の
存
在
、
右
犯
行
が
病
的
体
験
と
直
接
の
つ
な
が
り
を
も
た
ず
周
到
な
準
備
の
も
と
に
計
画
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
及
び
犯
行
後
の
証
拠
隠
滅
工
作
を
含
む

一
連
の
行
動
を
重
視
し
、
Ｉ
鑑
定
を
裏
付
け
と
し
て
、
被
告
人
の
精
神
状
態
の
著
し
い
欠
陥
、
障
害
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
定
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、

原
判
決
は
、
被
告
人
の
限
定
責
任
能
力
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
重
大
な
事
実
誤
認
の
疑
い
が
あ
⽜
る
と
判
示
し
て
、
原

判
決
を
破
棄
し
、
高
松
高
裁
に
差
し
戻
し
た
。
差
し
戻
し
後
の
原
審
は
、
心
神
耗
弱
を
認
め
、
無
期
懲
役
と
し
た
の
に
対
し
、
被
告
人
は
心
神
喪
失
を
主
張

し
て
上
告
し
た
。
第
二
次
上
告
審
最
決
昭
和
五
九
・
七
・
三
刑
集
三
八
・
八
・
二
七
八
三
は
、⽛
な
お
、
被
告
人
の
精
神
状
態
が
刑
法
三
九
条
に
い
う
心
神
喪

失
又
は
心
神
耗
弱
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
法
律
判
断
で
あ
る
か
ら
専
ら
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
原
判
決
が
、
所
論
精
神
鑑
定

書
（
…
…
）
の
結
論
の
部
分
に
被
告
人
が
犯
行
当
時
心
神
喪
失
の
情
況
に
あ
っ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
の
に
そ
の
部
分
を
採
用
せ
ず
、
右
鑑
定
書
全
体
の
記
載

内
容
と
そ
の
余
の
精
神
鑑
定
の
結
果
、
並
び
に
記
録
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
被
告
人
の
犯
行
当
時
の
病
状
、
犯
行
前
の
生
活
状
態
、
犯
行
の
動
機
・
態
様
等
を

総
合
し
て
、
被
告
人
が
本
件
当
時
精
神
分
裂
病
の
影
響
に
よ
り
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
と
認
定
し
た
の
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
⽜

と
説
示
し
た
。

下
級
審
で
心
神
喪
失
と
さ
れ
た
事
例
：
福
岡
高
那
覇
支
判
平
成
一
六
・
一
一
・
二
五
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
集
平
成
一
六
・
二
〇
五
〔
被
告
人
は
緊

張
型
統
合
失
調
症
の
憎
悪
状
態
で
約
一
五
分
の
間
に
両
親
に
対
す
る
殺
人
未
遂
及
び
四
名
の
通
行
人
に
対
す
る
殺
人
・
傷
害
の
無
差
別
連
続
殺
傷
事
件
を
起

こ
し
た
と
い
う
事
案
〕⽛
被
告
人
が
両
親
を
攻
撃
し
た
の
は
、
了
解
可
能
な
点
は
全
く
な
く
、
そ
の
行
為
が
緊
張
型
統
合
失
調
症
に
よ
る
妄
想
、
幻
聴
に
完
全

か
つ
直
接
に
支
配
さ
れ
て
為
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、被
告
人
は
、本
件
第
一
、第
二
の
事
実
の
当
時
是
非
弁
別
能
力
及
び
行
動
制
御
能
力
を
完
全
に
失
っ

て
お
り
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
件
第
三
以
降
の
事
実
当
時
も
自
分
は
神
で
あ
る
と
い
う
妄
想
、
殺
せ
と
い
う
幻
聴
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を
主
軸
と
し
、
こ
れ
に
支
配
さ
れ
た
状
態
で
行
為
に
及
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
、
是
非
弁
別
能
力
、
行
動
制
御
能
力
は
失
わ
れ
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た

も
の
と
認
め
ら
れ
る
⽜、
東
京
地
判
昭
和
三
三
・
一
二
・
二
五
一
審
刑
集
一
・
一
二
・
二
一
三
四
⽛
被
告
人
は
分
裂
病
質
の
型
に
属
す
る
生
来
性
々
格
異
常
者

で
あ
る
が
、
遅
く
と
も
昭
和
二
四
年
初
め
頃
精
神
分
裂
病
（
破
瓜
病
）
に
罹
患
し
、
本
件
各
犯
行
当
時
は
病
勢
悪
化
に
よ
り
そ
の
症
状
が
憎
悪
し
、
衝
動
性

の
亢
進
、
高
等
感
情
、
道
徳
感
情
の
著
し
い
鈍
磨
等
を
来
た
し
、
関
係
、
被
害
等
の
妄
想
に
支
配
さ
れ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
幻
聴
も
存
し
、
本
件
各
犯
行
は

い
ず
れ
も
右
症
状
に
基
く
病
的
衝
動
行
為
ま
た
は
幻
覚
、
妄
想
の
支
配
に
よ
る
病
的
行
為
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
⽜。
心
神
耗
弱
と
さ
れ
た
事
例
：
甲
府
地

判
平
成
一
六
・
五
・
六
裁
判
所
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
〔
被
告
人
は
小
刀
で
被
害
者
の
背
部
を
突
き
刺
す
な
ど
し
、
大
動
脈
切
断
に
よ
る
出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
に

よ
り
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
〕⽛
本
件
犯
行
当
時
の
被
告
人
は
、
統
合
失
調
症
に
よ
る
妄
想
の
症
状
を
呈
し
、
易
怒
性
の
人
格
変
化
を
来
し
て
、
社
会
適
応

能
力
を
段
階
的
に
低
下
さ
せ
な
が
ら
も
、
な
お
そ
の
病
状
は
精
神
荒
廃
に
至
る
重
度
も
の
と
ま
で
は
い
え
ず
、
実
際
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の

社
会
的
適
応
性
を
保
ち
、
人
格
の
崩
れ
も
比
較
的
経
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
…
…
被
告
人
に
は
、
本
件
犯
行
当
時
、
行
為
の
是
非
善
悪
を
弁
別

し
こ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
多
少
は
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
犯
行
の
経
過
の
唐
突
さ
や
衝
動
性
は
否
め
な
い
こ
と
か

ら
、
統
合
失
調
症
に
よ
り
、
自
己
の
行
為
の
是
非
を
弁
別
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
著
し
く
減
弱
し
て
お
り
、
心
神
耗
弱
状
態
に
あ
っ
た
と
認

め
る
の
が
相
当
で
あ
る
⽜、
東
京
高
判
昭
和
五
六
・
一
・
二
六
高
刑
集
三
四
・
二
・
二
七
六
、
東
京
高
判
昭
和
六
〇
・
四
・
二
五
判
時
一
一
六
八
・
一
五
四
。

な
お
、
神
戸
地
判
平
成
一
八
・
二
・
一
〔
牛
刀
で
夫
の
母
を
数
回
突
き
刺
し
た
が
、
騒
ぎ
を
聞
き
つ
け
て
駆
け
つ
け
た
被
告
人
の
夫
に
取
り
抑
え
ら
れ
た
た

め
、
殺
害
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕⽛
被
告
人
が
ス
ト
レ
ス
の
蓄
積
に
極
度
の
孤
独
感
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
急
性
一
過
性
精
神
病
性
障

害
を
発
病
し
、
そ
の
た
め
、
本
件
犯
行
当
時
、
物
事
の
是
非
善
悪
を
弁
識
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
著
し
く
減
退
し
、
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
⽜。

（
390
）
躁
う
つ
病
に
つ
き
心
神
喪
失
と
さ
れ
た
事
例
：
さ
い
た
ま
地
判
平
成
一
六
・
一
二
・
一
〇
裁
判
所
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
〔
被
告
人
は
、
殺
意
を
も
っ
て
五
ヶ

月
の
長
女
を
浴
室
で
溺
死
さ
せ
た
と
い
う
事
案
〕⽛
被
告
人
は
内
因
性
の
躁
う
つ
病
に
罹
患
し
、
本
件
犯
行
当
時
は
う
つ
病
期
に
あ
っ
て
重
症
で
あ
り
、
犯
行

が
そ
の
影
響
下
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
、
被
告
人
が
是
非
善
悪
を
弁
識
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
た
疑
い
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
本
件
行
為
は
責
任
能
力
を
欠
く
行
為
と
し
て
罪
と
な
ら
な
い
⽜、
東
京
地
判
昭
和
四
三
・
一
二
・
四
下
刑
集
一
〇
・
一
二
・
一
一
九
五
〔
被
告
人
は
重

度
の
心
身
障
害
者
で
あ
る
三
男
甲
を
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
〕⽛
被
告
人
は
以
前
か
ら
鬱
病
に
罹
患
し
て
お
り
、
そ
れ
も
反
応
性
の
も
の
で
は
な
く
内
因
性
鬱

病
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ま
で
も
、
甲
の
看
護
養
育
と
言
う
重
い
心
理
的
負
担
の
影
響
も
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
抑
欝
状
態
を
経
過
し
て
来
た
が
、
特
に
同
四
二
年

七
月
ご
ろ
か
ら
は
高
度
の
抑
鬱
状
態
に
あ
つ
た
と
こ
ろ
、
家
族
が
医
院
を
廃
業
し
て
転
居
す
る
こ
と
を
相
談
す
る
に
及
び
、
甲
を
抱
え
た
家
族
の
将
来
を
い

た
く
憂
慮
し
て
、
深
刻
な
絶
望
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
病
的
心
理
的
負
因
に
よ
つ
て
高
め
ら
れ
た
自
殺
年
慮
の
病
的
衝
動
に
に
よ
つ
て
他
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の
行
為
の
選
択
を
期
待
で
き
な
い
状
態
に
陥
り
、
そ
の
結
果
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
…
…
被
告
人
は
、
…
…
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
つ
た
⽜、

神
戸
地
判
昭
和
三
三
・
一
・
一
〇
一
審
刑
集
一
・
一
・
五
。
心
神
耗
弱
と
さ
れ
た
事
例
：
神
戸
地
判
平
成
一
八
・
九
・
八
裁
判
所
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
〔
被

告
人
は
空
港
エ
プ
ロ
ン
内
に
普
通
乗
用
自
動
車
を
運
転
し
て
侵
入
し
、
物
を
損
壊
し
、
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
事
案
〕⽛
被
告
人
は
、
本
件
犯
行

当
時
、
双
極
性
感
情
障
害
の
躁
状
態
の
た
め
、
是
非
を
弁
別
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
著
し
く
減
退
し
た
状
態
に
あ
っ
た
⽜、
東
京
地
判
平
成
一

七
・
三
・
二
三
判
タ
一
一
八
二
・
一
二
九
〔
被
告
人
は
、
大
型
航
空
機
の
操
縦
室
内
に
侵
入
し
、
洋
包
丁
を
用
い
て
機
長
に
脅
迫
を
加
え
、
さ
ら
に
、
同
機

長
を
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
〕⽛
本
件
犯
行
当
時
、
被
告
人
は
、
抗
う
つ
剤
な
ど
に
よ
る
治
療
の
途
上
に
生
じ
た
、
う
つ
状
態
と
躁
状
態
の
混
ざ
っ
た
混
合
状

態
に
あ
り
、
そ
の
影
響
に
よ
り
是
非
弁
識
能
力
及
び
行
動
制
御
能
力
の
著
し
く
減
退
し
た
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
う

し
た
能
力
を
全
く
欠
く
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
告
人
は
、
本
件
犯
行
当
時
、
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と

認
定
す
る
の
が
相
当
⽜。

（
391
）
Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
3;Streng,(Fn.359),X
IRn
845
ff.

わ
が
国
で
は
、
真
の
精
神
病
（
外
因
性
精
神
病
と
内
因
性
精
神
病
）
の
場
合
、
心
理
的
要
素
の
分
析
を
要
せ
ず
、
無
条
件
で
責
任
無
能
力
を
認
め
る
べ
き

だ
が
、
但
し
、
そ
の
精
神
病
が
発
病
期
で
ま
だ
軽
い
場
合
及
び
寛
解
期
で
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
、
行
為
と
の
心
理
的
結
び
つ
き
を
検
討
す
べ
き
と
の

見
解
が
あ
る
。
平
野
龍
一
⽝
刑
法
総
論
II
⽞
一
九
七
五
年
・
二
九
〇
頁
、
中
田
修
⽝
犯
罪
精
神
医
学
⽞
一
九
七
二
年
・
六
七
頁
以
下
、
仲
宗
根
玄
吉
⽝
精
神

医
学
と
刑
事
法
学
の
交
錯
⽞
一
九
八
一
年
・
二
五
〇
頁
。
な
お
、
大
谷
（
注
1
）
三
二
五
頁
、
浅
田
（
注
7
）
二
八
四
頁
⽛
生
物
学
的
要
件
が
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
心
理
学
的
要
件
の
存
在
が
事
実
上
推
定
さ
れ
る
⽜。

（
392
）
O
.T
riffterer,Salzburger
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,4.Lfg.,§
11
Rn
29.

（
393
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
36;Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
5;Streng,(Fn.359),X
IRn
849.

（
394
）
H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
6.

（
395
）
病
的
酩
酊
に
つ
き
心
神
喪
失
と
さ
れ
た
事
例
：
大
阪
地
判
昭
和
五
〇
・
五
・
二
六
判
時
七
九
六
・
一
一
一
［
殺
人
被
告
事
件
］、
仙
台
高
判
昭
和
三
〇
・
三
・

二
二
高
裁
特
二
・
六
・
一
六
七
［
窃
盗
被
告
事
件
］。
複
雑
酩
酊
に
つ
き
心
神
耗
弱
と
さ
れ
た
事
例
：
大
阪
地
判
昭
和
四
八
・
三
・
一
六
判
タ
三
〇
六
・
三
〇

四
［
強
姦
被
告
事
件
］。

（
396
）
R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
9
f.;Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
6;H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
7.

覚
せ
い
剤
中
毒
に
つ
い
て
、
名
古
屋
高
判
昭
和
三
一
・
四
・
一
九
高
刑
集
九
・
五
・
四
一
一
は
、⽛
被
告
人
は
生
来
異
常
性
格
者
で
ヒ
ロ
ポ
ン
中
毒
の
為
そ

の
変
質
の
度
を
増
し
本
件
行
為
当
時
は
薬
剤
注
射
に
よ
り
症
候
性
精
神
病
を
発
し
お
り
本
件
犯
行
は
該
病
の
部
分
現
象
で
あ
る
妄
想
の
推
進
下
に
遂
行
さ
れ
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た
も
の
で
あ
っ
て
通
常
人
と
し
て
の
自
由
な
る
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
全
く
不
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
⽜
と
説
示
し
て
、
殺
人
行
為

に
つ
き
心
神
喪
失
を
認
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
裁
判
例
は
、
人
格
変
容
の
有
無
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
心
神
耗
弱
な
い
し
完
全
責
任
能
力
を
認
め
る
傾

向
に
あ
る
。
東
京
高
判
昭
和
五
九
・
一
一
・
二
七
判
時
一
一
五
八
・
二
四
九
は
、〔
被
告
人
は
覚
せ
い
剤
使
用
の
影
響
に
よ
る
異
常
な
精
神
状
態
で
、
監
禁
や

殺
人
等
を
行
っ
た
。
第
一
審
で
は
、
正
常
と
す
る
一
鑑
定
と
心
神
喪
失
と
す
る
二
鑑
定
が
提
出
さ
れ
た
が
、
完
全
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
事
案
〕

に
つ
い
て
、⽛
被
告
人
は
…
…
妄
想
や
幻
覚
の
現
れ
た
異
常
な
精
神
状
態
に
あ
っ
た
が
、
な
お
被
告
人
は
、
自
己
の
行
為
の
意
味
や
そ
の
反
規
範
性
を
認
識
す

る
能
力
、
他
人
に
対
す
る
配
慮
を
し
、
事
態
に
応
じ
自
己
の
意
思
に
よ
り
行
為
す
る
能
力
を
あ
る
程
度
保
持
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
、
被
告
人
の
人
格
が
妄

想
や
幻
覚
に
完
全
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
⽜
と
し
て
、
心
神
耗
弱
を
認
定
し
た
。
そ
の
他
、
東
京
地
判
昭
和
五
三
・
一
一
・
二
二
判
時
九

二
九
・
一
四
二
（
控
訴
審
も
支
持
、
東
京
高
判
昭
和
五
四
・
九
・
二
七
判
時
九
五
八
・
一
二
一
）、
京
都
地
判
昭
和
五
四
・
八
・
二
四
判
時
九
五
八
・
一
二
一
、

札
幌
地
判
昭
和
五
四
・
九
・
二
七
判
時
九
五
八
・
一
二
一
、
大
阪
地
判
昭
和
五
九
・
四
・
二
〇
判
タ
五
三
五
・
三
一
二
。
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
も
の
に
、

最
判
昭
和
五
八
・
九
・
一
三
判
時
一
一
〇
〇
・
一
五
六
。

（
397
）
責
任
無
能
力
の
規
定
は
あ
る
が
、
限
定
責
任
能
力
の
規
定
を
も
た
な
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
は
、
謀
殺
罪
（
第
七
五
条
。
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
自

由
刑
又
は
終
身
自
由
刑
）
と
区
別
し
て
そ
の
減
軽
類
型
と
し
て
第
七
六
条
で
故
殺
罪
を
定
め
る
。⽛
一
般
的
に
当
然
な
激
し
い
興
奮
状
態
に
お
い
て
我
を
忘

れ
て
他
人
を
殺
害
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
⽜。
本
条
は
限
定
責
任
能
力
に
相
当
す
る
場
合
の
特
別
の
規
定
と
解

さ
れ
て
い
る
。
R
.M
oos,D
ie
T
ötung
im
A
ffektim
neuen
österreichischen
Strafrecht,ZStW
89
(1977),796
ff.,808.ス
イ
ス
刑
法
も
、
そ
の
第

一
一
一
条
に
殺
人
罪
（
五
年
以
上
の
自
由
刑
）
の
一
般
的
規
定
が
、
そ
の
加
重
類
型
と
し
て
第
一
一
二
条
に
謀
殺
罪
（
終
身
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以
上
の
自

由
刑
）
が
、
そ
の
減
軽
類
型
と
し
て
第
一
一
三
条
に
故
殺
罪
⽛
行
為
者
が
事
情
に
よ
っ
て
は
免
責
可
能
な
激
し
い
興
奮
状
態
で
、
又
は
、
重
い
精
神
的
負
担

の
下
で
行
為
し
た
と
き
、
刑
は
一
年
以
上
一
〇
年
以
下
と
す
る
⽜
を
定
め
る
。
G
.Stratenw
erth,W
.W
ohlers,Schw
eizerisches
Strafgesetzbuch,

2007,A
rt113.

（
398
）
R
.M
oos,D
ie
vorsätzlichen
T
ötungsdelikte
im
neuen
Strafrecht,LJZ
N
r.1
(1991),9
ff.,14.

（
399
）
K
.Schlüter,A
ffektund
§
51
StGB
aus
psychiatrischer
Sicht,N
JW
1971,1070
ff.;P.Bresser,Problem
e
beider
Schuldfähigkeits-und

Schuldbeurteilung,N
JW
1978,1188
ff.

（
400
）
BGH
N
JW
1959,2315;BGH
St11,20⽛
刑
法
第
五
一
条
の
意
味
で
の
意
識
障
礙
は
、
極
端
な
興
奮
状
態
で
行
為
を
す
る
者
の
場
合
、
病
気
に
罹
患
し
て

お
ら
ず
、
行
為
者
の
情
動
状
態
が
そ
の
他
の
脱
落
症
状
（
例
え
ば
、
寝
ぼ
け
、
催
眠
、
熱
又
は
同
種
の
欠
損
）
を
伴
っ
て
い
な
く
と
も
、
認
め
ら
れ
う
る
⽜；

R
oxin,(Fn.8),§
20Rn
14ff.;H
.-J.Behrend,1983,A
ffektund
V
orverschulden,1983,14f.参
照
、
林
美
月
子
⽝
情
動
行
為
と
責
任
能
力
⽞
一
九
九
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一
・
五
〇
頁
以
下
。

（
401
）
Perron,(Fn.385),§
20
Rn
15;vgl.BGH
N
StZ
84,259;BGH
N
StZ
97,232.

こ
れ
に
対
し
て
、
大
阪
地
判
昭
和
四
六
・
七
・
一
判
時
六
五
六
・
一
〇
三
、
判
タ
二
七
四
・
三
五
五
は
、〔
被
告
人
は
、
実
兄
か
ら
飲
酒
の
上
、
何
等
理
由

な
く
殴
打
さ
れ
る
等
の
暴
行
を
し
ば
し
ば
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
都
度
こ
れ
を
堪
え
忍
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
四
一
年
五
月
一
五
日
午
前
零
時
頃
、
自
宅

に
実
兄
が
飲
酒
の
上
訪
れ
、
同
人
か
ら
再
三
に
わ
た
り
顔
面
等
を
殴
打
さ
れ
、
一
旦
は
戸
外
へ
難
を
避
け
よ
う
と
し
た
が
、
同
人
に
こ
れ
を
阻
ま
れ
更
に
同

様
暴
行
を
加
え
ら
れ
た
た
め
、
遂
に
憤
激
の
余
り
咄
嗟
に
同
人
を
殺
害
し
よ
う
と
決
意
し
、
炊
事
場
か
ら
菜
切
包
丁
を
持
ち
出
し
同
人
の
胸
部
、
右
頚
部
を

突
き
刺
し
た
が
、
同
人
に
対
し
加
療
約
三
週
間
を
要
す
る
右
側
頚
部
、
前
胸
部
突
創
等
の
傷
害
に
止
ま
り
そ
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、

結
論
的
に
は
⽛
心
神
喪
失
で
は
な
か
っ
た
と
の
合
理
的
疑
い
⽜
が
あ
る
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
が
、
そ
の
判
決
文
中
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。⽛
被
告

人
に
は
て
ん
か
ん
や
、
器
質
性
の
脳
障
害
、
精
神
薄
弱
、
精
神
病
、
異
常
な
い
し
病
的
な
ア
ル
コ
ー
ル
酩
酊
等
の
身
体
疾
患
は
見
出
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
、

被
告
人
は
高
度
の
人
格
形
成
と
、
知
的
水
準
の
高
さ
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
正
常
な
人
間
の
い
わ
ゆ
る
⽝
正
常
な
⽞
情
動
に
よ
る
犯
罪
行
為
（
激
情
犯
）

は
、
た
と
え
行
為
者
に
意
識
野
の
狭
窄
に
よ
る
意
識
障
害
が
あ
っ
て
も
、
意
識
は
清
明
で
あ
る
か
ら
、
狭
窄
し
た
範
囲
で
事
象
の
認
識
と
そ
れ
に
従
っ
た
是

非
の
弁
別
と
自
己
の
行
為
の
統
御
が
可
能
で
あ
る
た
め
刑
責
の
免
除
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
蓋
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て

も
免
責
を
認
め
る
こ
と
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
を
使
命
と
す
る
刑
法
の
一
般
予
防
作
用
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
被
告
人
は
本
件

行
為
当
時
意
識
野
の
狭
窄
を
き
た
し
て
い
た
に
止
ま
ら
ず
、
意
識
の
混
濁
を
き
た
し
て
い
た
と
い
う
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
前
示
の
と
お
り
で
あ
る
が
証

人
浅
野
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
心
因
性
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
意
識
障
害
を
惹
起
し
た
主
要
因
が
身
体
疾

患
（
体
因
）
に
起
因
す
る
場
合
に
責
任
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
他
方
、
心
因
性
の
全
て
の
場
合
に
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
却
っ

て
妥
当
を
欠
く
場
合
が
あ
る
。
即
ち
、
行
為
者
に
お
い
て
自
己
の
統
御
能
力
の
全
く
及
ば
な
い
原
因
に
よ
っ
て
意
識
混
濁
を
伴
う
意
識
障
害
を
惹
起
し
た
結

果
出
た
行
為
に
ま
で
、行
為
者
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
酷
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、意
識
障
害
を
惹
起
し
た
主
要
因
が
心
因
性
の
も
の
で
あ
っ

て
も
、体
因
性
の
意
識
障
害
＝
身
体
疾
患
に
よ
る
行
為
と
同
等
の
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
身
体
疾
患
の
場
合
に
は
行
為
時
の
意
識
障
害
、

従
っ
て
責
任
能
力
に
つ
い
て
心
神
喪
失
と
い
う
判
断
を
担
保
し
う
る
も
の
が
あ
る
が
、
心
因
性
意
識
障
害
の
場
合
も
そ
の
よ
う
な
担
保
と
同
価
値
を
有
し
う

る
要
因
が
存
す
る
と
判
断
さ
れ
る
例
外
的
な
場
合
に
は
、
同
様
に
考
え
て
差
支
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
意
識
障
害
を
惹
起
し
た
主
要
因
が
、
心
因

性
の
も
の
で
あ
っ
て
も
身
体
、
精
神
両
面
の
医
学
的
検
討
に
よ
り
体
因
性
意
識
障
害
と
同
等
に
評
価
し
う
る
要
因
（
こ
れ
は
⽛
医
学
的
布
置
因
子
⽜⽛
生
理
的

布
置
因
子
⽜
と
呼
ば
れ
て
い
る
…
…
）
の
有
無
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
因
子
と
し
て
中
毒
、
脳
器
質
損
傷
、
重
い
体
質
異
常

等
の
⽝
医
学
的
布
置
因
子
⽞、
睡
眠
不
足
、
疲
労
等
の
⽝
生
理
的
布
置
因
子
⽞
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⽜。
そ
の
他
、
札
幌
地
判
昭
和
四
七
・
七
・
一
一
刑
月
四
・
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七
・
一
三
〇
三
、
判
タ
二
八
二
・
三
一
〇
。

（
402
）
O
GH
St3,23（⽛
回
避
可
能
な
性
格
の
欠
陥
と
道
徳
的
に
常
軌
を
逸
し
て
い
る
行
為
が
所
為
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
⽜
と
き
、
責
任
無
能
力
は
否
定
さ
れ

る
）、
O
GH
St3,82（
い
ざ
こ
ざ
や
暴
力
行
為
に
至
る
状
況
を
自
ら
有
責
に
生
じ
さ
せ
る
行
為
者
に
は
責
任
無
能
力
は
認
め
ら
れ
な
い
）、
BGH
N
JW
1959,

2315（
責
任
阻
却
を
認
め
る
理
由
と
し
て
⽛
行
状
責
任
⽜
を
持
ち
出
す
こ
と
で
十
分
と
は
い
え
な
い
。⽛
そ
れ
故
、
有
責
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、⽝
短

絡
行
為
⽞
と
密
接
な
連
関
に
あ
る
事
情
だ
け
が
考
慮
さ
れ
う
る
⽜）、
BGH
N
StZ
1997,334⽛
興
奮
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
き
行
為
者
に
非
難
で
き
る
と
き
、
行

為
者
に
は
そ
れ
だ
け
重
い
自
己
自
制
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
規
範
的
尺
度
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
専
ら
医
学
的
尺
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
⽜。
こ
れ
に
対
し
て
、
BGH
St7,327
f.⽛
無
責
性
情
動
に
だ
け
責
任
阻
却
効
果
を
認
め
る
と
い
う
限
定
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
、
情
動
に
起
因
す

る
、
一
切
の
意
識
が
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
場
合
、
法
律
と
合
致
し
う
る
の
か
否
か
、
疑
問
が
生
ず
る
⽜。
V
gl.R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
15.

（
403
）
BGH
N
StZ
1995,175;Perron,(Fn.385),§
20
Rn
15.

（
404
）
R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
16;Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
40
IIIb;Baum
ann/W
eber/M
itsch,(Fn.115),§
19
Rn
14.

（
405
）
R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
16.

（
406
）
Perron,(Fn.385),§
20
Rn
15a.

（
407
）
V
g.BGH
St35,143.林
美
月
子
⽛
情
動
行
為
と
責
任
能
力
⽜（
中
谷
陽
二
編
⽝
精
神
障
害
者
の
責
任
能
力
⽞
一
九
九
三
）
一
二
三
頁
以
下
。

（
408
）
I.Zerbes,Schuldausschluß
beiA
ffekttaten,1999;Perron,(Fn.385),§
20
Rn
15a;R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
18;K
.K
ühl,StrafrechtA
T
,7.

A
ufl.,2012,§
11
Rn
26.

（
409
）
Perron,(Fn.385),§
20
Rn
15a;W
.Frisch,Grundproblem
e
derBestrafung
„verschuldeter“A
ffekttaten,ZStW
101
(1989),538
ff.,561
ff.;

R
oxin,(Fn.8)§
20
Rn
17;dagegen
J.K
rüm
pelm
ann,D
ie
strafrechtliche
SchuldfähigkeitbeiA
ffekttaten,Rechtund
Psychiatrie
1990,

150
ff.,154.安
田
（
注
380
）
五
二
頁
以
下
。

（
410
）
V
gl.H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
5.

（
411
）
Streng,(Fn.359),X
IRn
850
f.;T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
35;Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
4.

知
的
障
礙
に
つ
き
心
神
耗
弱
と
さ
れ
た
事
例
：
大
阪
高
判
昭
和
五
三
・
三
・
二
八
判
タ
三
六
四
・
二
九
八
［
常
習
累
犯
窃
盗
事
件
］（
被
告
人
が
、
犯
行
当

時
痴
愚
級
の
精
神
薄
弱
者
で
、
精
神
年
齢
は
六
、
七
歳
級
の
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
と
き
は
、
心
神
耗
弱
で
あ
る
）、
宇
都
宮
地
裁
足
利
支
判
昭
和
四
七
・
一
・
一

四
判
時
六
五
七
・
一
〇
四
［
両
毛
病
院
放
火
事
件
］（
被
告
人
は
、⽛
痴
愚
に
相
当
す
る
興
奮
型
の
生
来
性
精
神
薄
弱
の
状
態
に
あ
り
、
感
情
が
不
安
定
で
容

易
に
刺
激
的
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
⽜、⽛
本
件
犯
行
は
、
…
…
右
の
精
神
薄
弱
の
基
礎
の
上
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
⽜、⽛
こ
れ
に
加
え
て
本
件
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放
火
に
加
功
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
お
よ
び
心
理
状
態
、
犯
行
後
の
状
況
等
を
も
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
…
…
事
の
是
非
善
悪
を
弁
別
し
、
そ
の
弁
別
に

従
っ
て
行
動
す
る
能
力
は
著
し
く
減
弱
し
て
い
た
⽜）、
静
岡
地
裁
浜
松
支
判
昭
和
四
〇
・
七
・
九
下
刑
集
七
・
七
・
一
四
二
六
［
電
車
往
来
危
険
事
件
］（
被

告
人
が
、
五
、
六
歳
の
幼
児
程
度
の
知
能
し
か
有
し
な
い
痴
愚
段
階
の
精
神
薄
弱
者
で
あ
っ
た
と
き
は
、
心
神
耗
弱
で
あ
る
）。
わ
が
国
の
裁
判
例
が
、
中
等

度
の
知
的
障
礙
者
（
軽
症
痴
愚
）
に
つ
い
て
は
心
神
耗
弱
、
軽
度
の
知
的
障
礙
者
（
軽
愚
）
に
つ
い
て
は
完
全
責
任
能
力
を
認
め
る
こ
と
に
つ
き
、
参
照
、

安
田
拓
人
⽛
精
神
遅
滞
者
の
責
任
能
力
に
関
す
る
わ
が
国
の
判
例
に
つ
い
て
⽜
金
沢
法
学
四
二
・
二
（
二
〇
〇
〇
）
六
八
頁
以
下
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
年
齢
と
の
対
応
は
知
的
障
礙
概
念
の
解
明
に
は
役
立
た
な
い
こ
と
、
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
法
規
範
の
判
断
能
力

で
な
く
、
理
解
水
準
の
一
般
的
限
界
が
考
察
の
中
心
に
お
か
れ
る
こ
と
、
例
え
ば
、
痴
愚
（
精
神
年
齢
六
～
九
歳
）
に
相
応
す
る
子
ど
も
も
何
ら
か
の
形
で

自
分
に
か
か
わ
る
事
柄
を
理
解
す
る
が
、
こ
の
説
明
は
法
的
理
解
水
準
に
つ
い
て
は
何
も
云
っ
て
い
な
い
こ
と
、
加
え
て
、
こ
う
い
っ
た
年
齢
層
の
子
ど
も

を
⽛
痴
愚
⽜
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
に
は
、
道
徳
の
面
、
人
間
の
尊
厳
の
面
か
ら
問
題
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
Ch.Juhász,D
iestrafrechtliche

Schuldfähigkeit─
V
orschlag
für
eine
zukünftige
europäische
Regelung,2013,139.

（
412
）
Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
7;H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
8;T
riffterer,(Fn.392),§
11
Rn
37.

（
413
）
Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
9.

（
414
）
T
riffterer,(Fn.392),§
11
Rn
37.

（
415
）
H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
8;T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
37.

（
416
）
Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
9;Streng,(Fn.359),X
IRn
854.参
照
、
加
藤
久
雄
⽛
責
任
能
力
―
法
と
精
神
医
学
⽜（⽝
現
代
刑
法
講
座

第
二
巻

違
法
と
責
任
⽞（
一
九
七
九
年
）
所
収
）
二
五
三
頁
以
下
、
二
六
八
頁
以
下
。

精
神
病
質
に
つ
き
完
全
責
任
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
例
：
東
京
高
判
昭
和
三
二
・
七
・
三
一
東
高
刑
時
報
八
・
八
・
二
五
五
［
強
盗
殺
人
被
告
事
件
］⽛
被

告
人
が
自
己
顕
示
性
、
気
分
易
変
性
、
粘
着
性
並
び
に
爆
発
性
の
精
神
病
質
人
の
異
常
性
格
者
で
あ
り
、
本
件
犯
行
当
時
酒
精
酩
酊
に
よ
り
抑
制
力
に
か
け

激
情
行
動
に
出
ず
る
精
神
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
憚
ら
な
い
が
、
い
ま
だ
も
つ
て
、
事
理
を
弁
別
す
る
能
力
又
は
事
理
を
弁
別
す
る

も
、
そ
の
弁
別
に
よ
つ
て
行
動
す
る
能
力
の
著
し
く
減
退
し
て
い
る
心
神
耗
弱
を
も
つ
て
論
ず
べ
き
程
の
精
神
状
態
で
あ
っ
た
も
の
と
は
と
う
て
い
認
め
ら

れ
な
い
⽜。

（
417
）
Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
9;Streng,(Fn.359),X
IRn
854.

（
418
）
T
riffterer,(Fn.392),§
11
Rn
39,51;ders.,(Fn.3),12.K
ap
Rn
41;Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
11;K
ienapfel/H
öpfel/K
ert,(Fn.1),Z
16

Rn
18;R
oxin,(Fn.8),§
20Rn
6;Streng,(Fn.359),X
IRn
858,861;BGH
St14,114.團
藤
重
光
⽛
責
任
能
力
の
本
質
⽜（⽝
刑
法
講
座
第
三
巻
⽞
所
収
・
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一
九
六
三
年
）
三
六
頁
以
下
、
西
原
（
注
93
）
四
五
四
頁
以
下
、
墨
谷
（
注
381
。
責
任
能
力
）
二
四
九
頁
、
林
幹
人
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
二
版
］
二
〇
〇
八
年
・

三
二
〇
頁
。

責
任
能
力
が
責
任
の
要
件
と
な
る
意
味
に
つ
い
て
、
責
任
要
素
説
（
責
任
能
力
は
、
故
意
・
過
失
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
、
期
待
可
能
性
と
並
ぶ
個
々

の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
問
う
た
め
の
要
素
で
あ
る
）
と
責
任
前
提
説
（
責
任
能
力
は
、
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
の
能
力
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
と
な
る
一

般
的
な
人
格
的
能
力
で
あ
る
）
が
対
立
し
て
い
る
が
、
後
者
の
立
場
は
部
分
的
責
任
無
能
力
の
観
念
を
認
め
な
い
傾
向
に
あ
る
。
大
谷
（
注
1
）
三
二
一
頁

以
下
、
川
端
（
注
278
）
四
〇
一
頁
、
浅
田
（
注
7
）
二
八
二
頁
、
平
野
（
注
391
）
二
八
八
頁
以
下
。
参
照
、
中
空
壽
雅
⽛
部
分
的
責
任
能
力
の
一
考
察
⽜
関

東
学
園
大
学
法
学
紀
要
一
（
一
九
九
一
）
二
〇
一
頁
以
下
。

（
419
）
T
riffterer,(Fn.392),§
11
Rn
39.

（
420
）
v.Liszt,(Fn.39),214ff.,219;Liszt/Schm
idt,(Fn.117),240f.⽛
わ
れ
わ
れ
の
意
思
か
ら
し
か
他
人
の
意
識
を
推
測
で
き
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
反
応
態
様

か
ら
し
か
他
人
の
反
応
態
様
を
予
測
で
き
な
い
か
ら
、
他
人
の
わ
れ
わ
れ
と
の
類
似
性
が
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
類
型
と
の
一
致
が
責
任

の
前
提
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
責
任
能
力
は
正
常
な
被
決
定
可
能
性
と
定
義
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
的
に
成
熟
し
て
お
り
、
精
神
的
に
健
康
な
人

は
誰
で
も
意
識
が
混
濁
し
て
い
な
い
と
き
責
任
能
力
が
あ
る
⽜。
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
69;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
16.

な
お
、
墨
谷
（
注
381
。
責
任
能
力
基
準
）
二
二
五
頁
は
、
制
禦
能
力
の
問
題
は
意
思
自
由
の
問
題
に
帰
着
し
判
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
要
件
に

す
る
と
、
精
神
病
質
者
の
多
く
を
責
任
無
能
力
な
い
し
限
定
責
任
能
力
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
心
理
的
要
素
に
つ
い
て
は
制
禦
能

力
の
検
討
だ
け
で
足
り
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
田
拓
人
⽛
制
禦
能
力
の
構
造
に
つ
い
て
⽜
刑
法
雑
誌
四
一
・
三
（
二
〇
〇
二
）
一
五
頁
以
下
。

規
範
的
責
任
概
念
か
ら
は
、
制
禦
能
力
の
有
無
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
但
し
、
行
為
者
に
実
際
に
不
法
の
弁
別
に
従
っ
た
行
為
が
で
き
た
か
否
か
と

い
う
事
実
的
証
明
は
必
要
で
な
く
、
生
物
学
的
・
心
理
学
的
要
素
が
制
禦
能
力
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精
神
科

医
で
あ
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
は
、
人
は
、
内
主
観
的
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
取
り
入
れ
ら
れ
う
る
現
実
を
そ
の
独
自
性
に
お

い
て
認
識
し
、
積
極
的
に
決
断
的
に
関
係
づ
け
、
し
た
が
っ
て
自
分
自
身
の
主
観
的
決
断
を
行
為
実
行
の
形
で
実
現
で
き
る
と
き
、⽛
そ
の
精
神
的
機
能
に
お

い
て
害
さ
れ
て
い
な
い
⽜
と
い
う
仮
定
か
ら
出
立
し
て
、
人
間
行
動
の
⽛
バ
イ
オ
サ
イ
バ
ネ
テ
イ
ッ
ク
制
禦
モ
デ
ル
⽜
を
開
発
し
た
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
自

動
的
制
禦
シ
ス
テ
ム
（
autom
atischesSteuerungssystem
）
と
自
我
意
識
的
制
禦
シ
ス
テ
ム
（
ich-bew
ußtesSteuerungssystem
）
の
無
傷
の
者
だ

け
に
制
禦
能
力
が
認
め
ら
れ
る
。
自
動
的
制
禦
の
領
域
で
は
、
基
本
的
に
は
意
思
に
よ
っ
て
支
配
可
能
だ
が
、
具
体
的
な
場
合
に
は
、
行
為
を
熟
考
す
る
自

我
意
識
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
な
い
行
動
が
⽛
自
動
的
に
⽜
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
な
る
ほ
ど
、
行
為
能
力
は
肯
定
で
き
る
が
、
し
か
し
、
自
己
熟
考
の
可

能
性
、
つ
ま
り
、
精
神
運
動
を
自
己
熟
考
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
特
定
の
認
識
に
基
づ
い
て
修
正
し
、
制
禦
し
な
が
ら
投
入
す
る
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
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れ
に
対
し
て
、
自
我
意
識
的
制
禦
領
域
で
は
自
己
熟
考
能
力
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
無
傷
に
機
能
す
る
と
、
現
実
の
全
て
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
法
の
認
識
も

含
む
。
人
間
の
脳
は
基
本
的
に
は
志
向
的
に
（
intentional）
働
く
。
脳
に
お
い
て
、
特
定
の
時
点
に
、
特
定
の
行
為
計
画
で
特
定
の
行
為
態
様
を
実
現
す
る

決
意
が
下
さ
れ
る
。
こ
の
行
為
態
様
を
実
際
に
実
現
で
き
る
た
め
に
は
、
無
傷
に
機
能
す
る
自
動
的
制
禦
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、

刑
法
上
重
要
な
制
禦
無
能
力
と
し
て
次
の
五
類
型
が
示
さ
れ
る
。
①
自
動
的
制
禦
シ
ス
テ
ム
が
自
我
意
識
（
Ich-Bew
usstsein）
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず

脳
生
物
学
的
事
象
の
全
体
シ
ス
テ
ム
を
支
配
す
る
。
経
過
の
自
己
観
察
は
あ
る
も
の
の
、
目
的
的
対
抗
制
禦
が
可
能
で
な
い
。
例
え
ば
、
原
始
反
応
、
緊
張

病
興
奮
状
態
の
よ
う
な
衝
動
行
為
経
過
。
②
自
動
的
制
禦
シ
ス
テ
ム
が
自
我
意
識
の
存
在
し
な
い
場
合
に
全
体
シ
ス
テ
ム
を
支
配
す
る
。
こ
こ
で
は
自
動
的

制
禦
と
自
我
意
識
的
行
為
立
案
の
間
の
結
合
が
切
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
人
は
進
行
し
て
い
る
行
為
実
行
に
行
為
立
案
の
自
我
意
識
的
変
更
に
よ
っ

て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
癲
癇
性
の
朦
朧
状
態
。
③
進
行
す
る
行
為
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
の
自
我
意
識
的
無
能
力
。
当
人
は
、
な

る
ほ
ど
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
覚
す
る
が
、
し
か
し
、
当
人
に
影
響
を
与
え
る
当
人
の
内
部
か
ら
の
論
拠
に
よ
っ
て
又
は
当
人
の
行
為
計
画
を
変
更
す

る
よ
う
に
と
の
環
境
か
ら
の
合
図
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
り
、
そ
れ
ら
に
応
じ
て
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
我
意
識
的
意
思
機
能
が
特

定
の
問
題
領
域
に
固
定
し
て
い
て
、
こ
れ
が
完
全
に
特
定
の
行
為
計
画
で
⽛
解
決
⽜
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
他
の
種
類
の
事
象
経
過
に
よ
る
解
決
は
当
人
の

支
配
領
域
に
は
な
い
。
当
人
の
視
点
か
ら
は
、
こ
の
状
況
に
完
全
に
特
定
の
行
為
計
画
で
反
応
す
る
以
外
の
他
の
可
能
性
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
密
室

恐
怖
症
の
人
は
、
最
初
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
と
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
閉
じ
込
め
ら
れ
た
空
間
か
ら
出
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
い
っ
た
場
合
、
当
人
に

は
弁
識
能
力
は
あ
る
の
だ
が
一
般
だ
が
、
こ
の
不
法
認
識
を
そ
の
行
為
立
案
へ
な
い
し
こ
の
実
行
へ
と
修
正
し
な
が
ら
さ
し
は
さ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
④

既
存
の
行
為
計
画
を
そ
も
そ
も
実
行
す
る
こ
と
の
自
我
意
識
的
無
能
力
。
こ
の
場
合
、
自
我
意
識
的
行
為
立
案
と
自
動
的
制
禦
シ
ス
テ
ム
の
間
の
結
合
が
永

続
的
に
断
絶
さ
れ
て
い
る
か
一
時
的
に
中
断
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
緊
張
性
混
迷
の
よ
う
な
重
い
抑
鬱
性
の
制
止
状
態
。
⑤
自
我
意
識
的
無
防
備
。
行
為

の
全
体
的
制
禦
が
環
境
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
当
人
は
妄
想
様
に
体
験
さ
れ
る
環
境
状
況
に
対
し
て
自
己
防
衛
で
き
ず
、
犯
罪
に
で
る

の
が
唯
一
の
逃
げ
道
と
考
え
る
。
B.M
itterauer,A
ktuelle
Fragen
der
Begutachtung
der
Zurechnungsfähigkeit,Ö
JZ
1991,662
ff.;ders.,

N
eue
Entw
icklungen
der
Begutachtung
der
Steuerungsfähigkeit,in;R
.Prunnlechner-N
eum
ann,H
.H
interhuber
(H
rsg.),Stand
der

Forensischen
Psychiatrie
in
M
itteleuropa,
1966,
55
ff.;
ders.,
M
ethodische
Entw
icklungen
in
der
forensischen
Psychiatrie.
D
er

Salzburger
W
eg,2008;vgl.T
riffterer,(Fn.392),§
11
Rn
42
ff.;Juhász,(Fn.411),145
f.

（
421
）
K
.Lackner,K
.K
ühl,Strafgesetzbuch,26.A
ufl.,2007,§
20
Rn
13;vgl.Perron,(Fn.385),§
20
Rn
26.

（
422
）
H
.L.Schreiber,Bedeutung
und
A
usw
irkungen
der
neugefassten
Bestim
m
ungen
über
die
Schuldunfähigkeit,N
StZ
1981,46
ff.,64;

R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
28.
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（
423
）
Schild,(Fn.385),§
20
Rn
106;Perron,(Fn.385),§
20
R
n
32;V
.K
rey,R
.E
sser,D
eutsches
StrafrechtA
T
,5.A
ufl.,2012,§
21
Rn
695;

BGH
St23,133
(135);BGH
St23,356.

（
424
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
47;Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
11.

（
425
）
J.W
olter,D
er
Irrtum
über
den
K
ausalverlaufals
Problem
objetiver
Erfolgszurechnung,ZStW
89
(1977),649
ff.,700
ff.

（
426
）
G
.G
eilen,Sukzessive
Zurechnungsfähigkeit,U
nterbringung
und
Rücktritt─
BGH
St23,356,JuS
1972,73
ff.,77.

（
427
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
48;Steininger,(Fn.1),13.K
ap
Rn
12;H
.-J.R
udolphi,System
atischerK
om
m
entarzum
Strafgesetzbuch,

12.Lfg.,1989,§
20
Rn
27.

（
428
）
R
udolphi,(Fn.427),§
20Rn
27;T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
31;ders.,(Fn.392),§
11Rn
70.参
照
、
加
藤
久
雄
⽝
人
格
障
害
犯
罪
者
と
社
会
治

療
⽞
二
〇
〇
二
・
一
二
九
頁
、
林
美
月
子
⽛
責
任
能
力
と
法
律
判
断
⽜（⽝
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

上
巻
⽞
所
収
・
一
九
九
八
年
）
三
〇
九
頁
以

下
、
三
三
四
頁
。

（
429
）
参
照
、
安
田
拓
人
⽛
法
的
判
断
と
し
て
の
責
任
能
力
判
断
の
事
実
的
基
礎
―
精
神
鑑
定
に
求
め
ら
れ
る
も
の
⽜（⽝
岩
井
宜
子
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
⽞

二
〇
一
一
年
・
三
四
頁
以
下
）、
竹
川
俊
也
⽛
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
お
け
る
精
神
鑑
定
人
の
役
割
（
1
）、（
2
・
完
）⽜
早
稲
田
法
学
会
誌
六
五
・
二
（
二

〇
一
五
）
一
五
一
頁
以
下
、
六
六
・
一
（
二
〇
一
七
）
一
八
九
頁
以
下
、
大
谷
（
注
1
）
三
二
八
頁
以
下
、
最
大
判
昭
和
二
三
・
一
一
・
一
七
刑
集
二
・
一

二
・
一
五
五
八
⽛
被
告
人
の
近
親
者
に
相
当
多
数
の
精
神
異
常
者
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
裁
判
官
は
被
告
人
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
な
注
意

と
考
慮
を
払
ひ
、
そ
の
良
識
に
よ
り
合
理
的
な
判
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
苟
く
も
被
告
人
本
人
に
精
神

の
異
常
を
疑
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
鑑
定
人
を
し
て
鑑
定
せ
し
め
た
上
こ
れ
を
参
酌
し
て
そ
の
判
断
を
下
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
裁
判
所
が
事

件
を
審
理
し
た
結
果
、
被
告
人
の
供
述
行
動
、
態
度
そ
の
他
一
切
の
資
料
に
よ
つ
て
被
告
人
本
人
に
つ
い
て
そ
の
疑
が
な
い
と
判
断
し
、
そ
の
判
断
が
経
験

則
に
反
し
な
い
以
上
、
そ
の
判
断
を
も
つ
て
違
法
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
⽜。

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
も
裁
判
官
と
鑑
定
人
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。
BGH
St7,238ff.,239f.⽛
鑑
定
人
は
裁
判
官
の
補
助
者

で
あ
る
。
鑑
定
人
は
裁
判
所
に
、
特
に
専
門
的
知
識
に
よ
る
観
察
に
基
づ
い
て
だ
け
得
ら
れ
う
る
事
実
を
伝
え
、
し
か
も
適
切
な
評
価
を
可
能
と
す
る
科
学

的
知
識
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
鑑
定
人
は
、
判
決
の
基
礎
に
お
か
れ
る
認
定
を
行
う
責
務
を
裁
判
官
か
ら
奪
う
た
め
に
招
か
れ
た
の
で
も

な
い
し
、
そ
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
鑑
定
人
が
そ
の
鑑
定
の
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
情
の
解
明
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
―

い
と
ぐ
ち
と
な
る
事
実
―
医
師
に
よ
る
観
察
帰
結
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
⽜。
鑑
定
人
が
刑
法
第
二
〇
条
、
第
二
一
条
の
意
味
で
の
責
任
能
力
の
法
的
問

題
に
意
見
を
表
明
す
る
と
き
、
裁
判
官
は
、⽛
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
組
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
官
が
そ
う
す
る
な
ら
、
鑑
定
人
の
説
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明
は
判
決
中
に
再
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
正
し
い
法
的
観
念
か
ら
出
立
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜。

（
430
）
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
69;Steininger,(Fn.1),12.K
ap
Rn
16.

（
431
）
v.Liszt,(Fn.39),219.

（
432
）
M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
69.

（
433
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
41
I1;M
oos,(Fn.1),§
4
Rn
100,103;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
1.

（
434
）
D
.Sternberg-Lieben,Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch,28.A
ufl.,2010,§
17
Rn
13.

（
435
）
Lackner/K
ühl,Strafgesetzbuch,(Fn.421),§
20
Rn
15;R
oxin,(Fn.8),§
20
Rn
29;Perron,(Fn.385),§
20
Rn
4.

（
436
）
H
.-J.R
udolphi,System
atischer
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,12.Lfg.,1989,§
17
Rn
15.

（
437
）
W
.Joecks,M
ünchner
K
om
m
entar
Strafgesetzbuch,Bd.1,2003,§
17
Rn
28;vgl.Juhász,(Fn.421),112
f.

（
438
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
44.

（
439
）
H
öpfel,(Fn.375),§
11
Rn
10;Juhász,(Fn.421),148.

（
440
）
Stratenw
erth/W
ohlers,(Fn.398),A
rt21
Rn
2

（
441
）
Bom
m
er,(Fn.10),V
or
A
rt19
Rn
11;Stratenw
erth,(Fn.63),§
11
Rn
14
f.

（
442
）
R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
5
ff.

（
443
）
R
.Frank,D
as
Strafgesetzbuch
für
das
D
eutsche
Reich,18
A
ufl.,1931,§
59
III2.

（
444
）
K
.Binding,D
ie
N
orm
en
und
ihre
Ü
bertretung,Bd.II/2,2.A
ufl.,1916,§§
125
ff.

（
445
）
R
.M
oos,D
ie
Irrtum
sproblem
atik
im
Finanzstrafrecht,in:R
.Leitner
(H
rsg.),A
ktuelles
zum
Finanzstrafrecht,1997,101
ff.,104
ff.;

ders.,(Fn.194),23
ff.

（
446
）
N
ow
akow
ski,(Fn.191),75.

（
447
）
R
ittler,(Fn.194),196
ff.

（
448
）
Stratenw
erth,(Fn.63),§
11
Rn
39
ff.,50
ff.;M
.A
.N
iggli,S.M
aeder,Basler
K
om
m
entar
StrafrechtI,3.A
ufl.,2013,A
rt21
Rn
5.

（
449
）
C.Stooss,V
orsatz
und
Bew
usstsein
der
Rechtsw
idrigkeitund
der
Pflichtw
idrigkeit,Schw
ZStR
12
(1899),2
ff.

（
450
）
泉
二
新
熊
⽝
日
本
刑
法
総
論
⽞［
第
四
四
版
］
一
九
三
九
年
・
四
六
八
頁
。

（
451
）
大
判
大
正
一
三
・
八
・
五
刑
集
三
・
六
一
一
〔
被
告
人
は
、
大
正
一
二
年
九
月
一
〇
日
頃
、
関
東
大
震
災
に
祭
し
暴
利
を
得
る
目
的
で
、
震
災
前
に
仕
入
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れ
て
あ
っ
た
石
油
缶
を
、
暴
利
取
締
令
（
大
正
一
二
年
勅
令
第
四
〇
五
号
）
に
違
反
し
て
、
不
当
な
価
格
で
販
売
し
た
。
弁
護
人
は
、
同
勅
令
は
同
月
七
日

発
布
、
即
日
施
行
さ
れ
た
が
、
行
為
当
時
は
交
通
機
関
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
の
で
、
命
令
の
発
布
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
被
告
人
に
は
罪
を

犯
す
意
が
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
〕⽛
被
告
人
カ
本
件
行
為
ノ
当
時
該
勅
令
ノ
発
布
ヲ
了
知
セ
ス
又
了
知
シ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
状
態
ニ
在
リ
タ
ル
ト
ス
ル
モ
苟

モ
同
勅
令
ノ
内
容
ニ
該
当
ス
ル
行
為
ヲ
認
識
シ
テ
之
ヲ
実
行
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
犯
意
ナ
シ
ト
謂
フ
ヘ
カ
ラ
ス
其
行
為
カ
法
令
ニ
違
反
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
識
セ
ル
ヤ

否
ヤ
ハ
固
ヨ
リ
犯
罪
ノ
成
立
ニ
消
長
ヲ
来
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
然
ラ
ハ
被
告
人
カ
本
件
犯
行
当
時
勅
令
ノ
発
布
ヲ
了
知
セ
サ
リ
シ
ト
ス
ル
モ
其
ノ
勅
令
違
反
ノ

行
為
ヲ
処
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
⽜、
大
判
大
正
一
五
・
二
・
二
二
刑
集
五
・
九
七
、
大
判
昭
和
六
・
一
・
一
九
刑
集
一
〇
・
一
、
大
判
昭
和
九
・
三
・
一
刑

集
一
三
・
一
七
九
、
最
大
判
昭
和
二
三
・
七
・
一
四
刑
集
二
・
八
・
八
八
九
、
最
判
昭
和
二
五
・
一
一
・
二
八
刑
集
四
・
一
二
・
二
四
六
三
⽛
所
謂
自
然
犯

た
る
と
行
政
犯
た
る
と
を
問
わ
ず
、
犯
意
の
成
立
に
違
法
の
認
識
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
は
当
裁
判
所
の
判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
⽜。
な
お
、
最
決
昭
和

六
二
・
七
・
一
六
刑
集
四
一
・
二
三
七
［
百
円
紙
幣
模
造
事
件
］
は
、〔
第
一
審
及
び
原
審
が
、
違
法
性
の
錯
誤
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
た
め
に

は
、
確
定
し
た
判
例
や
、
所
轄
官
庁
の
公
式
の
見
解
に
従
っ
て
行
動
す
る
か
こ
れ
に
準
じ
る
場
合
の
よ
う
に
、
自
己
の
行
為
が
適
法
で
あ
る
と
誤
信
し
た
こ

と
に
つ
い
て
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
か
の
事
情
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
こ
の
よ
う
な
事
情
は
な
い
と
し
て
、
通
貨

及
証
券
模
造
取
締
法
第
一
条
違
反
と
し
て
有
罪
と
し
た
事
案
〕
に
つ
き
、⽛
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
各
行
為
の
違
法
性
の
意
識

を
欠
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
つ
き
い
ず
れ
も
相
当
の
理
由
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
当
ら
な
い
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
、
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
、
こ
の
際
、
行
為
の
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
れ
ば
犯
罪
は
成
立
し
な
い
と
の
見
解
の
採
否
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討

を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
本
件
各
行
為
を
有
罪
と
し
た
原
判
決
の
結
論
に
誤
り
は
な
い
⽜
と
説
示
し
た
。
本
決
定
が
、
従
前
の
立
場
か
ら
す
る
と
簡
単
に
上
告

を
棄
却
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、⽛
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
⽜
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
、
制
限
的
故
意
説
又
は
責
任
説
へ
の
変
更

の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
452
）
大
塚
（
注
242
）
四
六
〇
頁
以
下
、
福
田
（
注
247
）
二
〇
七
頁
。

（
453
）
瀧
川
幸
辰
⽝
犯
罪
論
序
説
⽞［
改
訂
第
五
版
］
一
九
五
一
年
・
一
二
七
頁
、
植
松
正
⽝
刑
法
概
論
Ｉ
総
論
⽞［
再
訂
版
］
一
九
七
四
年
・
二
四
五
頁
、
内
田

文
昭
⽝
刑
法
Ｉ
（
総
論
）⽞［
改
訂
版
・
補
正
版
］
一
九
九
七
年
・
二
四
四
頁
。
判
例
と
し
て
、
広
島
高
岡
山
支
判
昭
和
二
五
・
一
一
・
二
二
判
特
一
四
・
一

五
五
。

（
454
）
小
野
清
一
郎
⽝
刑
法
概
論
⽞［
増
訂
新
版
］
一
九
六
〇
年
・
一
一
六
頁
、
同
⽝
新
訂
刑
法
講
義
・
総
論
⽞［
増
補
版
］
一
九
五
〇
年
（
刑
法
第
三
八
条
第
三

項
本
文
は
、
故
意
の
成
立
に
は
個
々
の
法
規
の
明
文
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
て
、
法
律
の
錯
誤
に
関
す
る
規
定
で
は
な
い
）。

（
455
）
大
塚
（
注
242
）
四
六
一
頁
。
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（
456
）
福
田
（
注
247
）
二
〇
三
頁
。

（
457
）
牧
野
英
一
⽝
日
本
刑
法
上
巻
⽞［
重
訂
版
］
一
九
三
七
年
・
二
一
七
頁
以
下
、
市
川
秀
雄
⽝
刑
法
総
論
⽞
一
九
五
五
年
・
二
三
一
頁
以
下
。

（
458
）
参
照
、
東
京
高
判
昭
和
二
七
・
一
二
・
二
六
高
刑
集
五
・
一
三
・
二
六
四
五
〔
被
告
人
は
、
自
分
の
畑
か
ら
こ
ん
に
ゃ
く
だ
ま
が
窃
取
さ
れ
る
の
で
、
あ

る
夜
、
そ
の
盗
難
を
防
ぐ
た
め
、
家
族
の
者
と
見
張
り
中
、
深
夜
、
こ
ん
に
ゃ
く
だ
ま
窃
取
の
目
的
で
、
そ
の
用
具
を
も
ち
畑
道
を
通
っ
て
右
畑
に
近
づ
き
、

人
の
姿
を
み
と
め
て
逃
げ
出
し
た
者
の
あ
る
の
を
知
っ
て
、
こ
れ
を
追
い
か
け
て
捕
ら
え
同
人
の
背
負
っ
て
い
た
籠
に
つ
け
て
あ
っ
た
藁
縄
で
同
人
の
手
足

を
縛
り
、
実
弟
に
、
右
の
事
実
を
警
察
署
に
届
け
さ
せ
、
そ
の
ま
ま
、
警
察
官
の
来
る
の
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
被
告
人
は
、
右
の
者
を
窃
盗

の
現
行
犯
人
と
信
じ
て
こ
れ
を
逮
捕
し
、
自
分
の
行
為
を
法
律
上
許
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
と
い
う
事
案
〕⽛
甲
の
行
為
は
、
窃
盗
の
実
行
の
著
手
に
は

達
せ
ず
そ
の
予
備
の
段
階
に
あ
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
窃
盗
の
予
備
は
、
犯
罪
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の

本
件
逮
捕
行
為
は
、
現
行
犯
の
逮
捕
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
犯
罪
の
実
行
の
著
手
を
い
か
に
解
す
る
か
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
問

題
で
あ
っ
て
、
専
門
家
の
間
に
お
い
て
も
分
か
れ
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
か
か
る
著
手
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然
に
相
反
す
る

見
解
の
生
ず
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
被
告
人
の
現
認
し
た
事
実
が
前
説
示
に
よ
れ
ば
未
だ
窃
盗
の
実
行
の
著
手
と
は
解
し
得
な

い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
普
通
人
た
る
被
告
人
が
、
前
記
の
よ
う
な
経
過
の
も
と
に
自
己
の
畑
の
こ
ん
に
ゃ
く
だ
ま
の
盗
難
を
防
ぐ
た
め
見
張
中
、
深

夜
右
こ
ん
に
ゃ
く
だ
ま
窃
取
の
目
的
で
そ
の
用
具
を
携
え
て
右
畑
に
近
づ
き
、
人
の
姿
を
認
め
て
逃
げ
出
し
た
甲
を
前
叙
の
よ
う
に
窃
盗
の
現
行
犯
人
と
信

じ
て
逮
捕
し
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
警
察
署
に
通
報
し
て
警
官
の
来
場
を
待
ち
、
自
分
の
行
為
を
法
律
上
許
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
の
右
所
為
は
、
罪
を
犯
す
の
意
に
出
た
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
⽜。

（
459
）
大
塚
（
注
242
）
四
六
一
頁
、
福
田
（
注
247
）
二
〇
九
頁
。

（
460
）
宮
本
⽝
刑
法
大
綱
⽞
一
九
三
五
年
・
一
四
五
頁
以
下
、
草
野
豹
一
郎
⽝
刑
法
要
論
⽞
一
九
五
六
年
・
八
九
頁
、
佐
伯
千
仭
⽝
刑
法
講
義
総
論
⽞［
四
訂
版
］

一
九
八
一
年
・
二
七
七
頁
、
斎
藤
金
作
⽝
刑
法
総
論
⽞［
改
訂
版
］
一
九
五
五
年
・
一
八
〇
頁
以
下
、
一
九
六
頁
以
下
。

（
461
）
團
藤
（
注
238
）
三
一
六
頁
以
下
、
井
上
正
治
⽝
刑
法
学
（
総
則
）⽞
一
九
五
一
年
・
一
四
四
頁
以
下
。

な
お
、
制
限
的
故
意
説
に
立
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
判
例
が
あ
る
。
大
判
昭
和
七
・
八
・
四
刑
集
一
一
・
一
一
五
三
⽛
被
告
人
ハ
本
件
竹
藤
区
有
林
を

伐
採
ス
ル
当
時
井
堰
修
繕
用
材
ニ
不
足
ヲ
生
セ
シ
メ
サ
ル
範
囲
ニ
於
イ
テ
本
件
井
根
立
林
ヲ
自
家
用
ノ
為
ニ
伐
採
ス
ル
コ
ト
ハ
竹
藤
区
ノ
認
許
ス
ル
慣
例
ニ

シ
テ
差
支
ナ
キ
モ
ノ
ト
誤
信
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ニ
付
相
当
ノ
理
由
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
得
ヘ
ク
従
テ
被
告
人
ノ
本
件
行
為
ハ
罪
ヲ
犯
ス
ノ
意
ニ

出
テ
タ
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ヲ
得
サ
ル
カ
故
ニ
窃
盗
罪
ヲ
構
成
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
⽜。
同
趣
旨
の
判
例
：
大
判
昭
和
九
・
二
・
一
〇
刑
集
一
三
・
七
六
、
大
判
昭

和
九
・
九
・
二
八
刑
集
一
三
・
一
二
三
〇
、
大
判
昭
和
一
三
・
一
〇
・
二
五
刑
集
一
七
・
七
三
五
、
大
判
昭
和
一
五
・
一
・
二
六
新
聞
四
五
三
一
・
九
⽛
法
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律
ノ
錯
誤
ト
雖
モ
其
ノ
錯
誤
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
付
過
失
ナ
カ
リ
シ
ト
キ
ハ
故
意
ヲ
阻
却
シ
過
失
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
情
状
ニ
因
リ
其
ノ
刑
ヲ
減
軽
シ
得
ル
モ
ノ
ト

解
セ
ラ
ル
ル
に
至
レ
リ
⽜。
し
か
し
、
大
審
院
判
例
の
主
流
は
不
法
の
意
識
は
故
意
の
要
件
で
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い

る
。
そ
れ
で
も
、
高
裁
判
例
に
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
の
錯
誤
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
故
意
の
阻
却
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
東
京
高

判
昭
和
二
七
・
一
二
・
二
六
高
刑
集
五
・
二
六
四
五
、
東
京
高
判
昭
和
四
四
・
九
・
一
七
高
刑
集
二
二
・
四
・
五
九
五
［
黒
い
雪
事
件
］〔
映
画
管
理
倫
理
委

員
会
の
審
査
を
通
過
し
た
わ
い
せ
つ
映
画
を
上
映
し
た
と
い
う
事
案
〕、
東
京
高
判
昭
和
五
五
・
九
・
二
六
高
刑
集
三
三
・
五
・
三
五
九
［
石
油
生
産
調
整
事

件
］〔
通
産
省
の
行
政
指
導
に
従
い
石
油
の
生
産
調
整
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
が
独
占
禁
止
法
違
反
に
当
る
も
の
の
、
公
正
取
引
委
員
会
も
こ
れ
に
対
し
何
ら
の

措
置
も
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕。
な
お
、
東
京
高
判
昭
和
五
一
・
六
・
一
高
刑
集
二
九
・
二
・
三
〇
一
［
羽
田
空
港
ビ
ル
事
件
。
差
戻
後
の
原
審
］⽛
相

当
の
理
由
に
基
づ
く
違
法
性
の
錯
誤
は
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
る
⽜。
第
二
次
上
告
審
（
最
判
昭
和
五
三
・
六
・
二
九
刑
集
三
二
・
四
・
九
六
七
）
は
、⽛
被

告
人
は
行
為
当
時
本
件
集
団
示
威
運
動
が
法
律
上
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
の
が
相
当
で
あ
る
⽜
と
説
示
し
て
、
事

実
誤
認
を
理
由
に
原
判
決
を
破
棄
し
た
。

（
462
）
大
塚
（
注
242
）
四
六
一
頁
、
福
田
（
注
247
）
二
〇
四
頁
。

（
463
）
大
塚
（
注
242
）
四
六
一
頁
、
福
田
（
注
247
）
二
〇
五
頁
。

（
464
）
福
田
（
注
247
）
二
〇
九
頁
以
下
（
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
本
文
は
、
い
わ
ゆ
る
⽛
あ
て
は
め
の
錯
誤
を
規
定
し
た
も
の
で
、
こ
の
⽛
あ
て
は
め
の
錯
誤
⽜

は
、
事
実
的
故
意
の
成
否
に
無
関
係
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
項
但
書
は
、
あ
て
は
め
の
錯
誤
の
結
果
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
場

合
に
は
、
違
法
性
の
意
識
の
あ
る
場
合
よ
り
も
、
非
難
可
能
性
が
少
な
い
か
ら
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
う
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
規
定
で
あ
る
⽜）、
同
⽝
違
法

性
の
錯
誤
⽞
一
九
六
〇
年
・
八
五
頁
以
下
、
木
村
（
注
65
）
三
一
九
頁
以
下
（
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
本
文
は
、⽛
構
成
要
件
的
故
意
と
責
任
要
素
と
し
て
の

違
法
の
認
識
が
な
い
こ
と
、
換
言
す
る
と
法
律
の
錯
誤
、
正
確
に
は
禁
止
の
錯
誤
、
と
の
関
係
を
規
定
し
、
法
律
の
錯
誤
が
故
意
の
存
在
と
関
係
の
な
い
旨

を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
項
但
書
は
、
た
と
え
ば
構
成
要
件
的
故
意
が
存
在
し
て
も
、
法
律
の
錯
誤
が
あ
り
違
法
の
認
識
が
な
い
と
き
は
、
違
法
の

認
識
が
あ
る
と
き
よ
り
も
責
任
が
軽
い
か
ら
そ
の
刑
を
減
軽
し
得
る
旨
を
明
か
に
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
⽜、⽛
刑
法
三
八
条
三
項
但
書
の
規
定
を

も
っ
て
責
任
要
素
と
し
て
の
違
法
の
認
識
の
可
能
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
⽜）。
西
原
（
注
93
）
四
一
六
頁
、
大
谷
（
注
1
）
三
四
四
頁
。

（
465
）
厳
格
責
任
説
は
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
も
違
法
性
の
錯
誤
も
、
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
は
な
く
、⽛
責
任
⽜
を
軽
減
又
は
阻
却
す
る
と
す
る
の
に
対
し
、

制
限
責
任
説
は
、違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
と
す
る
が
、違
法
性
の
認
識
可
能
性
を
故
意
か
ら
切
り
離
し
、⽛
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
⽜

を
責
任
要
素
と
位
置
づ
け
る
。
山
口
厚
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
二
版
］
二
〇
〇
七
年
・
二
四
八
頁
、
平
野
（
注
391
）
一
六
四
頁
、
二
六
二
頁
以
下
。
参
照
、
香
川

達
夫
⽝
刑
法
講
義
総
論
⽞［
第
三
版
］
一
九
九
五
年
・
二
四
一
頁
以
下
、
中
（
注
75
）
一
七
五
頁
。
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（
466
）
M
oos,(Fn.445),104
f.

（
467
）
R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
8.

（
468
）
R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
9.

（
469
）
R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
9.

（
470
）
M
oos,(Fn.445),105.

（
471
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
44.

（
472
）
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
で
、
不
法
の
意
識
に
は
、
行
為
者
に
自
己
の
具
体
的
行
為
の
社
会
違
反
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
れ
ば
足
り
る
と
す

る
見
解
（
K
aufm
ann,(Fn.28),130ff.）、
他
方
で
、
自
己
の
良
心
に
基
づ
き
違
法
な
行
為
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
思
う
者
に
は
不
法
の
意
識
が
な
い
、
た

し
か
に
、
良
心
犯
、
確
信
犯
は
法
律
の
禁
止
を
知
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
よ
り
に
よ
っ
て
命
題
を
法
規
に
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
義
務
づ
け
の
力
を
誤
認

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
為
者
を
具
体
的
に
義
務
づ
け
る
法
規
範
の
力
、
し
た
が
っ
て
、
法
の
性
格
、
命
令
の
法
有
効
性
を
誤
認
し
て
お
り
、
禁
止
の
錯
誤

に
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
（
A
rm
in
K
aufm
ann,D
ie
D
ogm
atik
im
A
lternativ-Entw
urf,ZStW
80
(1968),34
ff.,40
f.）

（
473
）
こ
の
立
場
は
、
一
般
的
に
厳
格
故
意
説
か
ら
主
張
さ
れ
る
。
荘
子
邦
雄
⽝
刑
法
総
論
⽞［
新
版
］
一
九
八
一
年
・
三
五
〇
頁
⽛
自
分
の
行
動
が
不
順
で
や
ま

し
い
と
い
う
意
識
、
人
倫
に
反
す
る
と
い
う
意
識
⽜、
小
野
（
注
231
）
一
五
五
頁
⽛
違
法
性
の
意
識
は
法
秩
序
に
於
て
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
り
、
国
民
的
道

義
軌
範
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
の
意
識
で
あ
る
⽜
瀧
川
幸
辰
⽝
犯
罪
論
序
説
⽞
一
九
四
七
年
・
八
〇
頁
以
下
、
一
二
七
頁
以
下
。

（
474
）
R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
12;T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
84.

（
475
）
R
udolphi,(Fn.436),§
17Rn
3.参
照
、
安
田
（
注
380
）
七
七
頁
、
長
井
長
信
⽛
違
法
性
の
意
識
⽜（
阿
部
純
二
他
編
⽝
刑
法
基
本
講
座
第
三
巻

違
法
論

／
責
任
論
⽞
一
九
九
四
年
）
三
〇
三
頁
以
下
、
三
〇
九
頁
以
下
。⽛
特
殊
刑
法
的
違
法
性
認
識
説
⽜
は
過
多
な
要
求
を
す
る
も
の
と
云
え
る
。⽛
刑
法
上
禁
止

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
認
識
⽜（
山
口
厚
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
二
版
］
二
〇
〇
七
年
・
二
四
九
頁
、
同
旨
、
高
山
佳
奈
子
⽝
故
意
と
違
法
性
の
意
識
⽞
一
九
九
九

年
・
二
八
六
頁
以
下
、
堀
内
（
注
289
）
一
九
七
頁
）。
さ
ら
に
進
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
⽛
可
罰
的
違
法
性
認
識
説
⽜
は
、⽛
可
罰
的
刑
法
違
反
の
意
識
⽜（
町
野
朔

⽛⽝
違
法
性
⽞
の
認
識
に
つ
い
て
⽜
上
智
法
学
二
四
・
三
（
一
九
八
一
）
二
一
八
頁
以
下
、
同
旨
、
内
藤
（
注
268
）
一
〇
三
四
頁
以
下
、
西
田
（
注
286
）
二
二

三
頁
）
を
要
求
す
る
。

（
476
）
Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
6.

（
477
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
3;Stratenw
erth,(Fn.63),§
11
Rn
44.

（
478
）
R
udolphi,(Fn.436),§
17
Rn
4,23.
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（
479
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
3.

（
480
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
88;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
4.

（
481
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
41
I
3
d;R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
16;R
udolphi,(Fn.436),§
17
Rn
7;T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
98;

Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
7;Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
11.

（
482
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
9.

（
483
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
9.

（
484
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
10;T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
91⽛
共
認
識
⽜、⽛
潜
伏
的
認
識
⽜；

Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
12⽛
付
随
認
識
⽜；

D
.K
ienapfel,U
nrechtsbew
ußtsein
und
V
erbotsirrtum
,Ö
JZ
1976,113
ff.,115⽛
所
為
内
在
的
不
法
の
意
識
⽜。

（
485
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
10.

（
486
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
92;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
11;H
.-J.R
udolhi,D
ie
V
erbotsirrtum
sregelung
des
§
9
StGB
im

W
iderstreitvon
Schuld
und
Prävention,JBl103(1981),289ff.,293;ders.,(Fn.436),§
17Rn
12.こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
ク
ス
は
、
刑
法
は
事
実
の

意
識
と
不
法
の
意
識
を
区
別
し
て
い
る
の
で
、
故
意
か
ら
の
類
推
で
不
法
の
意
識
を
論
ず
る
こ
と
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
る
と
論
ず
る
。⽛
未
必
の
不
法
の

認
識
⽜
と
い
う
の
は
中
核
刑
法
に
は
適
切
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
附
属
刑
法
に
お
い
て
も
、
行
為
者
に
適
法
性
に
関
す
る
真
剣
な
疑
問
が
生
じ
、
そ

れ
を
払
拭
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
禁
止
の
錯
誤
の
援
用
を
遮
る
の
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
市
民
の
自
由
な
行
動
領
域
が
制
限
さ
れ
る
こ
と

に
で
も
な
れ
ば
、
処
罰
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
く
な
い
市
民
は
そ
の
自
由
な
領
域
を
大
幅
に
制
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
行
為
の
適
法
性
に
疑
問
が
あ

る
と
き
に
も
、
禁
止
の
錯
誤
と
し
て
扱
い
、
非
難
可
能
性
の
検
証
を
す
べ
き
だ
と
論
ず
る
。
Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
13;vgl.R
oxin,(Fn.8),21.K
ap

Rn
33.プ
ラ
ッ
ツ
グ
マ
ー
は
未
必
の
不
法
の
認
識
を
限
定
的
に
認
め
る
。
行
為
者
に
少
し
で
も
適
法
に
関
し
て
不
安
が
あ
れ
ば
未
必
の
不
法
の
認
識
を
認
め

る
の
は
適
切
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
は
自
分
の
法
に
関
す
る
見
解
に
確
証
さ
れ
た
重
大
な
疑
問
が
あ
る
場
合
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
な

い
場
合
は
禁
止
の
錯
誤
で
あ
る
と
。
W
.Platzgum
m
er,Problem
e
des
Rechtsirrtum
s,StPG
13
(1985),1
ff.,19
f.

（
487
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
12.

（
488
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
13.

（
489
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
96.

（
490
）
T
riffterer,(Fn.3),12.K
ap
Rn
99
f.

（
491
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
44;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
27;R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
27
f.
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（
492
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
27;Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
23;Jescheck/W
eigend,(Fn.1),§
41
II1
b.

（
493
）
R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
21;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
29
f.

（
494
）
K
ienapfel,(Fn.484),114
f.;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
29;Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
21;R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
25;K
ühl,(Fn.408),§

13
Rn
59.

（
495
）
K
ienapfel/H
öpfel/K
ert,(Fn.1),Z
18
Rn
12;N
iggli/M
aeder,(Fn.448),A
rt.21
Rn
9
f.

（
496
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
31;Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
22.

（
497
）
K
ienapfel,(Fn.484),114
f.;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
31;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.52),§
11
Rn
483.

（
498
）
N
iggli/M
aeder,(Fn.448),A
rt.21
Rn
8.

（
499
）
P.Schick,D
ie
V
orw
erfbarkeitdes
V
erbotsirrtum
s
beiH
andeln
auffalschen
Rat,Ö
JZ
1980,595
ff.,597.

（
500
）
G
.T
im
pe,N
orm
atives
und
Psychisches
im
Begriffder
V
erm
eidbarkeiteines
V
erbotsirrtum
s,GA
1984,51
ff.,66.

（
501
）
P.Cram
er,Schönke/SchröderStrafgesetzbuch
K
om
m
entar,1991,24.A
ufl.,§
17
Rn
13;R
udolphi,(Fn.486),295
ff.;vgl.T
riffterer,(Fn.

3),17.K
ap
Rn
53.

（
502
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
33.

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
連
合
部
決
定
は
、
禁
止
の
錯
誤
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
BGH
St2,194
(201)⽛
人
間
は
…
…
法
共
同
体
の
関

与
者
と
し
て
適
法
な
行
為
を
し
、
不
法
を
避
け
る
よ
う
に
、
い
つ
で
も
責
任
あ
る
決
定
を
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
不
法
と
し
て
明
白
に
眼
前

に
あ
る
こ
と
だ
け
を
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
は
、
今
ま
さ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

万
般
に
わ
た
っ
て
、
法
的
当
為
の
命
題
と
一
致
す
る
か
否
か
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
じ
た
疑
問
を
熟
考
又
は
照
会
に
よ
っ
て
除
去
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
良
心
の
緊
張
を
必
要
と
し
、
そ
の
程
度
は
事
案
ご
と
に
そ
し
て
個
人
の
生
活
圏
や
職
業
圏
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
…
…
し
か
る

べ
き
良
心
の
緊
張
を
払
え
ば
、
行
為
者
は
自
分
の
行
為
の
不
法
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
禁
止
の
錯
誤
は
責
任
を
阻
却
し
な
い
⽜。
し
か
し
、
本
決
定

の
説
示
す
る
⽛
し
か
る
べ
き
良
心
の
緊
張
⽜
に
学
説
の
批
判
が
集
中
し
た
。
良
心
と
い
う
の
は
主
と
し
て
道
徳
の
問
題
に
関
係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
法
、
不

法
と
い
う
複
雑
な
問
題
に
は
向
か
な
い
。⽛
良
心
は
難
し
い
法
の
問
題
に
つ
い
て
何
も
述
べ
な
い
。
そ
う
で
な
い
の
な
ら
、
法
学
学
習
は
余
計
な
こ
と
に
な

る
⽜
と
。
Baum
ann/W
eber/M
itsch,(Fn.143),§
21Rn
60.な
る
ほ
ど
、
良
心
の
緊
張
は
、
そ
れ
が
自
己
の
行
為
の
法
、
不
法
を
熟
考
す
る
き
っ
か
け
を

与
え
る
べ
き
と
す
る
か
ぎ
り
で
、
意
味
を
も
つ
が
、
し
か
し
、
た
い
て
い
の
禁
止
の
錯
誤
は
良
心
の
緊
張
す
れ
ば
回
避
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

R
oxin,(Fn.8),§
21Rn
46;R
udolphi,(Fn.436),§
17Rn
32.そ
の
後
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
⽛
良
心
の
緊
張
⽜
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
を
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よ
り
明
白
に
⽛
熟
考
⽜
と
⽛
照
会
義
務
⽜
に
よ
っ
て
補
充
し
て
い
る
。
BGH
St4,1(5);4,236(243).

（
503
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
34;Fuchs,(Fn.4),23.K
ap
Rn
24.

（
504
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
50
f.;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
34
f.;R
udolphi,(Fn.486),295.

（
505
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
35.

（
506
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
51;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
36.

（
507
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
36;ders.,SalzburgerK
om
m
entaru
zum
Strafgesetzbuch,4.LfG,§
9
Rn
59
f.ル
ド
ル
フ
ィ
ー
は
、
多
元
的
社

会
に
お
い
て
も
一
般
に
承
認
さ
れ
た
価
値
と
い
う
も
の
が
な
お
基
礎
に
あ
り
、
法
秩
序
は
こ
の
一
般
的
価
値
意
識
を
、
こ
れ
に
誰
も
が
責
任
を
負
わ
ね
ば
な

ら
な
い
最
小
限
の
法
的
心
情
と
捉
え
る
。
R
udolphi,(Fn.486),296.

（
508
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
54;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
37.

（
509
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
37.

（
510
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
37.

（
511
）
R
udolphi,(Fn.436),§
17
Rn
42
f.;R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
35
f.;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
37.こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ー
ナ
ツ
プ
ェ
ル
フ
ェ
ル

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
九
条
第
二
項
の
解
釈
と
し
て
、
行
為
者
に
情
報
収
集
義
務
と
そ
の
能
力
が
あ
る
の
に
そ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
情
報
収
集
の
結
果
は
あ
ま
り
重
要
で
な
い
と
論
ず
る
。
K
ienapfel,(Fn.484),120.

（
512
）
R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
65;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
37.

（
513
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
55.

（
514
）
こ
の
点
で
、
次
の
二
裁
判
例
の
結
論
は
支
持
で
き
な
い
。
検
察
庁
の
回
答
に
よ
り
自
己
の
所
為
を
適
法
と
信
じ
た
場
合
：
名
古
屋
高
判
昭
和
二
四
・
九
・

二
七
判
特
三
・
四
二
⽛
違
法
の
認
識
は
犯
罪
構
成
の
要
件
で
な
い
こ
と
は
刑
法
第
三
八
条
第
三
項
に
よ
っ
て
明
ら
で
あ
る
か
ら
被
告
人
が
仮
令
検
察
庁
の
回

答
に
よ
り
本
件
の
処
為
を
為
す
こ
と
が
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
居
た
と
し
て
も
事
実
に
就
て
認
識
を
有
し
て
居
た
以
上
は
依
然
と
し
て
犯
罪
を
構

成
す
る
も
の
で
あ
つ
て
こ
れ
を
目
し
て
同
条
第
一
項
の
罪
を
犯
す
意
な
き
所
為
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
既
に
学
説
判
例
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
此
点
の
論
旨
も
亦
理
由
が
な
い
⽜。
警
察
官
の
指
示
に
従
っ
た
場
合
：
札
幌
高
函
館
支
判
昭
和
二
八
・
七
・
七
判
特
三
二
・
八
三
⽛
警
察
官
か
ら
指

示
を
受
け
て
自
宅
に
貯
蔵
し
た
旨
の
記
載
の
あ
る
こ
と
は
所
論
の
通
り
で
あ
る
が
、
た
と
え
被
告
人
に
お
い
て
警
察
官
の
指
示
に
よ
り
自
宅
に
貯
蔵
す
る
の

は
許
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
令
の
不
知
で
あ
つ
て
犯
意
の
成
立
に
は
影
響
が
な
い
⽜。

（
515
）
BGH
N
StZ
2000,364(365)
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（
516
）
K
rey/E
sser,(Fn.52),§
21
Rn
89.

（
517
）
T
riffterer,(Fn.3),17.K
ap
Rn
56;Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
38
ff.;K
rey/E
sser,(Fn.52),§
21
Rn
727.

（
518
）
R
oxin,(Fn.8),§
21Rn
62.参
照
、
井
田
（
注
325
）
二
四
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ド
ル
フ
ィ
ー
は
限
定
的
な
見
解
を
主
張
す
る
。⽛
情
報
は
、
信
頼
で

き
る
情
報
提
供
者
か
ら
得
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
信
頼
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
個
別
事
例
で
実
際
に
、
必
要
な
専
門
知
識
に
担
わ
れ
た
情

報
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
信
頼
し
て
も
よ
い
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
の
は
、
信
頼
の
お
け
る
人
が
、
自
分
に
き
わ
め
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た

行
為
の
適
法
性
に
関
し
て
明
確
な
意
見
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
与
え
た
情
報
が
法
状
況
の
詳
細
な
調
査
の
結
果
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
法
状
況
の
詳
細
な
調
査
も
な
く
即
興
で
与
え
ら
れ
た
情
報
が
、
い
か
に
特
定
し
て
い
て
、
明
確
で
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
行
為
者
に
有
利
な
効
果

を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
専
門
知
識
の
あ
る
人
の
特
定
行
為
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
の
意
見
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と

が
保
証
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
意
見
が
そ
の
者
に
よ
っ
て
専
門
知
識
全
部
と
知
的
能
力
を
投
入
し
て
、
つ
ま
り
、
法
の
助
言
者
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
注
意
義
務

を
遵
守
し
た
う
え
で
与
え
ら
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
⽜。
H
.-J.R
udolphi,A
nm
erkung
zum
U
retildesK
G
v.24.3.1977,380
ff.(381).

弁
護
士
に
つ
き
消
極
判
例
と
し
て
、
大
判
昭
和
九
・
九
・
二
八
刑
集
一
三
・
一
二
三
〇
、
東
京
高
判
昭
和
三
四
・
五
・
二
六
東
高
裁
判
決
時
報
一
〇
・
五
・

二
八
八
。

（
519
）
最
判
平
成
八
・
一
一
・
一
八
刑
集
五
〇
・
一
〇
・
七
四
五
［
岩
手
教
組
事
件
］
は
、［
都
教
組
事
件
］
に
つ
い
て
の
最
高
裁
の
無
罪
判
決
（
最
大
判
昭
和
四

四
・
四
・
二
刑
集
二
三
・
五
・
三
〇
五
）
を
信
頼
し
て
行
為
を
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
判
決
は
国
家
公
務
員
法
に
関
す
る
⽛
全
農
林
警

職
法
事
件
⽜
大
法
廷
判
決
（
最
大
判
昭
和
四
八
・
四
・
二
五
刑
集
二
七
・
四
・
五
四
七
）
に
よ
り
実
質
的
に
変
更
さ
れ
て
い
た
の
で
、
判
例
変
更
の
可
能
性

が
あ
り
、
し
か
も
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
つ
き
、
有
罪
を
言
い
渡
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
河
合
伸
一
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
付
せ
ら

れ
た
。⽛
最
高
裁
判
所
の
判
例
を
信
頼
し
、
適
法
で
あ
る
と
信
じ
て
行
為
し
た
者
を
、
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
す
べ
て
処
罰
す
る
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
私
は
、
判
例
を
信
頼
し
、
そ
れ
ゆ
に
自
己
の
行
為
が
適
法
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
に
相
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

犯
罪
を
行
う
意
思
、
す
な
わ
ち
、
故
意
を
欠
く
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
⽜。

（
520
）
Steininger,(Fn.1),14.K
ap
Rn
41;R
oxin,(Fn.8),§
21
Rn
65.
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Schuld (6)

Toshio YOSHIDA

Erstes Kapitel Schuldgrundsatz und Schuldbegriff
(1) Bedeutung des Schuldgrundsatzes
A. Strafbegründende, strafschützende und strafbegrenzende Funktion
B. Verfassungsrechtliche Absicherung

(2) Bedeutung des Schuldbegriffs
(3) Zur Problematik der Willensfreiheit
A. Geschichtliche Entwicklung im deutschsprachigen Raum
B. Gegenwärtige Situation im deutschsprachigen Raum
1. Deutschland
2. Österreich
3. Die Schweiz (Bd. 50, Nr. 2)
C. Die Auseinandersetzung mit der Willensfreiheit in Japan
a . Kimura Kameji
b . Dando Shigemitsu
c . Hirano Ryuichi
d . Fukuda Taira
e . Nakayama Kenichi
f . Eine Zwischenbilanz

(4) Psychologische Vorgänge bei der Willensbildung

Zweites Kapitel Geschichtliche dogmatische Entwicklung des
Schuldbegriffs ─ vom psychologischen Schuld-
begriff zum normativen Schuldbegriff ─

(1) Deuschland
A. Frühere Lehre (Bd. 50, Nr. 3/4)
B. Der Schuldbegriff von heute
a . Müller-Dietz
b . Jescheck
c . Bauman/Weber/Mitsch
d . Schöch
e . Der funktionale Schuldbegriff
aa. Roxin
bb. Jakobs
cc. Streng
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dd. Merkel
f . Der Charakterschuld
g . Das Strafrecht ohne Schuld

(2) Österreich
A. Frühere Lehre
B. Der Schuldbegriff von heute
C. Die Zumutbarkeit als allgemeiner Entschuldigungsgrund

(3) Die Schweiz (Bd. 51, Nr. 1)
(4) Japan
A. Die charakterlistische Schuldlehre der modernen Schule
B. Die individualmoralische Schuldauffassungen
a . Die staatssittliche Schuldauffassung
b . Die Persönlichkeitsschuldauffassung

C. Die Einzeltatschuldauffassung
a . Fukuda Taira
b . Nishihara Haruo
c . Ohya Minoru
d . Uchida Fumiaki
e . Naito Ken
f . Eine Zwischenbilanz

D. Die nicht individualmoralische Schuldauffassungen
a . Kimura Kameji
b . Hirano Ryuichi
c . Horiuchi Shozo
f . Masuda Yutaka (Bd. 51, Nr. 2)

Drittes Kapitel Strafrecht, Rechtsschuld, Rechtsstrafe, Strafzumessung
und Außergerichtlicher Tatausgleich

(1) Strafrecht
(2) (Un)recht
(3) Die objektivierte, sozialethische Schuld als Rechtsschuld
A. Der Gehalt des Schuldbegriffs
B. Maßstab
C. Tatschuld und Täterschuld

(4) Rechtsstrafe
(5) Strafzumessung
A. Schuld als Maßprinzip für die Strafzumessung
B. Das Verhältnis der Schuld zur Prävention

(6) Außergerichtlicher Tatausgleich (Bd. 51, Nr. 3)
Viertes Kapitel Allgemeine Schuldmerkmale
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(1) Schuldfähigkeit
A. Bedeutung der Schuldfähigkeit und der vermindetern
Schuldfähigkeit

B. Das biologisch-psychologische Stockwerk
C. Das psychologisch-normative Stockwerk
D. Der Zeitpunkt des Vorliegens
E. Art der Feststellung
F. Rechtsfolgen

(2) Unrechtsbewusstsein
A. Definition
B. Entwicklungsstufen im deutschsprachigen Raum
C. Theorienstreit in Japan
D. Bezugspunkt und Inhalt
E. Bewusstseinsformen
F. Potentielles Unrechtsbewusstsein
G. Erkenntnisprobleme

(3) Verbotsirrtum
A. Allgemeines
B. Direkter Verbotsirrtum
C. Indirekter Verbotsirrtum

(4) Die Vorwerfbarkeit der Unrechtsunkenntnis
A. Inhalt und Grundlagen
B. Allgemine leichte Erkennbarkeit
C. Verletzung einer Erkundigungspflicht
D. Spezielle Konstelationen mangelunder Vorwerfbarkeit (Bd.51, Nr.4)

(Die Fortsetzung folgt.)
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